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外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
（
二
・
完
）

―
―
そ
の
現
代
的
意
義
―
―

芳　
　

賀　
　

雅　
　

顯

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

若
干
の
比
較
法
的
考
察

（
以
上
、
九
十
巻
十
一
号
）

Ⅲ　

日
本
に
お
け
る
議
論

　

１　

判
例

　
　
（
１
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準

　
　
（
２
）
裁
判
例
の
紹
介

　
　
　
（
Ａ
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　
　
　
（
Ｂ
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

　
　
　
（
Ｃ
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
　
（
Ｄ
）
韓
国

　
　
　
（
Ｅ
）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

　
　
　
（
Ｆ
）
ス
イ
ス

　
　
　
（
Ｇ
）
中
華
人
民
共
和
国

　
　
　
（
Ｈ
）
ド
イ
ツ

　
　
　
（
Ｉ
）
ハ
イ
チ

　
　
　
（
Ｊ
）
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
（
Ｋ
）
ベ
ル
ギ
ー

　
　
　
（
Ｌ
）
香
港
（
中
国
返
還
前
）

　
　
　
（
Ｍ
）
メ
キ
シ
コ

　
　
（
３
）
裁
判
例
の
傾
向

　
　
　
（
ア
）
法
域
ご
と
の
判
断

　
　
　
（
イ
）
場
所
的
不
統
一
法
国
と
の
関
係

　
　
　
（
ウ
）
身
分
関
係
事
件
と
相
互
保
証
の
要
否

　
　
　
（
エ
）
身
分
関
係
事
件
と
昭
和
五
八
年
ル
ー
ル

　
　
　
（
オ
）
相
互
保
証
の
認
定
方
法
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Ⅲ　

日
本
に
お
け
る
議
論

１　

判
例

（
１
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準

　

相
互
保
証
の
有
無
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
承
認
・
執
行
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
承
認
要
件

を
充
足
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
相
互
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
言
及
が
さ
れ
て
は
い
る
が
、
簡
潔
な
内
容
に
と
ど
ま
る

も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

わ
が
国
の
裁
判
所
が
相
互
保
証
に
関
す
る
判
断
基
準
を
示
し
た
重
要
な
判
例
は
、
大
判
昭
和
八
年
一
二
月
五
日
と）（（（
（

、
こ
れ
を
緩
和

し
た
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
で
あ
る）（（（
（

。
前
者
は
、
①
外
国
裁
判
所
が
判
決
承
認
に
つ
き
実
質
的
再
審
査
の
原
則
を
採
用
し
て
い

な
い
こ
と
、
お
よ
び
②
判
決
国
の
承
認
要
件
が
承
認
国
で
あ
る
日
本
の
そ
れ
と
対
比
し
て
同
等
か
寛
大
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
判
決
は
、
前
者
の
基
準
を
採
用
し
た
場
合
、
判
決
国
で
あ
る
外
国
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
承
認
要
件
の
方

　

２　

学
説

　
　
（
１
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準

　
　
（
２
）
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論

　
　
（
３
）
外
国
離
婚
判
決
と
相
互
保
証

　
　
（
４
）
外
国
非
訟
裁
判
と
相
互
保
証

Ⅳ　

ま
と
め
と
検
討

　

１　

日
本
法
の
特
徴

　
　
（
１
）
相
互
保
証
に
関
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ

　
　
（
２
）
比
較
法
的
特
徴

　

２　

相
互
保
証
の
私
益
的
構
成

　
　
（
１
）
相
互
保
証
の
正
当
化
根
拠

　
　
（
２
）
相
互
保
証
の
公
益
性

　
　
（
３
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準
と
そ
の
審
査
方
法

　

３　

相
互
保
証
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
諸
問
題

　
　
（
１
）
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論

　
　
（
２
）
身
分
関
係
事
件
と
相
互
保
証

　
　
（
３
）
不
統
一
法
国
に
お
け
る
相
互
保
証
の
対
象

　
　
（
４
）
裁
判
官
の
独
立
と
外
国
判
決
の
承
認

　

４　

結
語

（
以
上
、
本
号
）
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が
厳
格
に
な
る
た
め
、
当
該
外
国
は
日
本
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
で
も
当
該
外
国

判
決
が
承
認
で
き
な
い
と
い
う
不
合
理
な
結
果
に
な
る
と
し
て
、
大
判
昭
和
八
年
を
批
判
し
、
判
決
国
と
承
認
国
の
承
認
要
件
が
重

要
な
点
で
異
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
足
り
る
と
し
た）（（（
（

。

　

一
般
的
に
は
、
最
高
裁
昭
和
五
八
年
判
決
に
よ
っ
て
相
互
保
証
の
要
件
に
関
す
る
判
断
基
準
は
緩
和
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
大
判
昭
和
八
年
と
最
判
昭
和
五
八
年
の
基
準
の
い
ず
れ
か
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ

て
結
論
が
異
な
っ
た
と
い
え
る
か
は
、
判
然
と
し
な
い）（（（
（

。
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
で
相
互
保
証
が
な
い
と
さ
れ
た
事
案
は
、
実
質
的
再

審
査
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
ベ
ル
ギ
ー
王
国
判
決
を
不
承
認
と
し
た
ケ
ー
ス
（
東
京
地
判
昭
和
三
五
年
）
と
、
中
華

人
民
共
和
国
が
条
約
や
互
恵
関
係
が
あ
る
場
合
に
の
み
外
国
判
決
を
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
わ
が
国
と
の
間
で
は
そ
の
い
ず
れ
も

存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
同
国
と
の
相
互
保
証
が
な
い
と
し
た
ケ
ー
ス
（
大
阪
高
判
平
成
一
五
年
、
そ
し
て
大
阪
高
判
平
成
二
七
年
）

が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
返
還
前
の
香
港
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
変
遷
が
あ
る
）。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
、
判
例
変
更
が
な
さ
れ
る

前
と
後
の
基
準
に
よ
っ
て
結
論
が
異
な
る
と
は
言
い
難
い）（（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
判
例
変
更
を
否
定
的
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
く
、
今

後
も
従
来
判
断
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
法
域
と
の
相
互
保
証
の
有
無
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
判
断
の
基
本
的
方
向
性
を
示
す
意
味
に

お
い
て
有
用
と
い
え
る
。
な
お
、
以
下
で
は
用
語
と
し
て
身
分
関
係
事
件
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。

（
２
）
裁
判
例
の
紹
介）（（（
（

　

以
下
で
は
、
具
体
的
な
法
域
ご
と
に
、
裁
判
所
が
相
互
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
て
き
た
の
か
、
紹
介
を
試

み
た
い
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
裁
判
例
の
紹
介
の
便
宜
上
法
域
ご
と
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
）。
事
案
は
適
宜
簡
略
化
し
た
。
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（
Ａ
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
昭
和
八
年
判
決
で
対
象
と
な
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
取
り
あ
げ
（
ａ
）、
そ
の
後

で
昭
和
五
八
年
判
決
で
対
象
と
な
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
を
紹
介
し
（
ｂ
）、
続
い
て
五
十
音
順
に
法
域
を
取
り
あ
げ
る
。

（
ａ
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

　
　
（
ａ
︲
1
）
大
判
昭
和
八
年
一
二
月
五
日
新
聞
三
六
七
〇
号
一
六
頁）（（（
（

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
を
日
本
に
お
い
て
執
行
す
る
た
め
、
原
告
が
日
本
で
執
行
判
決
を
求
め
る
訴
え
を
提

起
し
た
。
裁
判
所
は
、「
民
事
訴
訟
法
第
二
百
条
第
四
号
ニ
所
謂
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
ト
ハ
当
該
外
国
カ
条
約
ニ
依
リ
若
ハ
其
ノ

国
内
法
ニ
依
リ
我
国
判
決
ノ
当
否
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
無
ク
シ
テ
右
第
二
百
条
ノ
規
定
ト
等
シ
キ
カ
又
ハ
之
ヨ
リ
寛
ナ
ル
条
件
ノ
下
ニ

我
国
ノ
判
決
ノ
効
力
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
居
ル
場
合
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
、「
北
米
合
衆
国
ニ
於
ケ
ル
各
州
ノ
判
例
ニ
依
レ

ハ
…
…
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
ヲ
審
明
シ
本
件
北
米
合
衆
国
当
該
州
ノ
判
決
ハ
前
記
相
互
保
証
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ

ル
」
と
述
べ
て
、
日
本
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

　
　
（
ａ
︲
2
）
東
京
地
判
昭
和
三
二
年
三
月
一
九
日
下
民
集
八
巻
三
号
五
二
五
頁）（（（
（

　

原
告
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
に
本
拠
を
有
す
る
法
人
）
が
被
告
（
日
本
で
登
記
さ
れ
、
営
業

所
を
有
す
る
パ
ナ
マ
法
人
）
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
で
一
万
一
千
百
ド
ル
の
支
払
を
命
ず
る
判
決
を
得
、
そ
の
判

決
の
執
行
が
日
本
で
求
め
ら
れ
た
。
裁
判
所
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
事
訴
訟
法
一
九
一
五
条
は
外
国
判
決
の
同
州
に
お
け
る
効

力
を
定
め
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
外
国
判
決
の
効
力
を
認
め
た
先
例
も
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
で
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
判
決

を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
事
訴
訟
法
に
は
そ
の
第
千
九
百
十
五
条
に

『
外
国
の
他
の
裁
判
所
の
終
局
判
決
は
、
そ
の
裁
判
所
が
そ
の
国
の
法
律
に
基
い
て
そ
の
判
決
を
与
え
る
管
轄
権
を
も
っ
て
い
る
な
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ら
ば
、
そ
の
判
決
が
行
わ
れ
た
国
に
お
け
る
と
同
様
の
効
力
を
も
ち
、
か
つ
当
州
に
お
い
て
行
わ
れ
た
終
局
判
決
と
同
様
の
効
力
を

も
つ
も
の
と
す
る
。』
と
の
規
定
が
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
同
州
の
裁
判
所
が
外
国
の
判
決
に
対
し
そ
の
効
力
を
承
認
し
た
先
例

も
あ
る
か
ら
、
同
州
に
お
い
て
は
我
が
国
の
判
決
に
つ
い
て
も
右
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
承
認
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」
と

し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
相
互
保
証
の
内
容
に
つ
い
て
の
判
断
が
必
ず
し
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
民
事
訴
訟
法
に
外
国
判
決
の
効
力
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
か
つ
、
実
際
に
当
該
条
文
が
適
用
さ
れ
て
承
認
さ
れ
た
事
例
が
あ
る

こ
と
を
、
相
互
保
証
を
肯
定
す
る
根
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
ａ
︲
3
）
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
四
二
六
号
一
三
頁）（（（
（

　

被
告
（
夫
）
は
原
告
（
妻
）
を
相
手
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
別
居
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
は

扶
養
料
請
求
の
反
訴
を
提
起
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
被
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
と
共
に
、
原
告
に
よ
る
反
訴
を
認
容
し
、
確
定
し
た
。

そ
こ
で
、
原
告
は
扶
養
料
支
払
い
を
認
め
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
判
決
で
は
、
原
告
が
子
を
州
外
に
連
れ
出
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
被
告
に
扶
養
料
を
支
払
う
こ
と

を
命
じ
て
い
た
た
め
、
執
行
判
決
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
が
州
外
移
転
禁
止
条
項
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

請
求
異
議
事
由
を
執
行
判
決
訴
訟
に
お
い
て
抗
弁
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
請
求
異
議
事
由
を
執

行
判
決
訴
訟
で
抗
弁
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
ま
た
、
州
外
移
転
禁
止
条
項
の
趣
旨
は
子
の
福
祉
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
被
告
に
よ
る
支
払
い
が
な
い
状
況
下
で
生
活
の
維
持
の
た
め
に
州
外
に
移
転
せ
ざ
る
を
な
か
っ
た
た
め
、

州
外
移
転
禁
止
を
維
持
す
る
こ
と
は
却
っ
て
子
の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
、
ま
た
、
本
事
案
で
州
外
移
転
禁
止
条
項
の
修
正
ま
た
は
削

除
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
扶
養
料
支
払
い
免
除
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
の
際
に
裁
判

所
は
、「
請
求
原
因
事
実
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。」
と
し
て
、
相
互
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
も
と
く
に
言
及
す
る
こ

と
な
く
州
外
移
転
禁
止
条
項
違
反
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
請
求
原
因
事
実
は
、
外
国
判
決
承
認
要
件
を
充
足
し
て
い
る
事
実
を
指
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す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
承
認
要
件
に
つ
い
て
弁
論
主
義
が
全
面
的
に
妥
当
す
る
と
裁
判
所
は
考
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る）（（（
（

。

　
　
（
ａ
︲
4
）
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
九
月
六
日
判
時
五
八
六
号
七
三
頁）（（（
（

　

原
告
（
米
国
市
民
）
は
、
被
告
（
日
本
法
人
）
と
の
間
で
米
国
の
テ
レ
ビ
映
画
を
日
本
で
放
映
す
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
の
、

外
国
為
替
管
理
法
違
反
に
よ
り
テ
レ
ビ
の
放
送
局
で
は
な
か
っ
た
被
告
は
輸
入
業
者
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
被
告

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
ア
メ
リ
カ
仲
裁
協
会
に
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
仲
裁
協
会
は
金
銭
支
払
い
を
命
ず
る
仲
裁
判
断
を
下

し
た
。
そ
し
て
、
原
告
は
、
こ
の
仲
裁
判
断
を
確
認
し
、
判
決
の
登
録
を
求
め
る
訴
え
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
提
起
し
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
容
す
る
判
決
を
下
し
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
、
原
告
は
、
わ
が
国
で
執
行
を
求
め
る
訴

え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
相
互
保
証
に
つ
き
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
日
本
国
裁
判
所
が
日
本

国
の
法
律
に
基
き
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
き
は
、
日
本
国
裁
判
所
の
な
し
た
確
定
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る
も
の
と
一
般
に
認
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
第
四
号
の
『
相
互
の
保
証
』
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
被
告

に
お
い
て
も
争
わ
な
い
。）。」
と
し
た
。

　

本
判
決
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
の
関
係
で
相
互
保
証
が
あ
る
と
判
断
す
る
に
際
し
て
、
当
事
者
間
で
争
い
が
な
い
こ
と
も
理

由
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
互
保
証
の
有
無
は
法
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
公
益
性
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
学
説
上
一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
事
者
間
で
争
い
が
な
い
と
し
て
権
利
自
白
の
よ
う
な

構
成
を
採
る
こ
と
に
は
批
判
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
（
ａ
︲
5
）
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
一
日
判
時
一
三
一
五
号
九
六
頁）（（（
（

　

被
告
が
原
告
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
請
求
が
認
容
さ
れ
た
。
し
か
し
、
原
告
は
、
本

件
離
婚
訴
訟
の
送
達
を
受
け
て
い
な
い
な
ど
と
主
張
し
て
、
当
該
外
国
判
決
が
日
本
で
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴

訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、「［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
の
規
定
は
、
財
産
権
上
の
訴
え
に
つ
い
て
の
外
国
判
決
の
み
な
ら
ず
、
外
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国
裁
判
所
の
離
婚
判
決
に
つ
い
て
も
そ
の
適
用
を
認
め
る
の
が
相
当
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
本
件
で
は
送
達
の
要
件
を
充
足
し

て
い
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
本
件
で
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
要
求
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
と
く
に
明
示
し

て
い
な
い
が
、
当
時
の
学
説
お
よ
び
裁
判
例
の
支
配
的
傾
向
で
あ
る
、
全
面
適
用
説
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
ａ
︲
6
）
原
告
（
オ
レ
ゴ
ン
州
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
は
被
告
（
日
本
法
人
ら
）
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に

お
い
て
、
オ
レ
ゴ
ン
州
内
に
あ
る
工
業
団
地
の
土
地
賃
貸
借
契
約
を
め
ぐ
り
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
含
む
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え

を
提
起
し
、
認
容
さ
れ
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
、
わ
が
国
で
の
強
制
執
行
を
申
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、

公
序
違
反
、
相
互
保
証
を
有
し
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
争
っ
た
。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
三
年
二
月
一
八
日
判
時
一
三
七
六
号
七
九
頁）

（（（
（

）
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
部
分
を
除
い
て
原
告
の
請
求
を
認

め
た
が
、
そ
の
際
に
相
互
保
証
に
つ
い
て
、「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
事
訴
訟
法
典
第
一
七
一
三
条
の
一
な
い
し
八
に
よ
れ
ば
、
同

法
上
、
外
国
判
決
は
、
我
が
国
に
お
け
る
と
実
質
的
に
同
等
な
条
件
の
下
で
承
認
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、［
旧
］
民
事

訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
第
四
号
に
い
う
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
簡
潔
な
説
明
で
相
互
保
証
を
肯
定
す
る
。

控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
五
年
六
月
二
八
日
判
時
一
四
七
一
号
八
九
頁）

（（（
（

）
は
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
し
て
は
い
な
い
が
、

第
一
審
判
決
を
支
持
し
て
い
る
。
上
告
審
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
に
つ
い
て
執
行
判
決
を
求
め
た
原
告
に
よ
る
上
告
（
①
事
件
。
最

判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
）
と
、
外
国
判
決
中
に
記
載
の
な
い
利
息
部
分
に
つ
い
て
執
行
を
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
と
す
る
被
告
側
の
上
告
（
②
事
件
。
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
三
〇
頁
）
も
退
け
て
い
る
が
、
相

互
保
証
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
し
て
は
い
な
い）（（（
（

。

　
　
（
ａ
︲
7
）
東
京
地
八
王
子
支
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
判
タ
九
八
七
号
二
八
二
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容

判
決
が
下
さ
れ
た
。
原
告
は
、
そ
の
判
決
の
執
行
を
求
め
て
、
日
本
で
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
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容
し
た
が
、
そ
の
際
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
事

訴
訟
法
一
七
一
三
条
の
四
に
よ
れ
ば
、
同
州
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
条
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
ず
、
又
は
実
質

的
に
同
等
な
条
件
の
下
で
外
国
判
決
を
承
認
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
に
い
う
相
互
保
証
の
要
件
を

具
備
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」、
と
。

　
　
（
ａ
︲
8
）
東
京
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
八
日
判
タ
一
三
五
一
号
二
四
一
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
離
婚
等
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
婚
姻
解
消
を
認
め

る
と
共
に
、
被
告
に
対
し
て
扶
養
料
等
の
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
。
原
告
は
、
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
よ
る

金
銭
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
の
執
行
を
求
め
て
、
日
本
で
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
執
行
判
決
を
求
め
る
訴
え
を
認
容

し
た
が
、
そ
の
際
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
の
相
互
保
証
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
条
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
ず
、
又
は
実
質
的
に
同
等
な
条
件
の
下
で
外
国
判
決

を
承
認
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
に
い
う
相
互
保
証
の
要
件
を
満
た
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」、
と
。

　
　
（
ａ
︲
9
）
東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
離
婚
等
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
離
婚
等
の
ほ
か
に
、

養
育
費
等
の
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
。
原
告
は
、
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
よ
る
金
銭
支
払
い
を
命
ず
る
判
決

の
執
行
を
求
め
て
、
日
本
で
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
、
当
該
外
国
判
決
は
日
本
に
お
け
る
養
育
費
の
適
正
額

を
超
え
る
支
払
額
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
は
わ
が
国
の
公
序
に
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
執
行
判
決
を
求
め
る

訴
え
を
認
容
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
の
相
互
保
証
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
前
提
と
な
る
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
本
件
外
国
判
決
は
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
二
号
及
び
四
号
に
掲
げ
る

要
件
並
び
に
同
条
三
号
中
本
件
外
国
判
決
の
訴
訟
手
続
が
我
が
国
に
お
け
る
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
と
の
要
件
を
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具
備
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
。

　
　
（
ａ
︲
10
）
東
京
高
判
平
成
二
七
年
九
月
二
四
日
判
時
二
三
〇
六
号
六
八
頁）（（（
（

　

原
告
（
米
国
籍
、
米
国
在
住
）
は
、
被
告
（
日
本
国
籍
）
を
相
手
に
、
被
告
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
在
住
し
て
い
た
時
に
被
告
所
有

の
機
械
を
運
搬
中
に
原
告
の
足
に
落
下
さ
せ
て
怪
我
を
負
わ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
で
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
を
提
起
し
、
勝
訴
判
決
を
得
た
。
原
告
は
、
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
を
求
め
て
、
日
本
で
執
行
判
決

訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
一
〇
日
判
時
二
三
〇
六
号
七
三
頁）

（（（
（

）
は
送
達
の
要
件
を
充
足
し
て

い
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
原
告
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
は
承
認
要
件
を
満
た
す
と
し
て
、
執
行
を
認
め

た
。
そ
の
際
に
、
裁
判
所
は
、「
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
外
国
判
決
は
、
民
訴
法
一
一
八
条
…
…
四
号
（
相
互
の
保
証
が
あ

る
こ
と
）
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」
と
簡
潔
に
述
べ
て
、
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

（
ｂ
）
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

　

本
件
は
、
相
互
保
証
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
大
判
昭
和
八
年
の
ル
ー
ル
を
変
更
し
た
事
件
で
あ
る
。

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
お
い
て
、
売
掛
代
金
債
権
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判
決

を
得
た
。
原
告
が
、
こ
の
判
決
の
日
本
で
の
執
行
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
承
認
要
件
は
日
本
の
民
事

訴
訟
法
が
定
め
る
要
件
と
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
た
め
、
相
互
保
証
の
要
件
を
欠
く
な
ど
と
主
張
し
た
。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
九
月
一
七
日
判
時
九
四
九
号
九
二
頁）

（（（
（

）
は
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
、「［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
四

号
が
掲
げ
る
相
互
保
証
の
要
件
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
衡
平
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
と
諸
外
国
と
は
互
い
に
そ

の
法
制
度
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
承
認
の
要
件
に
つ
き
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
わ
た
っ
て
外
国
の

基
準
が
わ
が
国
の
そ
れ
と
対
比
し
常
に
同
一
か
又
は
寛
大
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
の
は
、
い
た
ず
ら
に
外
国
裁
判
所
の
判
決
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の
承
認
の
道
を
狭
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
渉
外
生
活
関
係
が
著
し
く
発
展
、
拡
大
し
、
国
際
化
時
代
と
も
い
う
べ
き
今
日
の
国
際
社

会
の
実
情
か
ら
み
て
妥
当
と
は
い
え
ず
、
渉
外
生
活
関
係
の
法
的
安
定
の
た
め
旧
法
よ
り
そ
の
要
件
を
緩
和
し
た
現
行
民
訴
法
二
〇

〇
条
四
号
（
引
用
者
注
：
旧
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
）
の
解
釈
と
し
て
も
、
相
互
保
証
の
要
件
は
必
ず
し
も
厳
格
に
解
す
る
必
要

は
な
く
、
わ
が
国
と
外
国
と
の
間
の
判
決
の
承
認
の
要
件
が
著
し
く
均
衡
を
失
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
点
に
お
い
て
相
互
に
同
一

性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号
に
い
う
相
互
保
証
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

と
し
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

　

控
訴
審
（
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
判
時
一
〇
四
二
号
一
〇
〇
頁）

（（（
（

）
も
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

そ
の
際
、「
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
承
認
の
要
件
が
当
該
判
決
国
と
そ
の
判
決
の
承
認
を
求
め
ら
れ
て
い
る
国
と
で
完
全
に
一
致
す

る
こ
と
は
到
底
期
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
外
国
の
定
め
る
他
の
外
国
の
判
決
の
承
認
の
要
件
と
わ
が
国
の
そ
れ
と
が
全
く

同
一
で
な
く
て
も
重
要
な
点
で
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
当
該
外
国
の
定
め
る
右
要
件
が
わ
が
国
の
定
め
る
そ
れ
よ
り
も
全
体
と
し
て
過

重
で
な
く
、
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
を
等
し
い
も
の
と
み
て
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇

条
第
四
号
の
『
相
互
の
保
証
』
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。」
と
し
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
と
の

相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

　

上
告
審
（
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁）

（（（
（

）
も
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。
す

な
わ
ち
、「［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号
に
定
め
る
『
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
』
と
は
、
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る

国
（
以
下
『
判
決
国
』
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
が
同
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要

な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、

外
国
裁
判
所
の
判
決
（
以
下
『
外
国
判
決
』
と
い
う
。）
の
承
認
（
外
国
判
決
が
判
決
国
以
外
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
、
判
決
国
が
我
が
国
と
全
く
同
一
の
条
件
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
条
約
の
存
す
る
場
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合
で
も
な
い
限
り
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
、
渉
外
生
活
関
係
が
著
し
く
発
展
、
拡
大
し
て
い
る
今
日
の
国
際
社
会
に

お
い
て
は
、
同
一
当
事
者
間
に
矛
盾
す
る
判
決
が
出
現
す
る
の
を
防
止
し
、
か
つ
、
訴
訟
経
済
及
び
権
利
の
救
済
を
図
る
必
要
が
増

大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
同
条
四
号
の
規
定
は
、
判
決
国
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
の
条
件
が
我
が
国
に
お
け
る
右

条
件
と
実
質
的
に
同
等
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
、
右
の
要
請
を
充
た
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
同
号
の
規
定
を
判
決
国
が
同
条
の
規
定
と
同
等
又
は
こ
れ
よ
り
寛
大
な
条
件
の
も
と
に
我
が
国
の
裁
判
所
の
判
決
を
承
認

す
る
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
る
と
き
は
（
大
審
院
昭
和
八
年
（
オ
）
第
二
二
九
五
号
同
年
一
二
月
五
日
判
決
・
法
律
新
聞
三
六
七
〇
号

一
六
頁
）、
判
決
国
が
相
互
の
保
証
を
条
件
と
し
、
し
か
も
、
そ
の
国
の
外
国
判
決
の
承
認
の
条
件
が
我
が
国
の
条
件
よ
り
も
寛
大

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
に
と
っ
て
は
我
が
国
の
条
件
が
よ
り
厳
し
い
も
の
と
な
る
か
ら
、
我
が
国
の
裁
判
所
の
判
決
を
承
認
し

え
な
い
こ
と
に
帰
し
、
そ
の
結
果
、
我
が
国
に
と
っ
て
も
相
互
の
保
証
を
欠
く
と
い
う
不
合
理
な
結
果
を
招
来
し
か
ね
な
い
か
ら
で

も
あ
る
。
以
上
の
見
解
と
異
な
る
前
記
大
審
院
判
例
は
、
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
金
銭
支
払
を
命
ず
る
判
決
に
つ

い
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
承
認
要
件
は
、
日
本
の
民
事
訴
訟
法
の
定
め
る
承
認
要
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
本
判
決
は
、
同
種
類
の
内
外
判
決
に
つ
い
て
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め

て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
決
の
種
類
を
ど
の
様
に
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る）（（（
（

。

（
ｃ
）
イ
リ
ノ
イ
州

　

東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
判
時
二
三
一
三
号
六
七
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
イ
リ
ノ
イ
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
に
対
す
る
養
育
費
の
支
払
い
を

求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判
決
を
得
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
日
本
で
執
行
判
決
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
原
告
の

請
求
を
認
容
し
た
が
、
そ
の
際
に
相
互
保
証
と
の
関
係
で
は
、
簡
潔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
前
提
事
実
に
お
い
て
、「
イ



36

法学研究 90 巻 12 号（2017：12）

リ
ノ
イ
州
は
、
外
国
判
決
執
行
統
一
法
を
採
択
し
、
同
法
に
基
づ
き
、
イ
リ
ノ
イ
州
法
セ
ク
シ
ョ
ン5/12-652(b)

は
、
子
の
養
育

費
の
支
払
を
命
ず
る
同
州
以
外
の
国
の
判
決
は
、
子
の
養
育
費
の
支
払
い
を
命
ず
る
同
州
の
判
決
と
同
じ
方
法
に
よ
り
執
行
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
」
と
し
、「
前
提
事
実
…
…
の
と
お
り
、
…
…
日
本
と
イ
リ
ノ
イ
州
と
の
間
で
相
互
の
保
証
が
あ

る
か
ら
、
本
件
外
国
判
決
は
、
同
条
…
…
四
号
所
定
の
要
件
も
満
た
し
て
い
る
」、
と
し
た
。
こ
の
判
決
で
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
で
は

子
の
養
育
費
の
支
払
い
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
同
州
の
判
決
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
と
述
べ
る
の
み
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
と
日
本
の
承
認

要
件
の
比
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
ｄ
）
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州

　

大
阪
高
決
平
成
二
二
年
二
月
一
八
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
九
頁）（（（
（

　

請
求
者
（
ニ
カ
ラ
グ
ア
国
籍
、
父
）
と
拘
束
者
Ｙ１
（
日
本
国
籍
、
母
）
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
婚
姻
し
、
被
拘
束
者
（
請
求
者

と
拘
束
者
Ｙ１
と
の
子
）
を
出
産
し
た
。
そ
の
後
、
請
求
者
と
拘
束
者
Ｙ１
は
日
常
生
活
で
意
見
の
不
一
致
等
が
あ
っ
た
た
め
、
Ｙ１
は
被

拘
束
者
を
連
れ
て
日
本
に
帰
国
し
た
と
こ
ろ
、
請
求
者
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
裁
判
所
に
お
い
て
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
た
。
同
裁
判

所
は
、
離
婚
判
決
を
下
す
と
共
に
被
拘
束
者
に
対
す
る
単
独
監
護
権
者
を
請
求
者
と
定
め
た
。
請
求
者
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
、

拘
束
者
Ｙ１
と
そ
の
両
親
で
あ
る
拘
束
者
Ｙ２
お
よ
び
Ｙ３
を
相
手
に
、
人
身
保
護
法
に
基
づ
き
、
被
拘
束
者
の
釈
放
お
よ
び
引
渡
し
を
求

め
た
。

　

裁
判
所
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
裁
判
所
判
決
の
効
力
が
日
本
で
も
認
め
ら
れ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
が
、
拘
束
者
ら
に
よ
る
拘

束
が
違
法
（
人
身
保
護
規
則
四
条
）
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
、
人
身
保
護
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
承
認
要
件
と
し

て
の
相
互
保
証
と
の
関
係
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
同
条
四
号
所
定
の
『
相
互
の
保
証
が
あ
る
こ
と
』
と
は
、
判
決

国
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
の
条
件
が
日
本
に
お
け
る
条
件
と
実
質
的
に
同
等
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
…
…
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ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
は
、
①
有
効
な
管
轄
権
を
有
す
る
外
国
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

②
国
際
礼
譲
の
諸
原
則
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
子
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
し
な
い
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
そ
の
内
容
は
、
実
質
的
に
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
（
同
条
一
号
、
三
号
、
四
号
）
と
同
様
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
同
条
四
号
の

要
件
も
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
、
請
求
者
は
、
特
別
抗
告
（
最
決
平
成
二
二

年
八
月
四
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
七
頁）

（（（
（

）、
そ
し
て
許
可
抗
告
（
最
決
平
成
二
二
年
八
月
四
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
九
頁）

（（（
（

）
を
提
起
し
た
が
、

特
別
抗
告
は
棄
却
、
ま
た
許
可
抗
告
は
却
下
さ
れ
て
い
る
。
親
権
者
の
指
定
は
非
訟
事
件
に
相
当
す
る
が
、
原
審
は
、
こ
の
部
分
も

含
め
て
離
婚
判
決
が
外
国
判
決
承
認
要
件
の
す
べ
て
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
ｅ
）
テ
キ
サ
ス
州

　

原
告
と
被
告
は
テ
キ
サ
ス
法
に
基
づ
き
婚
姻
し
、
同
州
に
居
住
し
、
長
女
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
後
テ
キ
サ
ス
州
裁
判
所
の
離
婚

決
定
に
よ
り
離
婚
し
た
。
当
該
離
婚
決
定
は
、
被
告
を
子
の
単
独
支
配
保
護
者
、
原
告
を
一
時
占
有
保
護
者
と
定
め
て
、
裁
判
所
の

許
可
な
く
し
て
子
を
州
外
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
被
告
は
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
子
を
テ
キ
サ
ス
州
か

ら
日
本
に
転
居
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
テ
キ
サ
ス
州
裁
判
所
に
親
子
関
係
に
関
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、

単
独
支
配
保
護
権
者
を
被
告
か
ら
原
告
に
、
一
時
占
有
保
護
者
を
原
告
か
ら
被
告
に
変
更
し
、
ま
た
、
被
告
に
対
し
て
特
定
期
間
を

除
い
て
原
告
に
子
を
引
渡
す
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
日
本
で
こ
の
裁
判
に
基
づ
い
て
子
の
引
渡
執
行
を
求
め
て
訴
え
を

提
起
し
た
。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
四
三
九
号
一
三
八
頁）

（（（
（

）
は
、
承
認
要
件
を
全
て
充
足
し
て
い
る
と
し
て
執
行
を
認

め
た
が
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス
州
家
族
法
第
一
一
章
第
Ｂ
節
「
未
成
年
の
子
の
監
護
に
関

す
る
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
の
統
一
法
」
は
、
本
来
的
に
は
州
際
事
件
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
が
、
同
法
は
、
外
国
裁
判
所
が
下
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し
た
子
の
監
護
権
に
関
す
る
裁
判
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
子
の
監
護
に
関
す
る
裁
判
中
に
は
、
本
件
外

国
判
決
の
よ
う
に
、
子
の
現
実
の
引
き
渡
し
等
を
命
ず
る
裁
判
も
含
ま
れ
る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。
と
す
る
と
本
件
外
国
判
決
中
、

原
告
が
執
行
判
決
を
求
め
て
い
る
子
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
部
分
と
同
種
の
わ
が
国
の
裁
判
所
が
発
す
る
判
決
決
定
等
も
、
同
法
第

一
一
章
第
Ｂ
節
第
一
一
・
七
三
条
に
よ
り
、
テ
キ
サ
ス
州
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
執
行
し
得
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
点
に
関
し
わ
が
国
と
テ
キ
サ
ス
州
と
の
間
に
は
『
相
互
の
保
証
』
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。」
と
し
た
。

　

こ
の
判
決
に
対
し
て
被
告
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
五
年
一
一
月
一
五
日
判
タ
八
三
五
号
一
三
二
頁）

（（（
（

）
は
、
テ

キ
サ
ス
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
公
序
に
反
す
る
と
し
て
控
訴
人
（
被
告
）
を
勝
訴
さ
せ
た
。
そ
の
際
に
、
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
承
認
に
際
し
て
相
互
保
証
の
要
件
を
不
要
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
外
国
事
件
は
、
単
独
支
配
保
護
者
で
あ

る
親
と
一
時
占
有
保
護
者
で
あ
る
親
と
の
監
護
権
の
争
い
並
び
に
そ
れ
に
伴
う
子
の
引
渡
請
求
及
び
扶
養
料
の
支
払
請
求
に
関
す
る

紛
争
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
非
訟
事
件
裁
判
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
外
国
判
決
は
、［
旧
］

民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
に
い
う
『
確
定
判
決
』
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
同
条
一
号
及
び
三
号
の
要
件
を
充

足
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
給
付
を
命
ず
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
民
事
執
行
法
二
四
条
の
類
推
適
用
な
い
し
準
用
に
よ
り
、
執

行
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
。

　

第
一
審
は
、
日
本
法
上
非
訟
事
件
に
区
分
さ
れ
る
本
件
に
つ
い
て
、
承
認
要
件
が
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
が
、
控
訴
審
は

一
号
と
三
号
の
み
で
判
断
す
る
と
し
た
。

（
ｆ
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

　
　
（
ｆ
︲
1
）
東
京
地
判
平
成
六
年
一
月
一
四
日
判
時
一
五
〇
九
号
九
六
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
見
本
市
、
セ
ミ
ナ
ー
参
加
を
目
的
と
し
た
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ツ
ア
ー
の
共
同
企
画
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
債
務
不
履
行
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
同
裁

判
所
は
、
請
求
認
容
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
日
本
で
の
執
行
を
求
め
て
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、

原
告
の
請
求
を
認
め
た
が
、
そ
の
際
に
相
互
保
証
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。「［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号

に
い
う
『
相
互
の
保
証
あ
る
こ
と
』
と
は
、
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ

れ
と
同
種
類
の
判
決
が
同
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
い
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
民
事
訴
訟
法
が
掲
げ
て
い
る
九
つ
の
不
承

認
事
由
に
つ
い
て
、「
右
各
不
承
認
事
由
の
内
容
は
、
我
が
国
の
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
条
件
と
重
要
な
点
に
お
い

て
異
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
の
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

　
　
（
ｆ
︲
2
）
東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
月
八
日LEX

/D
B25517315

）
（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
上
級
裁
判
所
に
お
い
て
、
美
術
品
の
売
買
契
約
に
違
反
し
た
と
し
て
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
を
提
起
し
た
。
同
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
下
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
こ
の
判
決
の
日
本
で
の
執
行
を
求

め
た
。
裁
判
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
民
事
訴
訟
法
五
三
〇
四
条
が
外
国
判
決
承
認
要
件
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
民
事
訴
訟
法
が
定
め
る
外
国
判
決
の
承
認
の
条
件
は
、
日
本
の
民
訴
法
一
一
八
条
各
号
の
要
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら

な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
日
本
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
と
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
き
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
（
昭
和
五
八
年
最
判
参
照
）。」
と
し
た
。

（
ｇ
）
ネ
バ
ダ
州

　
　
（
ｇ
︲
1
）
横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
七
日
判
時
六
六
五
号
七
五
頁）（（（
（

　

被
告
は
、
原
告
に
対
し
て
横
浜
地
方
裁
判
所
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
裁
判
所
か
ら
慰
謝
料
の
話
し
合
い
を
す
る
た
め
に
横
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浜
家
庭
裁
判
所
に
調
停
の
申
し
立
て
を
し
て
は
ど
う
か
と
の
勧
告
に
基
づ
き
、
原
告
の
同
意
の
も
と
で
訴
訟
を
取
り
下
げ
た
。
し
か

し
、
被
告
は
横
浜
家
庭
裁
判
所
で
調
停
の
申
し
立
て
を
せ
ず
に
、
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
同
裁
判
所
で
離
婚
判

決
を
得
て
い
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
被
告
に
対
し
て
、
日
本
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
ネ
バ
ダ
判
決
の
わ
が
国
で
の
効
力

が
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、「
身
分
事
項
に
関
す
る
外
国
裁
判
所
の
確
定
判
決
は
、
わ
が
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
な

い
し
三
号
を
準
用
し
、
…
…
各
要
件
を
具
備
す
る
場
合
に
限
り
そ
の
効
力
を
承
認
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
、
身
分
関
係

に
つ
い
て
は
相
互
保
証
の
要
件
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
本
件
で
は
二
号
の
要
件
を
欠
く
と
し
て
ネ
バ
ダ
州
裁

判
所
の
判
決
の
承
認
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
　
（
ｇ
︲
2
）
東
京
地
判
平
成
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
七
九
四
号
二
四
六
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ネ
バ
ダ
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
金
銭
支
払
を
命
ず
る
判
決
を
得
た
後
に
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て

わ
が
国
で
の
強
制
執
行
を
求
め
て
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
相
互
保
証
に
つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ネ
ヴ
ァ
ダ

州
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
は
、
信
義
・
信
頼
を
も
っ
て
対
処
す
る
に
値
す
る
と
み
な
さ
れ
れ
ば
同
州
の
地
方
裁
判
所
の
判
決
と
同

様
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
我
が
国
の
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
と
重
要
な
点
で
異

な
ら
な
い
条
件
の
も
と
で
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
同
条
四
号
に
い
う
『
相
互
の
保
証
あ

る
』
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
（
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。）」
と
し
た
。

　

な
お
、
本
判
決
は
、
ネ
バ
ダ
州
と
の
関
係
で
相
互
保
証
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
当
事
者
で
争
い
が
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
が
、

こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
つ
き
、
相
互
保
証
の
場
所
的
対
象
を

ネ
バ
ダ
州
と
し
て
い
る
が
、
ハ
ワ
イ
州
連
邦
地
裁
が
下
し
た
判
決
に
つ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
相
互
保
証
の
対
象
と
し
て
い
る
と
み

ら
れ
る
、（
ｉ
︲
2
）
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
と
対
比
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

　
　
（
ｇ
︲
3
）
抗
告
人
ら
（
日
本
人
夫
婦
）
は
、
ネ
バ
ダ
州
在
住
の
米
国
人
女
性
と
い
わ
ゆ
る
代
理
出
産
契
約
を
締
結
し
、
こ
の
女



41

外国判決承認要件としての相互保証（二・完）

性
が
子
供
を
出
産
し
た
。
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
は
、
抗
告
人
ら
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
抗
告
人
ら
が
子
の
法
律
上
の
父
親
お
よ
び
母
親

で
あ
る
こ
と
等
を
認
め
る
裁
判
を
下
し
た
。
抗
告
人
ら
は
、
こ
の
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
の
裁
判
に
基
づ
き
、
品
川
区
に
出
生
届
を
提
出

し
た
と
こ
ろ
、
不
受
理
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
抗
告
人
ら
は
東
京
家
庭
裁
判
所
に
不
服
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、

本
件
で
は
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
し
た
う
え
で
（
準
拠
法
ア
プ
ロ
ー
チ）

（（（
（

）、
法
律
上
の
母
は
分
娩
者
で
あ
る
と
し
て
却
下
の
審
判

を
下
し
た
（
東
京
家
審
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
民
集
六
一
巻
二
号
六
五
八
頁）

（（（
（

）。

　

抗
告
人
ら
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
抗
告
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
抗
告
人
の
申
立
て
を
認
め
た
。
抗
告
審
（
東
京
高
決

平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁）

（（（
（

）
は
、
ま
ず
、
本
件
の
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
が
承
認
適
格
を
有
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
（
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
）、「
本
件
裁
判
は
、
…
…
親
子
関
係
の
確
定
を
内
容
と
し
、
か
つ
、
対
世
的
効
力
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
の
裁
判
類
型
と
し
て
は
、
人
事
訴
訟
（
人
事
訴
訟
法
二
条
）
の
判
決
に
類
似
す
る
又
は
家
事
審
判
法
二

三
条
の
審
判
（
合
意
に
相
当
す
る
審
判
）
に
類
似
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
確
定
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
裁
判
は
、
外
国

裁
判
所
の
確
定
判
決
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
公
序
の
要
件
お
よ
び
間
接

管
轄
の
要
件
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
充
足
し
て
い
る
と
し
た
。
ま
た
、
身
分
関
係
事
件
に
関
す
る
準
拠
法
の
要
件
論
に
つ

い
て
、
否
定
説
に
立
っ
た
。
そ
し
て
、「
以
上
で
検
討
し
た
と
お
り
、
本
件
子
ら
の
場
合
は
、
上
記
各
事
情
の
条
件
の
も
と
に
お
い

て
は
、
本
件
裁
判
は
外
国
裁
判
所
の
裁
判
に
該
当
し
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
所
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の

適
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
り
、
承
認
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
承
認
さ
れ
る
結
果
、
本
件
子
ら
は
、
抗
告
人
ら
子
で
あ
る

と
確
認
さ
れ
、
本
件
出
生
届
出
も
受
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。
本
件
で
は
、
抗
告
裁
判
所
は
、
親
子
関
係
事
件
に
お
い

て
対
世
効
を
有
す
る
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
の
裁
判
を
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
に
い
う
外
国
裁
判
所
の
確
定
判
決
に
該
当
す
る
と
し
て

承
認
適
格
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
一
号
と
三
号
の
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
一
一
八
条
所

定
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
判
断
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
告
裁
判
所
は
、
本
件
の
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
の
裁
判
に
つ
い
て
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一
一
八
条
が
全
面
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
送
達
と
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
検

討
を
行
っ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
に
許
可
抗
告
が
申
し
立
て
ら
れ
た
（
最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
民
集
六
一
巻
二
号
六
一
九
頁）

（（（
（

）。
最
高

裁
は
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
三
号
に
い
う
公
序
に
反
す
る
と
し
て
、
破
棄
自
判
を
し
た
。

（
ｈ
）
バ
ー
ジ
ニ
ア
州

　

甲
事
件
原
告
Ｘ１
（
妻
）
と
乙
事
件
原
告
Ｘ２
（
夫
）
は
、
そ
の
婚
姻
中
に
、
共
同
名
義
で
被
告
Ｙ
の
製
品
を
販
売
し
、
そ
の
販
売
実

績
に
応
じ
て
報
奨
金
を
得
る
契
約
（
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
契
約
）
を
被
告
と
締
結
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
夫
婦
は
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
離
婚
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
甲
事
件
で
Ｘ１
は
、
Ｙ
に
対
し
て
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
契
約
上
の
地
位

に
つ
き
二
分
の
一
の
帰
属
を
主
張
し
、
乙
事
件
で
Ｘ２
は
そ
の
地
位
の
単
独
帰
属
を
主
張
し
た
。
他
方
、
Ｘ２
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
裁
判

所
に
、
Ｘ１
と
離
婚
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
Ｘ１
を
相
手
に
離
婚
に
伴
う
夫
婦
共
有
財
産
の
所
有
権
移
転
等
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
。

裁
判
所
は
、
Ｘ２
に
対
し
て
本
件
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
契
約
上
の
地
位
に
つ
い
て
、
Ｘ２
が
こ
の
地
位
を
単
独
で
取
得
す
る
か
、
あ

る
い
は
、
Ｘ１
に
当
該
地
位
の
評
価
額
三
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
を
請
求
す
る
か
の
選
択
権
を
認
め
た
。
Ｘ２
は
、
前
者
を
選
択
し
た
た
め
、

当
該
外
国
判
決
に
よ
り
本
件
地
位
を
単
独
で
取
得
し
た
と
主
張
し
た
が
、
Ｘ１
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
除
い
て
承
認
要
件
を
充
足
し

て
い
な
い
と
し
て
こ
れ
を
争
っ
た
。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁）

（（（
（

）
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
判
決
は
承
認
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と

し
た
上
で
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
Ｙ
に
は
判
決
の
効
力
が
及
ば
な
い
が
Ｙ
は
契
約
上
名
義
変
更
を
承
認
す
る

義
務
を
負
う
と
し
、
甲
事
件
に
つ
き
請
求
を
棄
却
し
、
乙
事
件
に
つ
い
て
は
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
バ
ー
ジ
ニ
ア

州
と
の
相
互
保
証
の
要
件
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
ま
ず
、
本
件
は
、
離
婚
に
伴
う
夫
婦
共
有
財
産
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の
所
有
権
移
転
等
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
と
こ
ろ
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
が
採
択
し
て
い
る
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
の
適
用
範
囲
に

は
、
本
件
の
よ
う
な
事
件
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
同
州
の
判
例
上
、
同
法
の
適
用
の
な
い
外
国
判
決
で
あ
っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
礼
譲
（com

ity

）
の
原
則
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
、
離
婚
に
関
す
る
外
国
判
決
を
承
認
す
る
た
め
の
条
件
は
、（
１
）
外
国

裁
判
所
が
当
事
者
及
び
当
該
事
項
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
、（
２
）
外
国
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
手
続
法
及
び
実

体
法
が
、
道
徳
規
範
、
社
会
的
価
値
、
人
権
及
び
公
序
の
見
地
か
ら
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
も
の
と
合
理
的
に
比
較
可
能
で
あ
る
こ
と

の
二
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
（
１
）
は
［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
一
号
と
、（
２
）

は
同
条
三
号
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し

た
本
件
外
国
判
決
と
同
種
類
の
判
決
は
、［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
承

認
さ
れ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
外
国
判
決
は
『
相
互
の
保
証
』
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
（
な
お
、
右
の
と
お
り
相
互
の
保
証
の
条
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
争
わ
な
い
。）。」
と
し
た
。

な
お
、
Ｘ１
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
八
年
三
月
一
二
日
判
タ
九
五
〇
号
二
三
〇
頁）

（（（
（

）
で
は
控
訴
棄
却
と
な
っ
た

が
、
相
互
保
証
の
点
に
つ
い
て
は
と
く
に
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

第
一
審
は
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
当
事
者
の
争
い
が
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の

か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
ｉ
）
ハ
ワ
イ
州

　
　
（
ｉ
︲
1
）
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
四
日
判
時
六
二
五
号
六
六
頁）（（（
（

　

被
告
は
原
告
を
相
手
に
ハ
ワ
イ
州
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
書
籍
販
売
手
数
料
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、

原
告
は
貸
金
返
還
請
求
な
ど
を
求
め
る
反
訴
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
本
訴
を
全
部
棄
却
す
る
と
と
も
に
、
反
訴
を
認
容
し
た
。
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そ
こ
で
原
告
は
、
こ
の
ハ
ワ
イ
州
判
決
の
執
行
を
求
め
て
わ
が
国
で
執
行
判
決
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
相
互
保
証
に
つ

い
て
、「
同
号
（
引
用
者
注
：
旧
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
）
が
外
国
判
決
に
対
し
て
執
行
判
決
を
付
与
す
る
た
め
に
は
国
際
法
上

の
相
互
主
義
の
観
点
か
ら
外
国
が
日
本
国
の
確
定
判
決
の
効
力
を
認
め
る
要
件
と
わ
が
国
が
当
該
外
国
判
決
の
効
力
を
認
め
る
要
件

と
を
比
較
し
て
同
等
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
前
者
の
要
件
が
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
ゆ
る
や
か
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
必
ず
し
も
当
該
当
事
国
間
の
条
約
、
協
定
な
ど
の
取
り
決
め
で
明
定
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
双
方
の
国
内
の
法
令
あ

る
い
は
慣
例
に
よ
っ
て
で
も
前
記
の
点
が
確
保
さ
れ
る
を
も
っ
て
足
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
昭
和
八
年
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
、
ハ
ワ
イ
州
と
の
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
。

　
　
（
ｉ
︲
2
）
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁）（（（
（

　

ハ
ワ
イ
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
が
、
被
告
が
証
拠
開
示
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
し
て
、
被
告
ら
に
損
害
賠
償
の
支
払

い
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
訴
訟
を
認
容
す

る
に
あ
た
り
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
は
、
民
訴
法
一
一
八
条
四
号
所
定
の
『
相
互
の
保
証
』
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
。

　

本
判
決
は
、
相
互
保
証
に
つ
き
、
と
く
に
判
断
基
準
を
示
す
こ
と
な
く
肯
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
申
し
立

て
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
互
保
証
の
判
断
を
開
始
し
て
お
り
（
被
告
は
間
接
管
轄
、
送
達
、
公
序
、
民
事
判
決
性
を
争
っ
て
い
る
が
、

相
互
保
証
に
つ
い
て
は
争
っ
て
い
な
い
）、
こ
の
要
件
を
職
権
調
査
事
項
と
扱
い
な
が
ら
、
要
件
判
断
の
資
料
を
弁
論
主
義
に
服
さ
せ

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
相
互
保
証
の
対
象
を
ハ
ワ
イ
州
と
は
せ
ず
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
で
相
互
保
証
が
認
め

ら
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
場
所
的
不
統
一
法
国
の
相
互
保
証
に
つ
い
て
、
他
の
裁
判
例
は
各
法
域
を
判
断

対
象
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
判
決
裁
判
所

が
連
邦
裁
判
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
他
州
・
他
国
の
判
決
承
認
は
基
本
的
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に
は
州
の
管
轄
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
相
互
保
証
の
判
断
対
象
は
州
ご
と
に
行
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
例
外
と
し
て
連
邦
の
管
轄
事
項
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
か）（（（
（

、
こ
の
点
を
示
し
た
上
で
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
（
参
照
、
ネ
バ
ダ
連
邦
地
方
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
つ
き
ネ
バ
ダ
州
と
の
相
互
保
証
を
検
討
し
た
、（
ｇ
︲
2
）
東
京
地
判
平

成
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
七
九
四
号
二
四
六
頁
）。

（
ｊ
）
ミ
ネ
ソ
タ
州

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
子
の
父
親
認
定
等
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
被
告
は
、
こ
の
訴

訟
に
出
廷
し
な
か
っ
た
。
同
裁
判
所
は
、
被
告
は
子
の
父
親
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
被
告
に
対
し
て
子
の
養
育
費
を
支
払
う
こ
と

等
を
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
。
原
告
は
、
こ
の
ミ
ネ
ソ
タ
判
決
を
も
と
に
日
本
で
強
制
執
行
の
申
立
を
し
た
が
（
甲
事
件
）、
同
判

決
が
養
育
費
の
支
払
い
方
法
に
つ
い
て
給
与
か
ら
の
天
引
き
を
命
じ
て
い
た
た
め
、
ミ
ネ
ソ
タ
判
決
の
承
認
の
可
否
が
問
題
と
な
っ

た
。
他
方
、
被
告
（
乙
事
件
原
告
）
は
原
告
（
乙
事
件
被
告
）
を
相
手
に
、
こ
の
ミ
ネ
ソ
タ
判
決
が
日
本
で
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
の

確
認
を
求
め
た
（
乙
事
件
）。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
八
年
九
月
二
日
判
時
一
六
〇
八
号
一
三
〇
頁）

（（（
（

）
は
、
甲
事
件
に
つ
い
て
、
支
払
義
務
を
負
う
者
の
使
用
者

に
対
し
て
給
与
天
引
き
を
し
て
扶
養
料
を
直
接
送
金
す
る
こ
と
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
、
日
本
の
強
制
執
行
制
度
に
そ
ぐ
わ
な
い
と

し
て
、
甲
事
件
を
棄
却
し
た
。
他
方
、
裁
判
所
は
、
乙
事
件
に
つ
い
て
は
、
甲
事
件
で
の
請
求
部
分
と
重
複
す
る
部
分
は
す
で
に
甲

事
件
判
決
が
承
認
要
件
を
欠
く
と
判
断
し
て
い
る
た
め
二
重
起
訴
に
あ
た
り
不
適
法
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
ミ
ネ
ソ
タ

判
決
が
承
認
要
件
を
具
備
し
て
い
る
た
め
棄
却
さ
れ
る
と
し
た
。
乙
事
件
で
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
を
含
む
大
多
数
の
州
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
原
則
が

あ
る
と
し
、
間
接
管
轄
の
存
在
、
判
決
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
適
正
な
告
知
が
あ
っ
た
こ
と
、
防
御
権
の
保
障
が
あ
っ
た
こ
と
、
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裁
判
手
続
が
文
明
国
の
法
体
系
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
判
決
の
詐
取
や
公
序
違
反
も
被
告
は
抗
弁
と
し

て
提
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
は
、
わ
が
国
の

［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
要
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
な
い
」
と
し
た
（
な
お
、
本
判
決
は
、
ヒ
ル
ト
ン
判
決
そ
し
て

相
互
保
証
の
要
件
に
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
で
消
極
的
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
）。
甲
事
件
に
つ
き
控
訴
が
な
さ
れ
た
。

控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
〇
七
頁）

（（（
（

）
は
、
控
訴
人
（
原
告
）
の
主
張
を
認
め
て
養
育
費
の
支
払

い
を
命
ず
る
部
分
の
執
行
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。
そ
の
際
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
と
の
相
互
保
証
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
に
、「
民
訴
法

一
一
八
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
日
本
法
上
は
非
訟
事
件
に
相
当
す
る
本
件
に
つ
い
て）（（（
（

、
裁

判
所
は
外
国
判
決
承
認
要
件
の
全
面
適
用
を
認
め
て
い
る
。

（
ｋ
）
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州

　

大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
六
二
一
号
一
二
五
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
裁
判
所
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判
決
が
下
さ
れ
た
。
判
決
中
に
は
、
原
告

が
被
告
に
慰
謝
料
や
扶
助
料
等
を
支
払
う
条
項
等
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
原
告
は
被
告
に
対
す
る
金
銭
の
支
払
い
が
滞
り
、
メ
リ
ー

ラ
ン
ド
州
裁
判
所
は
、
扶
助
料
の
支
払
を
命
ず
る
決
定
を
複
数
回
下
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
で
、

被
告
に
対
す
る
扶
助
料
支
払
義
務
の
一
部
に
つ
い
て
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
敗
訴
し
た
。
そ
こ

で
、
原
告
は
、
日
本
で
、
再
び
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
裁
判
所
で
の
離
婚
判
決
に
基
づ
く
被
告
に
対
す
る
扶
助
料
支
払
債
務
の
一
部
に

つ
い
て
不
存
在
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
が
こ
の
点
に
つ
い
て
原
告
敗
訴
の
判
決
を
下
し
て
お
り
、
そ
の
判
決
が
日
本
で
も
承
認
さ

れ
る
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、
裁
判
所
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
が
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
を
採
択
し
て
い
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る
も
の
の
、
婚
姻
ま
た
は
家
族
関
係
事
件
の
扶
養
に
関
す
る
判
決
に
は
同
法
の
適
用
は
な
い
と
す
る
の
が
、
同
州
の
先
例
で
あ
る
と

し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
離
婚
に
伴
う
扶
助
料
支
払
い
に
関
す
る
裁
判
を
、
一
般
原
則
に
基
づ
い
て
承
認
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
趣
旨
で
も
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
同
州
の
判
例
は
、
礼
譲
原
則
に
基
づ
い
て
外
国
判
決
を
承
認
し
て
お
り
、
外
国

裁
判
所
が
間
接
管
轄
を
有
し
な
い
場
合
、
承
認
が
公
序
に
反
す
る
場
合
お
よ
び
判
決
が
詐
欺
に
基
づ
く
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
と

し
て
い
る
と
し
た
。
そ
こ
で
、「
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
、
離
婚
に
伴
う
扶
養
義
務
等
の
履
行
を
命
ず
る
我
が
国
の
判
決
は
、

［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
相
互
保
証
を
認
め
た
。

（
Ｂ
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

　

東
京
地
判
平
成
六
年
一
月
三
一
日
判
時
一
五
〇
九
号
一
〇
一
頁）（（（
（

　

原
告
と
被
告
と
の
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
、
英
国
高
等
法
院
女
王
座
部
が
下
し
た
金
銭
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
の
執
行
を
求
め
て
、

原
告
が
わ
が
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
当
該
判
決
の
間
接
管
轄
、
公
序
、
相
互
保
証
を
争
っ

た
。
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。「［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
所
定
の
条
件
（
相
互
の
保

証
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
右
法
条
に
い
わ
ゆ
る
『
相
互
の
保
証
あ
る
こ
と
』
と
は
、
我
が
国
が
外
国
判
決
を
承
認
す
る
の
と
同

様
に
、
当
該
外
国
も
我
が
国
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
を
い
い
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
の
定
め
る
条
件
と
我
が
国
の
条

件
と
が
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
ず
又
は
実
質
的
に
同
等
で
あ
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」。「
そ
し
て
、

…
…
、
英
国
に
お
い
て
は
、
外
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
勝
訴
判
決
を
得
た
債
権
者
は
、
当
該
外
国
判
決
に
基
づ
く
訴
え
（A

ction on 

the Foreign Judgem
ent

）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
認
容
判
決
を
得
て
そ
の
執
行
す
る
（
原
文
マ
マ
）
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
右
の
訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
判
決
国
が
英
国
の
国
際
民
事
訴
訟
法
の
原
則
に
照
ら
し
て
当
該
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被
告
に
対
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、（
な
お
、
そ
こ
で
は
『
相
互

の
保
証
』
は
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。）、
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
被
告
は
、
当
該
外
国
判
決
が
詐
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当

該
外
国
判
決
の
執
行
が
英
国
法
の
公
序
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
外
国
裁
判
所
の
手
続
が
英
国
の
自
然
的
正
義
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。」。「
こ
の
よ
う
に
、
英
国
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
そ
の
も
の
の
効
力
を
承
認
し
て
そ
の
執
行
を
許
可
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ

る
執
行
判
決
の
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
被
告
が
当
該
訴
訟
に
お
い
て
援
用
で
き
る
抗
弁
は
、
前
記
の
も

の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
結
局
、［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
又
は
三
号
所
定
の
条
件
と
同
一
内
容
で
あ
る
か
又

は
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
外
国
判
決
の
い
わ
ゆ
る
実
質
的
再
審
査
が
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
手
続
又
は
形
式
の
相
違
を
捉
え
ら
れ
て
（
原
文
マ
マ
）『
相
互
の
保
証
』
に
欠
け
る
も
の
と
す
る
の
は
相
当

で
は
な
い
し
、
外
国
判
決
に
対
し
て
執
行
を
許
可
す
る
た
め
の
条
件
な
い
し
要
件
に
彼
此
に
お
い
て
実
質
的
に
差
異
が
あ
る
も
の
と

い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。」。「
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
と
英
国
に
お
け
る
と
で
は
、
外
国
判
決
に
対
し
て
執
行
を
許
可
す

る
た
め
の
条
件
な
い
し
要
件
は
、
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
ず
又
は
実
質
的
に
同
等
で
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

こ
こ
に
『
相
互
の
保
証
』
の
条
件
は
充
足
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」、
と
。
な
お
、
中
国
返
還
前
の
香
港
に

関
す
る
判
例
も
参
照
（
後
述
（
Ｌ
））。

（
Ｃ
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
（
Ｃ
︲
1
）
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
五
日
判
時
一
六
六
四
号
七
八
頁）（（（
（

　

原
告
は
、
日
本
法
人
で
あ
る
被
告
会
社
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
不
動
産
所
得
を
目
的
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
被
告
ら

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
が
、
訴
外
Ａ
と
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
不
動
産
売
買
契
約
に
つ
き
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
裁
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判
所
で
代
金
支
払
義
務
を
争
っ
た
も
の
の
敗
訴
し
た
。
原
告
は
、
資
産
を
ほ
と
ん
ど
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン

ド
州
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
財
産
保
全
管
理
人
が
選
任
さ
れ
た
。
こ
の
財
産
保
全
管
理
人
は
、
原
告
の
名
に
お
い
て
、
被
告
に
対
し

て
未
払
い
で
あ
っ
た
株
式
払
込
金
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
被
告
は
正
式
事
実
審
理
に
必
要
な
資
料
を
提
出
し
な

か
っ
た
た
め
被
告
敗
訴
の
サ
マ
リ
ー
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
に
基
づ
き
、
原
告
が
日
本
に
お
い
て
判
決
の
執
行

を
求
め
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
相
互
保
証
を
欠
い
て
い
る
な
ど
と
し
て
こ
れ
を
争
っ
た
。
裁
判
所
は
、
執
行
判
決
を
認
め
、
相
互
保
証

を
有
し
て
い
る
と
判
断
す
る
に
際
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
旧
民
訴
二
〇
〇
条
（
新
民
訴
一
一
八
条
）
四
号
所
定
の
相
互
保

証
要
件
は
、『
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
右
判
決
と
同
種
類
の
日
本
の
裁
判
所
の
判
決
が
旧
民
訴
二

〇
〇
条
（
新
民
訴
一
一
八
条
）
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
』
を
意
味
す
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
判
決
・
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
三
七
巻
第

五
号
六
一
一
頁
参
照
）、
前
記
認
定
に
係
る
外
国
判
決
法
、
同
規
則
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
執
行
法
の
内
容
を
総
合
す
る
と
、
本
件

外
国
判
決
が
相
互
保
証
要
件
を
充
た
し
て
い
る
判
決
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。

　

本
件
で
は
、
裁
判
所
は
、
相
互
保
証
の
場
所
的
な
対
象
を
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
被
告
に
よ
る
、
相

互
保
証
が
不
存
在
で
あ
る
と
の
個
別
的
主
張
に
対
し
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
に

値
す
る
の
は
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
承
認
に
関
す
る
「
裁
判
所
規
則
」
の
内
容
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
相
互
保
証
の
有

無
を
判
断
で
き
な
い
と
す
る
被
告
の
主
張
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
外
国
判
決
法
、
外
国
判
決
規
則
、

ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
執
行
法
の
存
在
及
び
内
容
を
総
合
」
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
裁
判
所
が
日
本
判
決
を
で
き
る
限
り
承

認
す
る
姿
勢
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
相
互
保
証
を
否
定
す
る
よ
う
な
証
拠
が
全
く
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
裁
判
所
規

則
」
の
内
容
が
明
ら
か
で
な
く
て
も
相
互
保
証
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
裁
判
実
務
は
相
互
保

証
に
つ
き
緩
や
か
に
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
結
論
と
し
て
従
来
の
裁
判
例
の
延
長
に
あ
る
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と
も
い
え
る）（（（
（

。
他
方
、
相
互
保
証
の
要
件
の
手
続
的
扱
い
に
つ
い
て
、
従
来
説
か
れ
て
い
る
理
解
は）（（（
（

、
相
互
保
証
は
公
益
性
が
高
い

た
め
職
権
調
査
事
項
で
あ
り
、
職
権
探
知
主
義
が
妥
当
す
る
こ
と
、
証
明
責
任
は
承
認
を
求
め
る
側
が
負
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
理
解
と
本
事
案
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
は
整
合
す
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
（
Ｃ
︲
2
）
東
京
家
判
平
成
一
九
年
九
月
一
一
日
判
時
一
九
九
五
号
一
一
四
頁）（（（
（

　

原
告
（
日
本
国
籍
）
と
被
告
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
）
は
、
日
本
で
婚
姻
し
た
。
そ
の
後
、
被
告
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
離
婚

訴
訟
を
提
起
し
、
離
婚
判
決
を
取
得
し
た
。
被
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
日
本
で
離
婚
届
を
提
出
し
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
が
離
婚
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
の
際
に
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
判
決
が
日
本
で
効
力
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
き
、「
外
国
離
婚
判
決
が
有
効
か
ど
う
か
は
、
外
国
判
決
の
承
認
の
問
題
で

あ
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
限
り
、
我
が
国
に
お
い
て
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。」
と
し
て
、
本
件
で
は
間
接
管
轄
（
一
号
）
と
公
序
（
三
号
）
を
充
足
し
な
い
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
離
婚
判
決
に
つ
い
て

民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
規
定
が
全
面
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
Ｄ
）
韓
国）（（（
（

　
　
（
Ｄ
︲
1
）
横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
六
九
六
号
一
二
〇
頁）（（（
（

　

被
告
は
原
告
を
相
手
に
、
韓
国
ソ
ウ
ル
家
庭
法
院
に
お
い
て
離
婚
の
審
判
を
得
た
。
こ
の
審
判
を
も
と
に
、
藤
沢
市
長
の
許
可
を

得
て
、
原
告
を
筆
頭
と
す
る
戸
籍
簿
に
離
婚
の
記
載
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
が
離
婚
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
。

裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
韓
国
の
離
婚
審
判
の
承
認
を
認
め
た
。
そ
の
際
、
相
互
保
証
に
つ

い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
に
い
う
相
互
保
証
の
要
件
は
、「
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判

所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
右
判
決
と
同
種
類
の
わ
が
国
の
裁
判
所
の
判
決
が
、
日
本
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
各
号
所
定
の
条
件
と
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重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
判

所
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
・
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
参
照
）。」「
韓
国
の
民
事
訴
訟
法
の
二
〇
三
条
一
号
な
い
し
四
号
は
、
日
本
民

事
訴
訟
法
一
一
八
条
一
号
な
い
し
四
号
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
韓
国
に
お
い
て
、
日
本
の
離
婚
判
決
が
日
本
民
事
訴

訟
法
一
一
八
条
一
号
な
い
し
四
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
同
条
四
号
の
要
件
も
充
足
し
て
い
る
。」。

　
　
（
Ｄ
︲
2
）
東
京
地
判
平
成
二
一
年
二
月
一
二
日
判
時
二
〇
六
八
号
九
五
頁）（（（
（

　

原
告
（
韓
国
法
人
）
は
被
告
（
日
本
法
人
）
と
の
間
で
冷
凍
ニ
シ
ン
の
売
買
契
約
を
締
結
し
た
が
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
未
払

代
金
請
求
訴
訟
を
韓
国
で
提
起
し
、
認
容
判
決
を
得
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
決
の
執
行
を
求
め
て
日
本
で
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し

た
。
裁
判
所
は
、
請
求
を
認
容
し
た
が
、
そ
の
際
、
相
互
保
証
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
韓

国
民
事
訴
訟
法
二
一
七
条
に
は
、
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
と
し
て
、
我
が
国
の
民
訴
法
一
一
八
条
と
概
ね
同
様
の
規
定
が
置
か
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
外
国
判
決
は
、
同
条
…
…
四
号
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。」。

　
　
（
Ｄ
︲
3
）
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日LEX

/D
B25516699

）
（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
大
韓
民
国
の
裁
判
所
に
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
、
請
求
認
容
判
決
を
得
た
。
原
告
は
、

こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
日
本
で
の
執
行
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
、
被
告
が
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
ま
た
準
備
書
面
等
も
提
出
し
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
請
求
原
因
事
実
を
自
白
し
た
も
の
と
み
な
す
と
し
た
。

（
Ｅ
）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

　

東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
九
日
判
タ
一
二
二
九
号
三
三
四
頁）（（（
（

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
本
店
を
置
く
企
業
で
あ
る
原
告
は
、
そ
の
役
員
で
あ
る
被
告
を
相
手
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
裁
判
所
で
、
信
認
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義
務
等
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判
決
が
下
さ
れ
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
き
執

行
判
決
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、「
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
に
い
う
『
相
互
の
保
証
が
あ
る
こ
と
』
と
は
、

当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
（
判
決
国
）
に
お
い
て
、
同
判
決
と
同
種
類
の
我
が
国
の
裁
判
所
の
判
決
が
同
条
各
号

所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
判
昭

和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
参
照
。）。」
と
述
べ
た
上
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
お
け
る
執
行
要
件
と
日
本
の

民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
の
要
件
を
対
比
さ
せ
て
、
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

（
Ｆ
）
ス
イ
ス

　

東
京
地
判
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
下
民
集
一
八
巻
一
一
＝
一
二
号
一
〇
九
三
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
被
告
が
有
す
る
特
許
の
無
効
確
認
の
訴
え
を
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
商
事
裁
判
所
に
提
起
し
、
請
求
認
容

判
決
を
得
た
。
他
方
、
被
告
も
原
告
を
相
手
に
同
裁
判
所
に
お
い
て
、
原
告
が
有
す
る
特
許
の
無
効
確
認
等
の
反
訴
を
提
起
し
た
が
、

裁
判
所
は
本
訴
と
分
離
の
上
、
管
轄
違
い
を
理
由
に
却
下
す
る
決
定
を
下
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
本
訴
の
訴
訟
費
用
等
と
反
訴

に
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
商
事
裁
判
所
が
被
告
に
対
し
て
支
払
い
を
命
じ
た
額
の
執

行
判
決
を
求
め
る
訴
え
を
日
本
で
提
起
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
商
事
裁
判
所
判
決
を
承
認
す
る
に
あ
た
り
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
外
国
判
決

が
執
行
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を
示
し
た
上
で
、「
ス
イ
ス
連
邦
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
に
お
い
て
、
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る
条
件

も
わ
が
国
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
に
定
め
る
要
件
に
比
し
寛
い
条
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
し
て
相
互
保

証
を
肯
定
し
た
。
裁
判
所
は
、
ス
イ
ス
に
つ
い
て
は
各
州
と
の
関
係
で
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
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（
Ｇ
）
中
華
人
民
共
和
国）（（（
（

　
　
（
Ｇ
︲
1
）
原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
日
中
合
弁
会
社
の
日
本
側
投
資
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
を
日
本
で
提
起

し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
中
国
人
民
法
院
に
お
い
て
、
投
資
者
は
訴
外
Ａ
で
あ
る
と
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
被
告
は
、

こ
の
中
華
人
民
共
和
国
判
決
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
日
本
訴
訟
は
不
適
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

第
一
審
（
大
阪
地
堺
支
判
平
成
一
四
年
七
月
一
五
日
判
時
一
八
四
一
号
一
一
三
頁）

（（（
（

）
は
、
中
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
た
め
、
本
件
訴
え

は
却
下
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
、
最
判
昭
和
五
八
年
の
ル
ー
ル
に
従
い
、「『
相
互
の
保
証
が
あ
る
こ
と
』
と
は
、
当
該
判
決

を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
が
、
同
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重

要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
中
華
人
民
共
和

国
民
事
訴
訟
法
二
六
八
条
に
お
い
て
、
外
国
の
裁
判
所
が
下
し
た
法
的
効
力
を
生
じ
た
判
決
等
に
つ
い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
が
締

結
若
し
く
は
加
盟
し
た
国
際
条
約
に
従
い
、
ま
た
は
互
恵
の
原
則
に
よ
り
審
査
を
行
っ
た
後
、
中
華
人
民
共
和
国
の
法
の
基
本
原
則

ま
た
は
国
家
主
権
・
安
全
・
社
会
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
承
認
す
る
裁
定
を
す
る
旨
定
め
て
い

る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
我
が
国
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
三
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
判
決
の
内
容
及
び
訴
訟
手
続
が
公
の
秩
序
及

び
善
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
と
す
る
の
と
同
様
の
内
容
を
中
心
に
、
同
条
の
他
の
一
、
二
、
四
号
の
内
容
を
も
併
せ
て
効
力
承
認
の

要
件
と
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
件
は
上
記
我
が
国
の
民
事
訴
訟
法
の
規
定
す
る
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
も
の

と
解
さ
れ
る
。」
と
し
て
、
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
（
大
阪
高
判
平
成
一
五
年
四
月
九
日
判
時
一
八
四
一
号
一
一
一
頁）

（（（
（

）
は
、
最
判
昭
和
五
八
年
ル
ー
ル
に
従
い
、

そ
の
上
で
、
中
華
人
民
共
和
国
と
の
相
互
保
証
を
否
定
し
た
。
控
訴
審
は
、
中
華
人
民
共
和
国
で
は
、
同
国
が
締
結
し
た
条
約
ま
た

は
互
恵
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
外
国
裁
判
所
の
下
し
た
判
決
を
承
認
す
る
と
し
て
い
る
が
、
日
本
と
は
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い

た
め
互
恵
関
係
が
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
と
日
本
と
の
互
恵
に
つ
い
て
、「
中
華
人
民
共



54

法学研究 90 巻 12 号（2017：12）

和
国
に
お
い
て
外
国
の
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る
裁
定
を
す
る
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
条
約
そ
の
他
何
ら
か
の
国
家
間
の

合
意
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
中
華
人
民
共
和
国
の
法
の
基
本
原
則
ま
た
は
国
家
主

権
・
安
全
・
社
会
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
同
国
が
我
が
国
と
は
経
済
体
制
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
我
が
国
の
裁
判
所
の
経
済
取
引
に
関
す
る
判
決
が
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
そ
の
効
力
を
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
判
然

と
し
な
い
。」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
横
浜
地
裁
小
田
原
支
部
が
下
し
た
貸
金
請
求
訴
訟
の
判
決
に
つ
い
て
熊
本
地
裁
玉
名
支
部
に

よ
る
差
押
え
、
譲
渡
命
令
に
つ
い
て
、
大
連
市
中
級
人
民
法
院
で
、
前
記
差
押
え
、
譲
渡
命
令
の
承
認
と
強
制
執
行
を
申
立
て
た
と

こ
ろ
、
中
級
人
民
法
院
は
遼
寧
省
高
級
人
民
法
院
に
問
い
合
わ
せ
、
高
級
人
民
法
院
は
最
高
人
民
法
院
の
回
答
に
基
づ
き
日
本
と
の

互
恵
を
否
定
し
て
い
る
と
述
べ
た
上
で
、「
本
件
人
民
法
院
判
決
は
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の

と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
た
。
な
お
、
本
件
は
、
相
互
保
証
を
否
定
す
る
結
論
で
あ
っ
た
た
め
、
中
国
法
の
調
査
に
慎

重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
裁
判
所
が
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
資
料
に
つ
き
当
事
者
の
提
出
し
た
分
に
依
拠
し
て
い
る

点
に
批
判
が
あ
る）（（（
（

。

　
　
（
Ｇ
︲
2
）
原
告
は
Ａ
お
よ
び
出
版
社
を
相
手
に
、
中
国
人
民
法
院
に
お
い
て
、
Ａ
が
出
版
し
た
書
籍
に
よ
っ
て
原
告
の
名
誉

が
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
請
求
認
容
判
決
を
得
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
に
基
づ
き
Ａ
の
相
続
人
ら
を
被

告
と
し
て
執
行
判
決
を
求
め
る
訴
え
を
日
本
で
提
起
し
た
。

　

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
二
七
年
三
月
二
〇
日
判
タ
一
四
二
二
号
三
四
八
頁）

（（（
（

）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間

に
は
相
互
保
証
は
な
い
と
し
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。「
民
訴
法
一
一
八
条
四
号
所
定
の
『
相
互
の
保
証
が
あ
る
こ
と
』
と
は
、

当
該
判
決
等
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
等
が
同
条
各
号
所
定

の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
る
（
昭
和
五
八
年
判

例
、
平
成
一
〇
年
判
例
参
照
）。『
相
互
の
保
証
』
の
要
件
は
、
対
等
な
主
権
国
家
間
に
お
い
て
一
方
的
に
一
方
が
他
方
の
判
決
の
効
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力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
妥
当
で
な
い
と
い
う
国
家
対
等
の
原
則
に
基
づ
き
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
承
認
、
執
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
外
国
判
決
を
し
た
当
該
外
国
に
お
け
る
承
認
、
執
行
に
関
す
る
法
令
の
文
言
を
単
に

参
照
す
る
の
み
な
ら
ず
、
判
例
や
有
権
的
解
釈
そ
の
他
の
裁
判
官
が
依
拠
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
規
律
な
い
し
基
準
を
考
慮
し
、

当
該
外
国
に
お
け
る
同
種
類
の
判
決
等
の
承
認
、
執
行
の
条
件
に
関
す
る
実
際
の
運
用
が
民
訴
法
一
一
八
条
所
定
の
条
件
と
実
質
的

に
異
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
該
外
国
に
お
い
て
お
よ
そ
一
般
的
に
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
同
種
類
の
判
決

の
承
認
、
執
行
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
と
の
間
に
は
相
互
の
保
証
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。」。「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
は
、
離
婚
判
決
を
除
き
、
外
国
裁
判
所
に
よ
る
判
決
を
承
認
、
執
行
す
る
た
め
に
は
、
当
該

外
国
と
の
間
で
締
結
等
す
る
国
際
条
約
又
は
互
恵
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
、
国
際
条
約
又
は
互
恵
関
係
が
な

い
場
合
に
は
、
改
め
て
人
民
法
院
に
提
訴
し
、
同
院
の
判
決
に
基
づ
い
て
執
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。」。
そ
し
て
、
日
本
と
中

華
人
民
共
和
国
と
の
間
に
は
国
際
条
約
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、「
中
華
人
民
共
和
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
互
恵
関
係
が
存
在
す
る
こ

と
に
基
づ
い
て
外
国
判
決
を
承
認
、
執
行
し
た
事
例
は
一
件
も
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
高
人
民
法
院
は
、
日
本
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
な
く
「
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
に
は
互
恵
関
係
が
存
在
し
な
い
と
の
見
解
」
を
示
し

て
い
る
と
し
た
。
そ
こ
で
、「
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
に
は
、
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
し
た
。
な

お
、
離
婚
判
決
は
こ
れ
と
異
な
る
扱
い
を
示
唆
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

　

控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
二
七
年
一
一
月
二
五
日LEX

/D
B25541803

）
（（（
（

）
も
、
中
華
人
民
共
和
国
と
の
相
互
保
証
を
否
定
し
た
。
控

訴
審
は
、
ま
ず
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
四
号
に
い
う
相
互
保
証
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
五
八
年
お
よ
び
最
判
平
成
一
〇
年
に
し
た

が
い
、「
当
該
判
決
等
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
等
が
同
条

各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
」
と
し
た
。
そ
し
て
、

中
華
人
民
共
和
国
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
外
国
裁
判
所
の
判
決
等
の
承
認
を
認
め
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、「
国
際
条
約
に
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よ
り
、
又
は
互
恵
の
原
則
に
従
っ
て
審
査
を
行
っ
た
後
、
中
華
人
民
共
和
国
の
法
律
の
基
本
原
則
若
し
く
は
国
家
主
権
、
安
全
、
社

会
公
共
の
利
益
に
反
し
て
い
な
い
こ
と
」
が
承
認
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
民
事
訴
訟
法

が
要
求
し
て
い
る
要
件
で
は
な
い
た
め
、
日
本
と
中
国
と
で
要
求
し
て
い
る
承
認
要
件
が
「
異
な
ら
な
い
」
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。

そ
こ
で
、
互
恵
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
に
、
中
華
人
民
共
和
国
は
、
こ
れ
ま
で
互
恵

関
係
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
外
国
判
決
を
承
認
し
た
こ
と
は
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
最
高
人
民
法
院
は
、
横
浜
地
裁
小
田
原
支
部
の

判
決
お
よ
び
熊
本
地
裁
玉
名
支
部
の
差
押
命
令
等
の
承
認
、
執
行
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
と
中
華

人
民
共
和
国
と
の
間
に
は
互
恵
関
係
が
な
い
こ
と
を
回
答
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
中
華
人
民
共
和
国
の
各
人
民
法
院
は
、
最
高

人
民
法
院
の
解
釈
の
内
容
に
従
っ
て
個
別
事
案
を
判
断
し
て
お
り
、
実
際
に
、
遼
寧
省
大
連
市
中
級
人
民
法
院
は
日
本
と
中
華
人
民

共
和
国
と
の
間
に
は
互
恵
関
係
が
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
こ
と
、
か
ら
日
本
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
中
華
人
民
共
和
国
で

は
承
認
さ
れ
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
互
恵
と
は
、
条
約
等
を
締
結
し
て
い
な
い
国
と
の
関
係
で
「
諸

事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
裁
量
的
に
承
認
の
可
否
を
判
断
す
る
余
地
を
留
保
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。
結
論
と
し
て
、

判
決
国
と
承
認
国
と
の
外
国
判
決
承
認
要
件
が
「
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
」
と
は
い
え
ず
、
相
互
保
証
は
な
い
と
し
た
。

（
Ｈ
）
ド
イ
ツ

　
　
（
Ｈ
︲
1
）
名
古
屋
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
判
時
一
二
三
六
号
一
一
三
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
特
許
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
基
づ
く
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
ー
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地

方
裁
判
所
に
提
起
し
、
認
容
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
こ
の
判
決
の
執
行
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
被
告
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
判
決
は
間
接
管
轄
を
有
し
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
請
求
棄
却
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
執
行
判
決
を
認
め

た
が
、
そ
の
際
に
相
互
保
証
と
の
関
係
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号
所
定
の
『
相
互
ノ
保
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証
ア
ル
コ
ト
』
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
右
判
決
と
同
種
類
の
我
が
国
の
裁

判
所
の
判
決
が
同
条
各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
る

の
で
（
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
二
頁
）」、
以
下
、（
西
）
ド
イ
ツ
と
の
関
係
で
重
要
な
点
で
承
認
要
件
が
異

な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、「
法
規
上
も
西
ド
イ
ツ
の
承
認
要
件
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
要
件
を
採
用
し
、
外
国
判

決
の
承
認
に
際
し
て
形
式
審
査
主
義
（
民
事
執
行
法
二
四
条
二
項
）
を
採
用
す
る
我
が
国
の
財
産
法
上
の
判
決
に
対
し
て
は
、
西
ド

イ
ツ
に
お
い
て
、
相
互
の
保
証
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
は
、
極
め
て
高
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」
と
し
て
西
ド
イ
ツ
と
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
ま
た
、「
従
前
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
日
本
と
の
間
に
は
相
互
保

証
が
な
い
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
右
見
解
は
単
に
そ
の
前
例
が
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す

る
の
み
で
、
確
た
る
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
前
記
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し

て
い
る
。
本
判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
は
、
ド
イ
ツ
で
は
日
本
と
の
相
互
保
証
を
否
定
す
る
立
場
が
通
説
で
あ
っ
た
が）（（（
（

、
本
判
決
が
英

文
に
よ
っ
て
紹
介
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か）（（（
（

、
ド
イ
ツ
で
の
通
説
が
転
換
す
る
契
機
と
な
っ
た
裁
判
例
と
さ
れ
る）（（（
（

。
と
く

に
、
日
本
の
裁
判
所
が
判
決
国
が
承
認
国
の
判
決
承
認
を
実
施
し
て
い
な
く
て
も
相
互
保
証
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
と
判
断
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
好
意
的
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
（
Ｈ
︲
2
）
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
四
日
判
時
一
六
五
七
号
七
九
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
を
相
手
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
保
証
債
務
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
て
、
認
容
判
決
が
下

さ
れ
た
。
原
告
は
、
こ
の
判
決
の
執
行
を
求
め
る
訴
え
を
日
本
で
提
起
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
と
の
相
互
保
証
に
つ
い

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
肯
定
し
た
。「
大
正
一
五
年
法
第
六
一
号
に
よ
る
改
正
後
の
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の

外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
に
関
す
る
規
定
は
、
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
第
二
九
号
）
の
大
正
一
五
年
法
第
六
一
号
に
よ
る
改

正
の
際
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
執
行
判
決
（
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
五
一
五
条
）
の
規
定
を
修
正
し
、
執
行
判
決
の
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規
定
と
は
別
に
、
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
右
各
規
定
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟

法
に
な
ら
っ
て
条
文
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
執
行
判
決
（
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
五
一
五
条
）
の
規
定
は
、

当
時
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
六
六
一
条
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
正
一
五
年
法
第
六
一
号
に
よ
る
改
正
後
の
［
旧
］
民
事
訴
訟

法
二
〇
〇
条
の
規
定
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
と
ほ
ぼ
同
旨
の
規
定
で
あ
る
。」。「
日
本
の
民
事
訴
訟
法
は
ド
イ

ツ
の
民
事
訴
訟
法
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
に
関
す
る
規
定
も
、
右
の
と
お
り
、
そ

の
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
上
の
類
似
性
か
ら
み
て
、
日
本
の
民
事
訴
訟
の
判
決
手
続
が
正
当
に
理
解
さ
れ
る
な
ら

ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
日
本
の
裁
判
所
の
判
決
が
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
に
規
定
す
る
外
国
判
決
の
承
認
の
対
象
と
な
ら
な

い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
被
告
は
、
ド
イ
ツ
で
は
日
本
の
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
通
説
で
あ
る

と
主
張
す
る
が
、
被
告
が
通
説
と
し
て
掲
げ
る
諸
説
が
、
ど
の
程
度
日
本
の
訴
訟
手
続
を
理
解
し
た
上
で
の
有
権
的
解
釈
で
あ
る
か

は
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。」。「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
日
本
の
裁
判
所
の
判
決
を
外
国
判
決
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
が
な

い
と
の
事
実
及
び
被
告
の
挙
示
す
る
よ
う
な
不
確
か
な
学
説
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
判
決
を
外
国
判

決
と
し
て
承
認
し
な
い
と
い
う
結
論
を
採
っ
た
場
合
、
そ
の
判
決
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
相
互
保
証
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
日

本
の
裁
判
所
の
判
決
を
外
国
判
決
と
し
て
承
認
し
な
い
原
因
と
な
り
う
る
。
司
法
手
続
も
国
際
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
日
本
の
裁
判

所
の
判
決
を
外
国
判
決
と
し
て
承
認
し
た
先
例
が
な
い
と
い
う
理
由
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
、
外
国
判
決
の
執
行

の
分
野
で
、
率
先
し
て
外
国
の
裁
判
所
に
対
し
て
門
戸
を
閉
ざ
す
結
果
と
な
る
解
釈
を
、
軽
々
に
採
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。」。

（
Ｉ
）
ハ
イ
チ

　

横
浜
地
判
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
九
日
判
時
一
〇
七
二
号
一
三
五
頁）（（（
（

　

原
告
と
被
告
は
、
日
本
で
婚
姻
し
た
が
、
そ
の
後
、
被
告
が
ハ
イ
チ
共
和
国
裁
判
所
で
離
婚
判
決
を
得
た
た
め
、
原
告
は
、
ハ
イ
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チ
判
決
は
間
接
管
轄
の
要
件
な
ど
を
欠
く
と
し
て
外
国
離
婚
判
決
不
承
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
旧
民

事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
は
財
産
関
係
事
件
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
外
国
離
婚
判
決
に
同
条
を
適
用
す
る
と
渉
外
的
な
身
分
関
係
の
安

定
を
損
な
う
な
ど
と
し
て
訴
え
の
却
下
を
申
立
て
た
。
裁
判
所
は
、「
人
の
身
分
及
び
能
力
に
関
す
る
外
国
判
決
で
あ
っ
て
も
、『
財

産
に
対
す
る
有
形
の
執
行
行
為
』
又
は
『
人
に
対
す
る
強
制
行
為
』
を
な
す
べ
き
と
き
に
は
矢
張
り
執
行
判
決
が
必
要
で
あ
る
し
、

更
に
一
般
的
に
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
執
行
判
決
を
求
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
後
者
の
場
合
に

は
、
執
行
判
決
で
は
な
く
て
『
外
国
判
決
承
認
の
訴
』
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
当
然
、
外
国
判
決
承
認

の
要
件
を
規
定
し
た
［
旧
］
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。」
と
述
べ
て
、
外
国
離
婚
判
決
に
旧
民
事
訴

訟
法
二
〇
〇
条
が
全
面
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
本
件
で
は
、
間
接
管
轄
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
し
て
、
承
認
し
な

か
っ
た
。

（
Ｊ
）
フ
ラ
ン
ス

　

京
都
家
審
平
成
六
年
三
月
三
一
日
判
時
一
五
四
五
号
八
一
頁）（（（
（

　

申
立
人
（
フ
ラ
ン
ス
国
籍
、
フ
ラ
ン
ス
在
住
）
は
、
相
手
方
（
日
本
国
籍
）
と
フ
ラ
ン
ス
で
同
国
法
に
基
づ
き
婚
姻
し
、
子
を
も
う

け
た
。
そ
の
後
、
相
手
方
が
子
と
共
に
日
本
に
帰
国
し
た
と
こ
ろ
、
申
立
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
離
婚
等
を
求
め
て
裁
判
を
起
こ
し
た
。

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
下
し
た
判
決
に
基
づ
き
、
申
立
人
が
、
面
接
交
渉
等
を
求
め
た
。

　

家
庭
裁
判
所
は
、
面
接
交
渉
等
を
判
断
す
る
国
際
裁
判
管
轄
は
子
の
住
所
地
国
が
専
属
的
に
有
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
裁
判
を
承
認
せ
ず
、
面
接
交
渉
に
つ
き
独
自
に
判
断
し
た
。
そ
の
際
、
面
接
交
渉
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
を
離
婚
判
決
の

承
認
か
ら
切
り
離
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
記
フ
ラ
ン
ス
控
訴
院
判
決
の
承
認
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
離
婚
等
を
内
容
と
す
る
訴
訟
裁
判
の
部
分
と
面
接
交
渉
等
に
関
す
る
非
訟
裁
判
の
部
分
に
区
分
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
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解
す
る
。」。「
そ
こ
で
、
検
討
す
る
に
、
離
婚
等
の
訴
訟
裁
判
の
部
分
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
面
接
交
渉
に
関
す
る
外
国
の
非
訟

裁
判
の
承
認
に
つ
い
て
は
、［
旧
］
日
本
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
適
用
は
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
条
理
に
よ
り
、
そ
の
承
認
の
要

件
と
し
て
は
、
外
国
の
裁
判
が
我
が
国
の
国
際
手
続
法
上
裁
判
管
轄
を
有
す
る
国
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
公
序
に
反
し
な
い
こ

と
の
二
つ
を
も
っ
て
足
り
る
と
考
え
る
」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
件
面
接
交
渉
事
件
で
は
、
日
本
に
専
属
的
な
国
際
裁
判
管
轄
が

あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
控
訴
院
の
面
接
交
渉
に
関
す
る
判
決
は
承
認
で
き
な
い
と
し
た
。

（
Ｋ
）
ベ
ル
ギ
ー

　

東
京
地
判
昭
和
三
五
年
七
月
二
〇
日
下
民
集
一
一
巻
七
号
一
五
二
二
頁）（（（
（

　

原
告
は
被
告
に
対
し
て
、
カ
メ
ラ
の
売
買
契
約
に
つ
き
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
ベ
ル
ギ
ー
王
国
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
市
商
事
裁
判
所
に
お
い
て
提
起
し
、
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
が
ベ
ル
ギ
ー
判
決
の
日
本
で
の
執
行
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
、
ベ
ル
ギ
ー
は
外
国
判
決
承
認
に
つ
き
実
質
的
再
審
査
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
相
互
保
証
を
欠
く

と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
、
ベ
ル
ギ
ー
共
に
外
国
判
決
に
対
し
て
執
行
判
決
を
付
与
す
る
こ
と
で
内
国
で
の
強
制
執
行
を
認
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
手
続
内
容
は
、「
わ
が
国
で
は
形
式
的
審
査
を
主
と
し
て
そ
の
許
否
を
定
め
て
い
る
の
に
対
し
、
ベ
ル

ギ
ー
王
国
で
は
右
の
外
実
質
的
審
査
を
も
一
応
し
た
う
え
許
否
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
［
旧
］
民
訴
五
一
五

条
二
項
二
号
に
よ
る
［
旧
］
同
二
〇
〇
条
四
号
に
い
う
『
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
』
と
は
、
上
述
し
た
右
制
度
の
趣
旨
か
ら
み
て
、

当
該
外
国
の
わ
が
国
判
決
に
対
す
る
執
行
判
決
付
与
の
条
件
が
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
大
体
同
一
程
度
か
ま
た
は
そ
れ
よ
り
軽
い
も
の
、

少
く
と
も
重
要
な
点
で
違
い
が
な
い
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
右
に
い
う
『
相
互
ノ
保
証
』
が
あ
る
も
の

と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
わ
が
国
と
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
重
要
な
相
違

が
あ
」
る
と
し
た
。
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（
Ｌ
）
香
港
（
中
国
返
還
前
）

　

福
岡
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
五
日
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
四
年
一
二
月
号
二
頁）（（（
（

　
　
（
Ｌ
︲
1
）
Ｙ
（
本
訴
被
告
・
反
訴
原
告
）
は
、
Ｘ
（
本
訴
原
告
・
反
訴
被
告
）
を
相
手
に
、
香
港
高
等
法
院
に
お
い
て
傭
船
契
約

違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
香
港
訴
訟
に
出
廷
せ
ず
敗
訴
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
Ｙ
を
相

手
に
日
本
で
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
香
港
訴
訟
の
執
行
を
求
め
る
反
訴
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
香
港
で
は
外
国
判
決

の
執
行
に
関
す
る
制
定
法
に
お
い
て
執
行
可
能
な
外
国
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
日
本
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
た
め
相
互
保
証

は
な
い
と
し
た
。「［
香
港
外
国
判
決
（
相
互
の
執
行
）
法
］
三
条
は
、『
総
督
は
、
香
港
外
国
判
決
法
が
外
国
判
決
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
利
益
と
、
当
該
外
国
に
お
け
る
香
港
裁
判
所
が
し
た
判
決
の
執
行
の
取
扱
と
の
間
に
、
実
質
的
相
互
保
証

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
規
則
に
よ
っ
て
、
香
港
外
国
判
決
法
が
当
該
外
国
の
判
決
に
適
用
さ
れ
る
旨
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
』
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
規
定
に
基
づ
き
『
外
国
判
決
（
相
互
の
執
行
）
規
則
（Foreign Judgm

ents

（Reciprocal 

Enforcem
ent

）O
rder

）』
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
同
規
則
で
は
、
総
督
が
、
香
港
と
当
該
外
国
と
の
間
に
お
け
る
判
決
の
取
扱
に

相
互
の
保
証
が
あ
る
と
認
め
る
外
国
を
同
規
則
中
に
列
挙
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
列
挙
さ
れ
て
い
る
国
は
、
英
連
邦
諸
国
に
限
ら
れ
て
い

な
い
。）、
我
が
国
は
こ
れ
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
我
が
国
の
裁
判
所
の
判
決
は
、
香
港
外
国
判
決
法
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
と
香
港
と
の
間
で
は
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
所
定
の
『
相

互
の
保
証
』
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。
こ
の
判
決
に
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
承
認
制
度
を
考
慮
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た）（（（
（

。
の
ち
に
最
高
裁
が
相
互
保
証
を
肯
定
す
る
判
決
を
下
し
た
こ
と
で
、
返
還
前
の
香
港
に
つ

い
て
実
務
上
決
着
が
つ
い
た
。

　
　
（
Ｌ
︲
2
）
原
告
ら
は
被
告
ら
を
相
手
に
、
中
国
返
還
前
の
香
港
高
等
法
院
に
お
い
て
、
保
証
契
約
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
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原
告
が
負
担
し
た
訴
訟
費
用
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
て
勝
訴
し
た
。
そ
し
て
、
原
告
は
、
こ
の
判
決
の
わ
が
国
で
の
執

行
を
求
め
て
執
行
判
決
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

第
一
審
（
神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
一
三
九
頁）

（（（
（

）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
香
港
と
の
相
互
保
証
を
肯

定
し
た
。「
本
号
（
引
用
者
注
：
旧
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
条
第
四
号
）
は
、
承
認
国
で
あ
る
わ
が
国
と
判
決
（
裁
判
）
国
と
の
間
に

『
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
』
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
、『
相
互
ノ
保
証
ア
ル
コ
ト
』
と
は
、
当
該
判
決
（
裁
判
）
を
し
た
外
国
裁
判

所
の
所
属
す
る
国
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
判
決
（
裁
判
）
と
同
種
類
の
判
決
（
裁
判
）
が
［
旧
］
民
訴
法
二
〇
〇
条

各
号
所
定
の
条
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
（
最
高
裁
判
所
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
参
照
）。」「
そ
こ
で
本
件
に
つ
い
て
検

討
す
る
に
、
…
…
香
港
に
は
外
国
判
決
の
取
扱
に
関
す
る
制
定
法
と
し
て
『
外
国
判
決
（
相
互
執
行
）
法
』
が
成
立
し
て
お
り
、
同

法
三
条
に
は
、
香
港
総
督
は
、
あ
る
国
と
香
港
と
の
間
に
実
質
的
な
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
そ
の
国
に
同
法
を

適
用
す
る
こ
と
を
規
則
を
も
っ
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
、
右
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
『
外
国
判
決
（
相

互
執
行
）
規
則
』
に
は
、
総
督
が
香
港
と
の
間
に
判
決
の
取
扱
に
関
し
て
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
認
め
る
外
国
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
わ
が
国
は
右
相
互
の
保
証
が
あ
る
外
国
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」。
と
こ
ろ
で
、「
香
港
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
（
議
会
制
定
法
を
含
む
）
が
導
入
さ
れ
、
一
般
的
に
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
コ
モ
ン
ロ
ー
及
び
エ
ク
イ
テ
ィ
準
則
は
、
香
港
に
適
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
香
港
に
適
用
さ
れ
う
る
イ

ギ
リ
ス
議
会
の
立
法
ま
た
は
枢
密
院
令
に
よ
り
な
さ
れ
る
修
正
が
な
い
か
ぎ
り
有
効
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。」。「
し
た
が
っ

て
、
わ
が
国
と
香
港
と
の
間
の
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
相
互
の
保
証
の
有
無
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
諸
原
則
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ

る
べ
き
こ
と
と
な
る
」。「
コ
モ
ン
ロ
ー
の
下
で
の
外
国
判
決
の
承
認
要
件
は
、
わ
が
国
の
承
認
要
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
よ
っ
て
、
わ
が
国
と
香
港
と
の
間
に
は
相
互
の
保
証
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」。
控
訴
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審
（
大
阪
高
判
平
成
六
年
七
月
五
日
民
集
五
二
巻
三
号
九
二
八
頁）

（（（
（

）
も
、
承
認
要
件
を
満
た
す
と
し
た
。

　

上
告
審
（
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
八
日
民
集
五
二
巻
三
号
八
五
三
頁）

（（（
（

）
も
、
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
。
最
高
裁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
民
訴
法
一
一
八
条
四
号
所
定
の
『
相
互
の
保
証
が
あ
る
こ
と
』
と
は
、
当
該
判
決
等
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す

る
国
に
お
い
て
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
等
が
同
条
各
号
所
定
の
要
件
と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
要
件

の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和
五
七
年
（
オ
）
第
八
二
六
号
同
五
八
年
六
月
七

日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
参
照
）。」。「
記
録
に
よ
れ
ば
、（
１
）
香
港
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関

し
て
外
国
判
決
（
相
互
執
行
）
法
及
び
同
規
則
が
存
在
し
、
香
港
総
督
の
命
令
に
よ
り
、
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
認
め
る
国
を
同
規

則
に
特
定
列
挙
し
て
い
た
こ
と
、（
２
）
我
が
国
は
、
相
互
の
保
証
の
あ
る
国
と
し
て
同
規
則
に
列
挙
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、

（
３
）
し
か
し
、
香
港
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
、
制
定
法
に
基
づ
く
も
の
以
外
に
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原

則
が
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、（
４
）
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
に
お
い
て
は
、
外
国
裁
判
所
が
金
銭
の
支
払
を
命
じ
た
判
決
は
、
原
判

示
の
要
件
の
下
に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
に
お
け
る
右
外
国
判
決
承
認
の
要
件
は
、

我
が
国
の
民
訴
法
一
一
八
条
各
号
所
定
の
要
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
香

港
と
我
が
国
と
の
間
に
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
同
条
四
号
所
定
の
相
互
の
保
証
が
存
在
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。」
と
し
た
。

（
Ｍ
）
メ
キ
シ
コ

　

東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
七
日
判
時
六
六
五
号
七
二
頁）（（（
（

　

被
告
は
、
原
告
に
対
し
て
メ
キ
シ
コ
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判
決
を
得
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
当
該
離
婚
判
決

は
旧
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
の
要
件
を
欠
く
と
し
て
、
日
本
で
外
国
離
婚
判
決
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、
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「
外
国
に
お
い
て
な
さ
れ
た
離
婚
判
決
に
つ
い
て
も
、
同
条
（
引
用
者
注
：
旧
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
）
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も

の
と
解
す
る
。
も
と
よ
り
、
同
条
は
主
と
し
て
財
産
権
上
の
請
求
に
も
と
ず
く
（
原
文
マ
マ
）
外
国
判
決
を
わ
が
国
内
に
お
い
て
執

行
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
狭
義
の
執
行
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な

い
身
分
法
上
の
請
求
に
基
づ
く
判
決
に
は
、
同
条
の
適
用
は
な
い
と
解
し
得
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
外
国
判
決
承
認

問
題
の
処
理
で
あ
る
以
上
、
明
文
規
定
で
あ
る
同
条
の
存
在
を
無
視
す
る
根
拠
は
乏
し
く
、
前
記
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
、
同
一

の
民
事
上
の
紛
争
の
解
決
が
各
国
に
お
い
て
区
々
と
な
る
こ
と
の
不
都
合
を
避
け
、
国
際
社
会
の
利
益
の
た
め
に
、
外
国
の
裁
判
機

関
を
信
頼
し
、
一
定
要
件
を
充
足
す
る
と
き
は
外
国
判
決
の
内
容
を
爾
後
審
査
す
る
こ
と
な
く
承
認
し
よ
う
と
す
る
同
条
の
立
法
趣

旨
に
よ
り
よ
く
そ
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
実
体
法
が
各
国
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
上
、
国
際
私
法
も
統
一
を
見
な
い
現
在
に
お

い
て
、
一
段
と
緊
密
性
の
要
請
さ
れ
る
国
際
社
会
に
お
け
る
私
法
生
活
の
安
定
性
を
保
障
す
る
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

身
分
関
係
事
件
で
あ
っ
て
も
相
互
保
証
の
要
件
を
含
め
て
全
面
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
件
で
は
二
号
の
要
件
を
欠
く

と
し
て
承
認
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
３
）
裁
判
例
の
傾
向

（
ア
）
法
域
ご
と
の
判
断

　

上
述
の
裁
判
例
は
、
判
決
の
種
類
を
考
慮
せ
ず
に
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
相
互
保
証
が

肯
定
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
法
域
が
あ
る
。（
Ａ
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、（
ａ
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、（
ｂ
）

コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
、（
ｃ
）
イ
リ
ノ
イ
州
、（
ｄ
）
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、（
ｅ
）
テ
キ
サ
ス
州
、（
ｆ
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、（
ｇ
）

ネ
バ
ダ
州
、（
ｈ
）
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
、（
ｉ
）
ハ
ワ
イ
州
、（
ｊ
）
ミ
ネ
ソ
タ
州
、（
ｋ
）
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
、（
Ｂ
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

（
Ｃ
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
）、（
Ｄ
）
韓
国
、（
Ｅ
）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、（
Ｆ
）
ス
イ
ス
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
）、
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（
Ｈ
）
ド
イ
ツ
、（
Ｉ
）
ハ
イ
チ
、（
Ｊ
）
フ
ラ
ン
ス
、（
Ｌ
）
香
港
（
中
国
返
還
前
）、（
Ｍ
）
メ
キ
シ
コ
。

　

他
方
で
、
相
互
保
証
が
否
定
さ
れ
た
法
域
と
し
て
は
、（
Ｇ
）
中
華
人
民
共
和
国
（
条
約
や
互
恵
関
係
が
日
本
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
た
め
日
本
の
判
決
が
承
認
さ
れ
な
い
）
と
、（
Ｋ
）
ベ
ル
ギ
ー
（
実
質
的
再
審
査
を
採
用
し
て
い
る
）
が
あ
る
。
な
お
、（
Ｌ
）
香
港

（
中
国
返
還
前
）
に
つ
い
て
は
相
互
保
証
が
否
定
さ
れ
た
例
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
イ
）
場
所
的
不
統
一
法
国
と
の
関
係

　
（
ア
）
で
見
た
よ
う
に
、
場
所
的
不
統
一
法
国
に
つ
い
て
は
、
国
単
位
で
は
な
く
、
法
域
単
位
で
相
互
保
証
の
有
無
の
判
断
を

行
っ
て
い
る
（
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
で
も
同
様
で
あ
る）

（（（
（

）。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
裁
判
所
の
下
し
た
判
決
に
つ
い
て
、
州

で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
も
っ
て
相
互
保
証
を
判
断
す
る
単
位
と
し
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
（（
ｉ

︲
2
）
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
）。

（
ウ
）
身
分
関
係
事
件
と
相
互
保
証
の
要
否

　

わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
、
相
互
保
証
に
関
す
る
議
論
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
う
ち
の
一
つ
が
、
身
分
関
係
事
件
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
扱
い
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

離
婚
判
決
（
審
判
）
に
お
い
て
一
一
八
条
（
旧
二
〇
〇
条
）
の
う
ち
相
互
保
証
を
除
い
て
適
用
（
準
用
）
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
が

あ
る
が
（（
ｇ
︲
1
）
横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
七
日
判
時
六
六
五
号
七
五
頁
）、
む
し
ろ
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
が
有

力
と
い
え
る
（（
ａ
︲
5
）
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
一
日
判
時
一
三
一
五
号
九
六
頁
（
離
婚
判
決
）、（
Ｃ
︲
2
）
東
京
家
判
平
成
一

九
年
九
月
一
一
日
判
時
一
九
九
五
号
一
一
四
頁
（
し
か
し
、
一
号
と
三
号
を
充
足
し
て
い
な
い
と
し
て
不
承
認
）、（
Ｄ
︲
1
）
横
浜
地
判
平
成

一
一
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
六
九
六
号
一
二
〇
頁
（
韓
国
の
離
婚
審
判
）、（
Ｉ
）
横
浜
地
判
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
九
日
判
時
一
〇
七
二
号
一
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三
五
頁
（
離
婚
判
決
）、（
Ｍ
）
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
七
日
判
時
六
六
五
号
七
二
頁
（
離
婚
判
決
））。

　

離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
に
関
す
る
外
国
判
決
に
つ
い
て
、
承
認
要
件
が
全
面
適
用
さ
れ
る
と
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（（
ｈ
）
第
一
審

で
あ
る
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁
、
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
八
年
三
月
一
二
日
判
タ
九

五
〇
号
二
三
〇
頁
）。

　

代
理
出
産
に
よ
る
親
子
関
係
確
認
に
つ
き
全
面
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
裁
判
例
が
あ
る
が
（（
ｇ
︲
3
）
の
抗
告
審
（
東

京
高
決
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁
））、
そ
こ
に
お
い
て
は
実
質
的
に
は
相
互
保
証
の
判
断
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。

　

監
護
権
に
基
づ
く
子
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、
全
面
適
用
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
（（
ｄ
）
大
阪
高
決
平
成
二
二
年
二
月
一
八
日
家
月

六
三
巻
一
号
九
九
頁
、（
ｅ
）
の
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
四
三
九
号
一
三
八
頁
））、
承
認
要
件
の
う
ち
一
号
と

三
号
に
よ
っ
て
判
断
す
る
裁
判
例
（（
ｅ
）
の
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
五
年
一
一
月
一
五
日
判
タ
八
三
五
号
一
三
二
頁
））
が
あ
る
。

　

面
接
交
渉
に
つ
い
て
は
、
承
認
要
件
の
う
ち
一
号
と
三
号
の
類
推
に
よ
っ
て
判
断
す
る
裁
判
例
（（
Ｊ
）
京
都
家
審
平
成
六
年
三
月

三
一
日
判
時
一
五
四
五
号
八
一
頁
）
が
あ
る
。

　

扶
養
（
扶
助
）
料
・
養
育
費
の
支
払
に
つ
い
て
承
認
要
件
の
全
面
適
用
を
説
く
裁
判
例
（（
ａ
︲
3
）
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月

一
三
日
判
時
四
二
六
号
一
三
頁
、（
ａ
︲
8
）
東
京
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
八
日
判
タ
一
三
五
一
号
二
四
一
頁
、（
ａ
︲
9
）
東
京
地
判
平
成

二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁
、（
ｃ
）
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
判
時
二
三
一
三
号
六
七
頁
、（
ｊ
）
第
一
審

（
東
京
地
判
平
成
八
年
九
月
二
日
判
時
一
六
〇
八
号
一
三
〇
頁
）、
そ
の
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
〇

七
頁
）、（
ｋ
）
大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
六
二
一
号
一
二
五
頁
、
ま
た
、
東
京
高
判
平
成
九
年
九
月
一
八
日
判
時
一
六
三
〇
号

六
二
頁）（（（
（

）
が
有
力
で
あ
る
。
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（
エ
）
身
分
関
係
事
件
と
昭
和
五
八
年
ル
ー
ル

　

身
分
関
係
事
件
に
お
い
て
、
相
互
保
証
の
要
件
を
要
求
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
判
断
は
比
較
的
緩
や
か
に
な
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
五
八
年
ル
ー
ル
か
、
そ
れ
に
近
い
表
現
を
用
い
て
相
互
保
証
の
判
断
を
す
る
と
述
べ
る
裁
判
例
が
比
較
的

多
い
が
（（
ａ
︲
8
）
東
京
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
八
日
判
タ
一
三
五
一
号
二
四
一
頁
（
扶
養
料
）、（
ｄ
）
大
阪
高
決
平
成
二
二
年
二
月
一

八
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
九
頁
（
監
護
権
）、（
ｊ
）
東
京
地
判
平
成
八
年
九
月
二
日
判
時
一
六
〇
八
号
一
三
〇
頁
（
養
育
費
））、（
ｋ
）
大
阪

地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
六
二
一
号
一
二
五
頁
（
扶
助
料
））、（
Ｄ
︲
1
）
横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
六
九
六
号

一
二
〇
頁
（
韓
国
の
離
婚
審
判
）、
昭
和
五
八
年
ル
ー
ル
に
言
及
せ
ず
相
互
保
証
を
肯
定
し
て
い
る
裁
判
例
も
あ
る
（（
ａ
︲
9
）
東
京

地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁
（
養
育
費
）、（
ｃ
）
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
判
時
二
三
一
三
号
六

七
頁
（
養
育
費
）、
な
お
（
ｇ
︲
3
）
東
京
高
決
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁
（
代
理
出
産
契
約
））。

（
オ
）
相
互
保
証
の
認
定
方
法

　

相
互
保
証
の
存
否
は
、
公
益
性
が
強
い
分
野
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
職
権
調
査
事
項
で
あ
り
、
職
権
探
知
が
妥
当
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
資
料
の
み
で
判
断
し
た
り
、
承
認
要
件
の
自
白
を
認
め
る
裁
判
例

も
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
執
行
判
決
訴
訟
に
お
け
る
請
求
原
因
事
実
に
争
い
は
な
い
と
す
る
裁
判
例
（（
ａ
︲
3
）
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇

月
一
三
日
判
時
四
二
六
号
一
三
頁
、（
Ｄ
︲
3
）
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日LEX

/D
B255166 99

））、
相
互
保
証
に
つ
き
当
事

者
間
で
争
い
は
な
い
と
述
べ
る
裁
判
例
（（
ａ
︲
4
）
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
九
月
六
日
判
時
五
八
六
号
七
三
頁
、（
ｇ
︲
2
）
東
京
地
判

平
成
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
七
九
四
号
二
四
六
頁
、（
ｈ
）
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁
））、
弁

論
の
全
趣
旨
に
よ
り
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
裁
判
例
（（
ｉ
︲
2
）
水
戸
地
龍
ケ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
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〇
三
四
号
二
七
〇
頁
）、
条
文
の
形
式
的
な
対
比
な
ど
に
よ
っ
て
極
め
て
簡
潔
に
認
定
し
て
い
る
裁
判
例
（
た
と
え
ば
、（
ａ
︲
9
）
東

京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁
）、
相
互
保
証
の
有
無
の
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
裁
判
例
（（
ｇ
︲
3
）

抗
告
審
（
東
京
高
決
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁
））
が
あ
る
。

　

ま
た
、
判
決
国
に
お
け
る
承
認
法
の
状
況
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
当
該
法
域
に
お
け
る
法
内
容
を
総
合
的
に
検
討

し
て
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（（
Ｃ
︲
1
）
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
五
日
判
時
一
六
六
四
号
七
八
頁
）。

２　

学
説

（
１
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準

　

相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
判
決
国
が
、
承
認
国
で
あ
る
わ
が
国
と
の
間
で
判
決
承
認
に
関
す
る
条
約
を
締
結
し

て
い
る
必
要
は
な
く）（（（
（

、
判
決
国
の
関
連
条
文
、
慣
習
法
ま
た
は
実
務
慣
行
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
説
か
れ
る）（（（
（

。

　

問
題
は
、
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
判
決
国
の
定
め
る
外
国
判
決
承
認
要

件
が
、
日
本
の
そ
れ
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
）
と
比
べ
て
同
程
度
か
よ
り
寛
容
な
場
合
に
は
、
相
互
保
証
が
あ
る
と
解
す
る
見
解

が
有
力
で
あ
っ
た）（（（
（

。
こ
の
見
解
は
、
大
判
昭
和
八
年
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
判
決
承
認
に
関
す
る

条
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
承
認
要
件
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
内
外
国
に
お
け
る
外
国

判
決
承
認
要
件
の
比
較
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
相
互
保
証
の
要
件
が
あ
る
こ
と
が
他
国
の
条
約
改
正
や
条
約
締
結
の
契
機
と
な
る

か
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
迅
速
な
権
利
保
護
を
阻
害
し
か
ね
な
い
こ
と
（
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
内
国
で
訴
え
を
提

起
し
直
す
こ
と
に
な
る）

（（（
（

）、
跛
行
的
法
律
関
係
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
、
相
互
保
証
の
制
度
に
疑
問
を
呈

す
る
見
解
が
次
第
に
増
え
、
現
在
は
こ
の
立
場
が
通
説
を
占
め
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
互
保
証
の
要
件
に
肯
定
的
な
見
解
か

ら
は
、
相
手
国
が
承
認
し
な
い
場
合
で
も
日
本
が
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
公
平
性
を
欠
く
こ
と
、
ま
た
、
相
互
保
証
の
要
件
を
縮
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小
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
は
公
序
の
機
能
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
公
序
概
念
の
不
明
確
化
が
進
ん
で
し
ま
う
と
の

反
論
が
あ
る）（（（
（

。

　

現
在
は
、
相
互
保
証
と
い
う
制
度
に
批
判
的
な
立
場
を
中
心
と
し
て
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
よ
り
緩
や
か
な
基
準
が
提
唱
さ
れ
て

い
る
（
相
互
保
証
の
要
件
に
肯
定
的
立
場
か
ら
も
支
持
が
あ
る）

（（（
（

）。
す
な
わ
ち
、
判
決
国
が
定
め
る
承
認
要
件
と
わ
が
国
の
そ
れ
と
を
対

比
し
て
重
要
な
点
で
同
一
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
相
互
保
証
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
た
。
こ
の
見
解
は
、
古
く
か
ら
主
張
さ

れ
て
い
た
が）（（（
（

、
現
在
で
は
通
説
を
占
め
る
に
至
っ
た）（（（
（

。
こ
れ
は
、
先
に
み
た
最
高
裁
判
決
の
立
場
（
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集

三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
）
で
も
あ
る
。
ま
た
、
最
近
は
、
相
互
保
証
の
判
断
を
よ
り
緩
和
さ
せ
て
、
外
国
判
決
に
何
ら
の
効
力
も
認

め
な
い
国
や
、
実
質
的
再
審
査
を
す
る
国
と
の
関
係
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
こ
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
見
解）（（（
（

、
あ

る
い
は
証
明
責
任
を
転
換
し
、
外
国
判
決
の
承
認
を
争
う
者
に
相
互
保
証
の
不
存
在
を
証
明
さ
せ
る
見
解）（（（
（

、
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。

　

相
互
保
証
の
要
件
の
審
査
は
、
通
説
に
よ
る
と
、
職
権
調
査
事
項
に
属
す
る）（（（
（

。
職
権
探
知
と
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い）（（（
（

。
他
方
、
職
権
調
査
事
項
で
は
な
く
、
外
国
判
決
を
援
用
す
る
者
が
相
互
保
証
の
存
在
を
主
張
し
、
ま
た
資
料
の
提
出

を
す
べ
き
と
の
見
解
も
あ
る）（（（
（

。
ま
た
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
こ
の
要
件
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

（
２
）
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論

　

最
高
裁
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
と
「
我
が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
」
の
承
認
要
件
の
対
比
を
行
い
、
重
要

な
点
で
の
一
致
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る）（（（
（

。
そ
こ
で
、
有
力
説
は
、
最
高
裁
が
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
を
採
用
し
た
と
解
し

て
い
る）（（（
（

。
こ
の
見
解
は
、
承
認
対
象
と
な
る
判
決
の
種
類
に
応
じ
て
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
立
場
で
、
た
と
え
ば
、
判
決
国

と
の
関
係
に
お
い
て
財
産
関
係
事
件
で
は
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
具
体
的
に
承
認
が
求
め
ら
れ
た
事
件
が
身
分
関
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係
の
判
決
で
そ
の
国
と
承
認
要
件
が
一
致
す
る
場
合
に
は
当
該
身
分
関
係
の
判
決
を
承
認
す
る
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
互
保
証

の
判
断
対
象
と
な
る
判
決
の
種
類
の
細
分
化
を
図
る
こ
と
で
、
不
承
認
と
な
る
場
面
を
制
限
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
学
説
か
ら
厳
し
い
批
判
が
あ
り
、
立
法
論
と
し
て
は
削
除
論
も
有
力
に
提
唱

さ
れ
て
い
る
中
、
相
互
保
証
が
削
除
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
が
通
説
・
判
例
の
支
持
を
得
て
い

る
。
わ
が
国
で
も
、
か
ね
て
か
ら
有
力
説
が
こ
の
見
解
を
主
張
し）（（（
（

、
現
在
、
支
持
を
増
や
し
て
い
る
と
い
え
る）（（（
（

。
他
方
、
こ
の
見
解

に
対
し
て
は
、
承
認
判
断
の
細
分
化
を
も
た
ら
し
、
か
え
っ
て
承
認
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
な
ど
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る）（（（
（

。

（
３
）
外
国
離
婚
判
決
と
相
互
保
証

　

ま
た
、
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
要
件
に
つ
い
て
は
、
他
の
訴
訟
類
型
と
同
様
の
扱
い
を
す
べ
き
か
議
論
が
あ
る）（（（
（

。
第
一
の
見
解
は
、

外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
は
離
婚
判
決
の
よ
う
な
身
分
関
係
の
判
決
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
相
互
保
証
の
要
件
を
除
く
一
号

か
ら
三
号
の
要
件
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る）（（（
（

。
第
二
の
見
解
は
、
第
一
の
見
解
と
同
様
に
、
相
互
保
証
を
除
い
て
外

国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
が
類
推
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
準
拠
法
の
要
件
を
課
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る）（（（
（

。
第
三
の
見
解

は
、
外
国
離
婚
判
決
に
つ
い
て
も
外
国
判
決
承
認
要
件
が
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る）（（（
（

。

　

準
拠
法
の
要
件
を
求
め
る
見
解
は
、
形
成
判
決
の
特
質
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
身
分
関
係
は
、
準
拠
実
体

法
が
身
分
関
係
の
変
動
要
件
（
形
成
要
件
）
を
定
め
、
そ
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
を
裁
判
所
が
認
め
て
判
決
を
下
し
、
判
決

が
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
律
関
係
が
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
（
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
様
な
理
解
が
国
際
的
に
普

遍
性
の
あ
る
も
の
な
の
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
）。
そ
の
た
め
、
承
認
国
に
お
い
て
外
国
裁
判
所
が
下
し
た
身
分
関
係
の
変
動
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
は
、
承
認
国
の
国
際
私
法
が
定
め
る
準
拠
法
と
判
決
国
裁
判
所
が
適
用
し
た
準
拠
法
が
合
致
す
る
必
要
が
あ
る
と
説

く
。
ま
た
別
の
根
拠
と
し
て
、
日
本
の
国
際
私
法
が
定
め
る
準
拠
法
と
異
な
る
準
拠
法
を
適
用
し
た
外
国
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
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矛
盾
で
あ
る
と
説
く）（（（
（

。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
、
こ
の
立
場
は
支
持
を
得
て
い
な
い）（（（
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
離
婚
の
準
拠
法
決
定
に

関
す
る
国
際
的
な
ル
ー
ル
が
な
い
状
況
下
で
は
、
準
拠
法
の
要
件
を
課
す
と
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
が
不
当
に
狭
め
ら
れ
、
跛
行
的

法
律
関
係
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
日
本
の
国
際
私
法
は
日
本
の
裁
判
所
を
対
象
と
す
る
規
範
で
あ
り
、
外
国
裁
判
所
に

向
け
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
外
国
判
決
承
認
要
件
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
の
に
条
文
上
定
め
ら
れ
て
い
な
い
要
件
を
加
重
す
る
根

拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
実
質
的
再
審
査
の
原
則
を
採
用
し
て
い
な
い
わ
が
国
の
基
本
姿
勢
に
反
し
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
あ

げ
ら
れ
る
。

　

こ
ん
に
ち
の
主
要
な
対
立
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
要
求
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
相
互
保
証
の
要
件
を
要
求
す
る
見
解
は）（（（
（

、
そ
の

理
由
と
し
て
、
現
在
の
国
際
間
の
信
頼
性
か
ら
す
る
と
必
ず
し
も
不
当
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
離
婚
だ
け
で

な
く
こ
の
要
件
の
存
在
自
体
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
相
互
保
証
の
要
件
の
弊
害
は
反
証
の
な
い
か
ぎ
り
相
互
保
証
が
あ

る
も
の
と
し
て
弾
力
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
相
互
保
証
の
要
件
だ
け
を
類
推
適
用
か
ら
除
外
し
他
の
間

接
管
轄
、
送
達
お
よ
び
公
序
を
類
推
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
点
を
あ
げ
る
。
他
方
、
相
互
保
証
の
要
件
を
不
要

と
す
る
見
解
の
根
拠
と
し
て）（（（
（

、
相
互
保
証
の
要
件
が
承
認
国
と
判
決
国
と
の
利
害
対
立
の
解
消
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
財

産
関
係
の
場
合
は
と
も
か
く
身
分
判
決
に
ま
で
及
ぼ
す
理
由
は
な
い
こ
と
、
跛
行
的
法
律
関
係
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。

（
４
）
外
国
非
訟
裁
判
と
相
互
保
証）（（（
（

　

日
本
法
上
、
非
訟
事
件
に
相
当
す
る
事
件
の
裁
判
が
外
国
で
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
裁
判
の
承
認
に
際
し
て
外
国
判
決
承
認
要
件

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
外
国
裁
判
所
の
確
定
判
決
」
に
該
当
す
る
の
か
否
か
、
該
当

し
な
い
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
子
の
引
き
渡
し
や
、
養
育
費
の
支
払
い
が
考
え
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ら
れ
る
。
従
来
、
承
認
適
格
を
有
す
る
外
国
判
決
と
は
、
実
体
法
上
の
争
訟
事
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方
が
審
尋
さ
れ
る
機
会
が

保
障
さ
れ
て
い
る
手
続
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
終
局
的
な
判
断
を
下
し
た
裁
判
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
式
や
名
称

は
問
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
承
認
適
格
性
の
判
断
は
、
承
認
国
の
法
廷
地
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

学
説
上
、
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
通
説
は
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
は
通
常
事
件
の
判
決
を
想
定

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）（（（
（

、
非
訟
事
件
に
は
外
国
判
決
承
認
要
件
を
全
面
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
条
理
に
よ
り
一
号
と

三
号
を
類
推
す
る
見
解
で
あ
っ
た）（（（
（

。
そ
の
他
に
、
相
互
保
証
を
除
い
た
承
認
要
件
が
類
推
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た）（（（
（

。
こ
れ
に

対
し
て
、
近
時
の
多
数
説
は
、
非
訟
事
件
で
も
争
訟
性
の
強
い
事
件
（
子
の
養
育
費
の
支
払
請
求
）
に
つ
き
、
承
認
要
件
の
全
面
適

用
を
説
く
見
解
で
あ
る）（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
学
説
の
対
立
は
、
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
の
基
本
姿
勢
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
が
、
実
際
上
大
き
な
対
立
点
と
な
る
の
が
相
互
保
証
の
要
件
を
要
求
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
外
国
判
決
の
確

定
性
の
概
念
や
相
互
保
証
の
要
件
が
緩
和
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
対
立
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
な
い
と
も
説
か
れ
る）（（（
（

。

Ⅳ　

ま
と
め
と
検
討

１　

日
本
法
の
特
徴

（
１
）
相
互
保
証
に
関
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ

　

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
議
論
を
確
認
し
な
が
ら
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。
日
本
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
執
行
制

度
は
、
沿
革
を
遡
る
と
、
司
法
共
助
の
一
環
と
し
て
外
国
判
決
の
執
行
を
行
っ
て
い
た
制
度
に
た
ど
り
着
く
。
そ
の
制
度
に
お
い
て
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は
、
判
決
国
で
あ
る
相
手
国
（
邦
）
が
承
認
国
で
あ
る
自
国
（
邦
）
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
を
前
提
に
自
国
は
相
手
国
の
判
決
を

承
認
執
行
す
る
と
の
、
相
互
保
証
の
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
相
互
保
証
の
根
拠
と
し
て
は
、
当
初
は
、
自
国
の
尊
厳
を
守
る
と

い
っ
た
政
策
的
観
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

相
互
保
証
を
要
求
す
る
立
場
の
中
で
も
、
相
互
保
証
の
有
無
を
認
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
異
な
る
立
場
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
、
具

体
的
事
件
に
お
い
て
個
別
的
に
判
断
す
る
方
法
を
採
用
し
た
の
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
条
約
や
政
府
の
宣
言
に
よ
っ
て
一
律

的
に
判
断
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
決
定
権
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
タ
イ
プ
で
は
、
相
互
保
証
の
有
無
は
、
条
約
の
締
結
あ
る
い
は
政
府
に
よ
る
宣
言
と
い
う
政
治
的
判

断
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
タ
イ
プ
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ス
タ
イ
ル
の
方
が
、
相
互

保
証
の
沿
革
に
よ
り
整
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
型
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
相
互
保
証
の
有
無
に
関
す
る
判
断

が
明
確
か
つ
簡
易
で
あ
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
他
方
、
問
題
点
と
し
て
は
、
法
治
国
家
原
則
と
の
整
合
性
が
取
れ
る
の
か
、
あ
る
い

は
相
手
国
（
判
決
国
）
の
法
状
況
が
変
化
し
た
場
合
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
あ
げ

ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
型
の
判
断
方
法
で
は
、
相
互
保
証
の
有
無
は
事
実
認
定
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
法
的
評
価
の
問
題
と
な
る
た
め
、

柔
軟
な
対
応
が
可
能
に
な
る
。
他
方
、
内
外
法
の
比
較
と
い
う
困
難
な
問
題
に
不
可
避
的
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
比
較
法
的
特
徴

　

比
較
法
的
に
見
た
場
合
、
わ
が
国
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
互
保
証
に
関
す
る
判
断
方
式
（
裁
判
所
に
よ

る
個
別
判
断
方
式
）
を
採
用
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
は
二
国
間
条
約
や
多
国
間
条
約
に
よ
る
処
理
が
望
め
な
い
た

め
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
が
現
実
の
事
案
処
理
に
果
た
す
役
割
が
大
き
い
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
相
互
保

証
の
要
件
を
残
し
て
い
る
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
身
分
関
係
事
件
に
つ
い
て
明
文
で
相
互
保
証
を
除
外
し
て
い
る
の
に
対
し
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て
、
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
立
法
的
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な
い）（（（
（

。
そ
の
点
で
、
日
本
の
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
は
、
解
釈
上
多
く
の

解
決
す
べ
き
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

相
互
保
証
の
私
益
的
構
成

（
１
）
相
互
保
証
の
正
当
化
根
拠

　

相
互
保
証
の
有
無
を
条
約
締
結
や
政
府
の
宣
言
と
い
っ
た
政
治
的
判
断
で
は
な
く
、
個
別
的
に
法
的
判
断
と
し
て
処
理
す
る
方
式

を
採
用
し
た
日
本
法
で
は
、
次
の
点
が
問
題
と
な
る
。
相
互
保
証
と
い
う
制
度
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
制
度

に
対
す
る
評
価
を
相
互
保
証
の
有
無
に
関
す
る
判
断
基
準
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
身
分
関
係
事
件
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
な
ど
は
相
互
保
証
の
要
件
を
立
法
的
に
廃
止
し
て
い
る
が
、
立
法
的
手
当
て
を
し
て
い
な
い
日
本
法
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
上

対
応
す
る
の
か
で
あ
る
。

　

大
正
一
五
年
改
正
当
時
の
立
法
者
は
、
離
婚
判
決
に
つ
い
て
も
外
国
判
決
承
認
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た）（（（
（

。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
点
に
つ
い
て
有
力
説
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。
そ
こ
で
、
相
互
保
証
と
い
う
制

度
の
評
価
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
比
較
法
的
に
み
て
、
近
時
は
相
互
保
証
に
対
す
る
批
判
が
非
常
に
強
い
と
い
え
る
。
相
互
保
証
の
制
度
を
廃
止
し
た
国
が

近
年
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
っ
た
相
互
保
証
の
制
度
を
残
し
て
い
る
国
に
お
い
て
も
立
法
論
的

な
批
判
が
強
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
相
互
保
証
の
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
み
る
。
第
一
に
、
相
互
保
証
の

正
当
化
根
拠
と
し
て
は
、
か
つ
て
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
同
様
に
、
国
家
の
尊
厳
を
確
保
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
た）（（（
（

。
そ
も
そ

も
、
相
互
保
証
の
要
件
は
、
外
国
判
決
の
執
行
を
司
法
共
助
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
た
当
時
の
名
残
で
あ
る）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
一
九
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世
紀
末
ご
ろ
ま
で
、
判
決
国
で
下
さ
れ
た
判
決
を
承
認
国
で
承
認
そ
し
て
執
行
す
る
こ
と
は
、
司
法
共
助
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
他
国
で
下
さ
れ
た
判
決
を
司
法
共
助
に
よ
っ
て
内
国
で
実
現
さ
せ
る
以
上
は
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
内
国
判
決
を
他

国
で
も
実
施
し
て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
当
然
起
こ
り
う
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
国
家
の
威
厳
が
前
面

に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
在
は
、
外
国
判
決
の
効
力
は
、
給
付
請
求
権
の
実
現
に
向
け
た
強
制
執
行
の
局
面
だ
け
で

は
な
く
、
確
認
判
決
や
形
成
判
決
と
い
っ
た
狭
義
の
強
制
執
行
を
伴
わ
な
い
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
局
面
ま
で
含
む
よ
う
に
な
っ

た
（
執
行
の
要
件
か
ら
承
認
の
要
件
へ
）。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
判
決
の
国
際
的
通
用
力
を
め
ぐ
る
国
家
的
利
益
は
後
退
す
る
こ
と
に

な
る
。
第
二
に
、
正
当
化
根
拠
と
し
て
相
互
保
証
を
要
求
し
な
い
と
、
不
公
平
で
あ
る
と
い
う
点
も
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ

る
外
国
の
判
決
が
内
国
で
執
行
で
き
る
の
に
、
内
国
判
決
が
当
該
外
国
で
執
行
で
き
な
い
こ
と
は
平
等
性
を
欠
く
と
す
る
立
場
で
あ

る
。
こ
の
見
解
の
背
景
に
は
、
制
度
利
用
者
の
立
場
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
外
国
の
手
続
利
用
者
は
当
該

外
国
の
自
然
人
（
法
人
）
で
あ
り
、
ま
た
内
国
手
続
で
は
日
本
人
（
日
本
法
人
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
外
国
の
債
権
者
は
内
国
で
外
国

判
決
に
基
づ
き
債
権
回
収
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
日
本
の
判
決
に
基
づ
い
て
当
該
外
国
で
債
権
回
収
を
図
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
の
外
国
で
再
度
訴
訟
提
起
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
不
公
平
で
あ
る
、
そ
し
て
、
国
際
的
な
協
調
を
確
保
す
る
た
め

に
も
相
互
保
証
の
要
件
が
必
要
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
判
決
承
認
制
度
の
草
創
期
は
と
も
か
く
、
今
日
、
一

国
の
訴
訟
手
続
の
利
用
者
は
様
々
な
属
性
（
国
籍
）
を
有
し
て
い
る
。
あ
る
日
本
企
業
が
別
の
日
本
企
業
を
相
手
に
外
国
で
訴
訟
を

提
起
し
、
そ
の
判
決
を
日
本
で
承
認
執
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

相
互
保
証
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
当
該
外
国
判
決
を
承
認
し
な
い
と
な
る
と
、
内
外
手
続
の
利
用
者
間
で
不
平
等
が
生

ず
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
保
証
の
一
面
が
自
国
民
保
護
に
あ
る
と
す
る
場
合
、
か
え
っ
て
そ
の
制
度
に
よ
っ
て
自
国

民
に
不
都
合
な
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

ま
た
、
外
国
倒
産
承
認
援
助
法
二
一
条
は
、
外
国
倒
産
手
続
を
承
認
す
る
要
件
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
相
互
保
証
が
規
定
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さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
①
相
互
主
義
の
解
釈
に
不
統
一
が
生
ず
る
こ
と
で
、
か
え
っ

て
法
的
安
定
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
、
②
他
国
に
対
す
る
制
裁
を
通
じ
て
国
家
間
の
法
秩
序
の
統
一
を
図
る
の
は
国
際
協
調
の

理
念
に
反
す
る
、
③
相
互
保
証
の
要
件
を
課
し
た
場
合
に
は
、
外
国
倒
産
法
の
調
査
と
検
討
が
必
要
に
な
り
裁
判
所
に
過
度
の
負
担

が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
根
拠
は
、
と
く
に
倒
産
手
続
に
の
み
妥
当
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
（
な
お
、
相
互
主
義
が
果
た
し
て
自
国
に
不
都
合
な
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
な
さ
れ
た

一
連
の
倒
産
法
改
正
に
お
い
て
、
倒
産
能
力
を
相
互
主
義
か
ら
平
等
主
議
へ
と
変
更
し
た
こ
と
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る）

（（（
（

）。

　

他
方
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
八
六
年
国
際
私
法
改
正
に
際
し
て
、
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
を
存
続
さ
せ
た
理

由
の
一
つ
に
、
最
低
限
の
手
続
水
準
を
判
決
国
に
確
保
さ
せ
る
趣
旨
が
説
か
れ
た）（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

相
互
保
証
の
沿
革
か
ら
は
乖
離
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
判
決
国
に
お
け
る
手
続
保
障
の
問
題
は
、
本
来
手
続
的
公
序
が
扱
う
べ

き
事
柄
と
い
え
る
。
最
低
限
の
手
続
水
準
の
確
保
は
、
手
続
的
公
序
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
個
別
事
案
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。

（
２
）
相
互
保
証
の
公
益
性

　

こ
の
よ
う
に
、
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
評
価
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
解
釈

論
と
し
て
は
、
相
互
保
証
の
適
用
さ
れ
る
局
面
を
限
定
す
る
方
向
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
視
点
と
し
て
、
他
の

承
認
要
件
と
の
比
較
か
ら
公
益
的
性
質
の
見
直
し
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
承
認
要
件
の
う
ち
、
公
益
性
の
高
い
間

接
管
轄
お
よ
び
公
序
の
要
件
と
対
比
し
た
場
合
、
相
互
保
証
は
送
達
の
要
件
と
同
じ
位
置
づ
け
で
あ
る
と
し
て
、
送
達
要
件
に
お
け

る
当
事
者
の
任
意
処
分
性
を
相
互
保
証
に
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
に
み
た
相
互
保
証
の
正
当
化

根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
近
時
の
立
法
例
で
は
相
互
保
証
の
要
件
を
廃
止
し
て
い
る
国
が
少
な
か
ら
ず
あ
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る
こ
と
、
ま
た
、
相
互
保
証
の
制
度
を
残
存
さ
せ
て
い
る
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
身
分
関
係
事
件
で
は
相
互
保
証
を
要
求
し

て
い
な
い
と
い
う
立
法
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
相
互
保
証
の
要
件
が
、
承
認
要
件
と
し
て
本
質
的
な
も
の
と
は
い

え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

具
体
的
に
各
要
件
を
対
比
し
て
み
た
い
。
外
国
判
決
承
認
要
件
の
う
ち
、
公
序
は
内
国
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
安
全
弁
と
し

て
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
核
心
的
要
件
で
あ
り
、
承
認
要
件
か
ら
外
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
国
際

裁
判
管
轄
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
当
事
者
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
渉
外
民
事
紛
争
に
お
け
る
法
廷
地
の
決
定
と
い
う
面
か
ら
支
え

る
要
件
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
間
接
管
轄
の
要
件
は
、
判
決
国
の
過
剰
管
轄
を
承
認
国
の
立
場
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
も
承
認
国
の
関
心
事
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
間
接
管
轄
と
公
序
の
要
件
は
外
国
判
決
承
認
要
件
の
な
か
で
も
中
心
的
要

件
で
あ
り
、
公
益
性
が
強
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
一
九
八
六
年
ド
イ
ツ
国
際
私
法
改
正
時
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ネ
草

案
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件
の
み
を
承
認
要
件
と
し
て
い
る
。
他
方
、
送
達
要
件
は
、
判
決
国
で
の
手
続
開
始
時
に
お
け
る
当
事

者
に
対
す
る
手
続
保
障
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
り
、
手
続
的
公
序
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
送
達
要
件
は
瑕
疵

が
あ
っ
た
場
合
に
治
癒
が
認
め
ら
れ
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
二
号
参
照
）、
当
事
者
利
益
を
重
視
し
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
ま
で
に
確
認
し

た
批
判
に
照
ら
す
と
相
互
保
証
も
、
外
国
判
決
承
認
の
本
質
的
要
件
で
あ
る
間
接
管
轄
や
公
序
と
対
比
し
て
公
益
性
が
低
い
と
考
え

ら
れ
、
む
し
ろ
当
事
者
の
任
意
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
送
達
要
件
と
同
じ
扱
い
を
認
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
解
す
る
。
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
、
近
時
、
相
互
保
証
に
対
す
る
批
判
を
背
景
に
、
相
互
保
証
の
当
事
者
利
益
的
構
成
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
立

場
を
支
持
す
る
根
拠
た
り
得
よ
う）（（（
（

。
ま
た
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
相
互
保
証
の
審
査
に
関
し
て
緩
や
か
な
態
度
を
示
す
見

解
も
見
ら
れ
る）（（（
（

。
こ
の
様
な
相
互
保
証
の
公
益
性
を
後
退
さ
せ
る
見
解
の
結
論
は
、
後
述
の
審
査
方
法
の
扱
い
で
意
味
を
有
す
る
。
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（
３
）
相
互
保
証
の
判
断
基
準
と
そ
の
審
査
方
法

　

相
互
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
個
別
判
断
方
式
を
採
用
し
た
日
本
で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
判
決
国
と
相
互
保
証
が
あ
る
と
判
断
す

べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
か
つ
て
は
、
判
決
国
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
の
要
件
が
、
日
本
と
同
等
か
日
本
よ
り
も
緩
和
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
求
め
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
っ
た
（
大
判
昭
和
八
年
）。
し
か
し
、
条
約
を
締
結
し
な
い
限
り
外
国
判
決
承
認
要
件
に
関
し

て
判
決
国
と
承
認
国
の
規
定
は
対
応
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
双
方
の
国
の
承
認
規
定
を
厳
密
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
日
本
か
ら
み
て
判
決
国
の
承
認
要
件
が
緩
や
か
で
あ
る
と
す
る
と
判
決
国
か
ら
す
れ
ば
日
本
の
承
認
要
件
は
よ
り
厳

格
で
あ
る
た
め
承
認
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
日
本
か
ら
み
て
相
互
保
証
は
な
い
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
判
決

国
と
承
認
国
と
の
承
認
要
件
が
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
け
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解
が
現
在
の
通
説
・
判
例
（
最
判
昭
和
五
八
年
）
と

な
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
相
互
保
証
と
い
う
制
度
に
積
極
的
な
評
価
を
下
す
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
の
た
め
、
相
互
保
証
の
要
件
を
緩
和
す
る
見
解
に
賛
成
し
た
い
。

　

相
互
保
証
の
有
無
の
判
断
を
行
う
た
め
に
は
、
判
決
国
と
承
認
国
の
承
認
要
件
に
関
す
る
法
状
況
の
比
較
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ

で
、
相
互
保
証
の
公
益
性
的
観
点
を
強
調
す
る
場
合
に
は
、
職
権
調
査
事
項
、
職
権
探
知
主
義
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う）（（（
（

。
他
方
、

わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
で
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
と
述
べ
た
り
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

れ
ば
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
が
提
出
し
た
資
料
の
み
に
基
づ
い
て
相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
相
当
数
み
ら
れ
る）（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
、
公
益
性
を
重
視
す
る
見
解
か
ら
は
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
相
互
保
証
の
公
益
性
は
公
序
や
間
接
管
轄
と
比
べ
て
高
い
も
の
で
は
な
く
、
送
達
要
件
と
同
じ
扱
い
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
実
務
の
扱
い
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

相
互
保
証
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
判
決
国
に
お
け
る
承
認
実
務
を
考
慮
す
る
見
解
が
か
つ
て
は
有
力
で
あ
っ
た）（（（
（

。
こ
れ

は
外
国
判
決
承
認
が
司
法
共
助
制
度
で
あ
っ
た
頃
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
古
い
裁
判
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例
に
は
、
判
決
国
が
日
本
の
判
決
を
承
認
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
近
時
の
裁
判
例
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
点
に
触

れ
ず
、
法
文
の
比
較
を
も
っ
て
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
承
認
要
件
審
査
の
緩
和
化
傾
向
と
同
一
の
方

向
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
外
国
法
の
証
明
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
も
関
連
性
が
あ
る
が
、
前
述
の
相
互
保
証
と
い
う
制
度

に
対
す
る
評
価
、
そ
の
評
価
を
前
提
に
し
た
要
件
の
緩
和
や
、
証
明
の
緩
和
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
、
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

か
り
に
判
決
国
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
実
務
を
求
め
る
と
な
る
と
、
最
近
独
立
し
た
国
と
の
相
互
保
証
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

３　

相
互
保
証
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
諸
問
題

（
１
）
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論

　

部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
は
、
相
互
保
証
の
有
無
の
判
断
を
個
別
事
案
で
検
討
す
る
日
本
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、
承
認
可
能
性

を
確
保
す
る
理
論
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
こ
れ
に
対
し
て
、
相
互
保
証
の
判
断
を
司
法
判
断
に
服
さ
せ
ず
、

条
約
や
政
府
の
宣
言
に
よ
ら
せ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
方
式
で
は
こ
の
見
解
が
解
釈
上
機
能
す
る
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
）。
部
分
的
相
互

保
証
の
理
論
は
、
承
認
要
件
の
比
較
対
象
と
な
る
判
決
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
不
承
認
と
な
る
事
態
を
限
定
的
な
も
の
に
と

ど
め
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
従
来
の
実
務
は
比
較
的
寛
容
に
承
認
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
り
、
判
断

対
象
を
細
分
化
し
精
緻
な
比
較
法
検
討
を
施
す
と
な
る
と
、
か
え
っ
て
承
認
に
消
極
的
な
事
態
を
招
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
批
判
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。

　

部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
を
肯
定
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
に
賛
成
す
る
。
比
較
的
最
近
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
い

わ
ゆ
るlibel tourism

が
関
係
す
る
問
題
を
取
り
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
名
誉
毀

損
法
に
お
け
る
証
明
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
準
拠
法
決
定
の
場
面
や
判
決
承
認
の
局
面
で
問
題
と
な
っ
た
。
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
公
人
（public figure

）
が
提
起
す
る
名
誉
毀
損
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
場
合
に
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
事
件
判
決
の
法
理
が
適
用
さ
れ
、
原
告
は
、
表
現
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
被
告
が
現
実
的
悪
意
を
も
っ
て

表
現
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
私
人
が
名
誉
毀
損
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、

多
く
の
州
で
は
通
常
過
失
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る）（（（
（

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
事
件
の
法
理
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
憲
法

修
正
一
条
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
渉
外
事
件
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
は
、
こ
の
基
準
に
満
た
な
い
外
国
法
の
適
用

を
排
除
し
て
き
た）（（（
（

。
そ
こ
で
、
当
事
者
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
は
救
済
さ
れ
な
い
場
合
に
、
外
国
法
廷
地
で
名
誉
毀
損

に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
提
起
し
、
そ
の
認
容
判
決
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
承
認
・
執
行
を
試
み
る
方
法
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
、
“libel tourism

”）
（（（
（

）。
し
か
し
、
外
国
判
決
承
認
の
局
面
で
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
事
件
の
基
準
に
達
し

て
い
な
い
名
誉
毀
損
法
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
外
国
判
決
を
、
公
序
違
反
を
理
由
に
承
認
し
な
い
と
す
る
判
決
が
い
く
つ
か
の
州
で
下

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（（
（

。
こ
の
裁
判
所
の
傾
向
に
対
し
て
は
、
賛
否
双
方
が
表
明
さ
れ
て
い
た
が）（（（
（

、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連

邦
議
会
は
、
二
〇
一
〇
年
に
、
い
わ
ゆ
るthe Speech A

ct of 2010

を
連
邦
法
と
し
て
制
定
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
事
件

の
基
準
に
よ
っ
て
承
認
す
る
こ
と
を
求
め
た
（
裁
量
的
な
不
承
認
事
由
で
は
な
く
、
義
務
的
不
承
認
事
由
で
あ
る）

（（（
（

）。
こ
の
制
定
法
に

よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
下
さ
れ
た
判
決
が
外
国
で
承
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
承
認
国
は
こ
の
種
の
判
決
に
つ
い
て
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
（
判
決
州
）
と
の
相
互
保
証
が
な
い
と
判
断
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
で
の
名
誉
毀
損
訴
訟
に
お
け
る
ル
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
基
準
に
達
し
て
い
な
い
と
評
価

さ
れ
て）（（（
（

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
日
本
の
名
誉
毀
損
訴
訟
の
判
決
が
承
認
さ
れ
な
い
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
お
い

て
、
名
誉
毀
損
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
判
決
の
承
認
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
相
互
保
証
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き

か
問
題
と
な
る）（（（
（

。
こ
の
場
合
に
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
相
互
保
証
が
な
い
と
さ
れ
る
判
決
の
種
類
を
限
定
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
判
決
国
で
下
さ
れ
る
そ
の
他
の
種
類
の
承
認
の
可
能
性
を
で
き
る
だ
け
確
保
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
不
承
認
と
な
る
判
決
の
種
類
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
相
互
保
証
の
機
能
を
限
定
的
に
し
よ
う
と
す
る
こ

の
見
解
は
有
用
と
考
え
る）（（（
（

。

（
２
）
身
分
関
係
事
件
と
相
互
保
証

　

外
国
で
な
さ
れ
た
民
事
裁
判
の
結
果
を
承
認
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
立
法
に
よ
っ
て
財
産
関
係
事
件
と
身
分
関
係
事
件
、
あ
る
い
は
身
分
関
係
事
件
で
も
離
婚
訴
訟
や
非
訟
事
件

（
監
護
権
な
ど
）
と
い
っ
た
事
件
類
型
に
よ
っ
て
承
認
要
件
に
相
違
を
設
け
て
い
る
が
、
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
手
当
て
が
な
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
解
釈
に
よ
る
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
問
題
と
な
っ
た
身
分
関
係
事
件
に
関
す
る
裁
判
が
承
認
適
格
性
を
有
す
る
か
否
か
の
問
題
と
、
具
体
的
な
承
認
要

件
の
選
別
の
問
題
に
分
か
れ
る
。
離
婚
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
狭
義
の
執
行
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
跛
行
的
法
律
関
係
の
回
避
な
ど

か
ら
相
互
保
証
の
要
件
を
除
い
て
適
用
あ
る
い
は
類
推
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
は
外
国
判
決

承
認
に
関
す
る
一
般
的
規
定
で
あ
り
、
規
定
上
は
離
婚
訴
訟
に
つ
い
て
特
別
な
扱
い
を
す
る
根
拠
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
大
正
一
五

年
法
改
正
の
立
法
者
も
離
婚
訴
訟
に
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
、
相
互
保
証
の

要
件
は
身
分
関
係
事
件
で
実
務
上
相
当
緩
や
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
た
め
弊
害
が
な
い
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
全
面
的
に
適
用
さ
れ

る
と
す
る
見
解
に
賛
成
し
た
い
。
ま
た
、
非
訟
事
件
と
の
関
係
で
は
、
民
事
訴
訟
法
の
外
国
判
決
承
認
要
件
が
規
定
す
る
外
国
判
決

は
、
争
訟
・
対
審
・
終
局
的
な
裁
判
所
の
判
断
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
同
条
の
適
用
は
な
く
間
接
管
轄
と
公
序
の
要

件
の
み
を
類
推
す
る
見
解
が
有
力
と
い
え
る
。
筆
者
は
、
そ
も
そ
も
訴
訟
と
非
訟
、
さ
ら
に
非
訟
事
件
に
お
い
て
争
訟
性
の
強
弱
と

い
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
承
認
要
件
の
細
分
化
に
は
、
疑
問
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
分
は
、
比
較
法
的
に
見
た
場
合
、
ド
イ

ツ
法
系
の
国
内
手
続
上
の
分
類
で
し
か
な
く
、
こ
の
基
準
を
も
と
に
外
国
で
の
手
続
を
分
類
分
け
し
て
承
認
要
件
を
細
分
化
す
る
こ
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と
が
適
切
な
の
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
非
訟
事
件
の
な
か
に
は
離
婚
に
付
随
す
る
裁
判
も
少
な
か
ら

ず
あ
り
、
離
婚
裁
判
と
の
承
認
要
件
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
婚
判
決
と
そ
の
付
随
裁
判
と
の
間
で
承
認
不
承
認
の
齟
齬
が

生
ず
る
事
態
も
回
避
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
非
訟
事
件
に
お
い
て
も
外
国
判
決
承
認
要
件
を
全
面
的
に
適
用
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る）（（（
（

。

（
３
）
不
統
一
法
国
に
お
け
る
相
互
保
証
の
対
象

　

い
わ
ゆ
る
場
所
的
不
統
一
法
国
に
お
い
て
判
決
が
下
さ
れ
て
、
日
本
で
そ
の
判
決
の
承
認
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
相
互
保
証
の
対

象
は
判
決
州
と
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
判
決
国
と
す
べ
き
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
日
本
の
学
説
、
そ
し
て
判
例
は
相
互
保
証
に

つ
い
て
判
決
州
を
基
準
と
し
て
い
る）（（（
（

。
し
か
し
、
わ
が
国
の
判
例
や
学
説
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
実
際
に
判
決
を
下
し
て
い
る
州
ご
と
に
、
外
国
判
決
承
認
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
判
決
州
を
基
準
に
相
互
保
証
を
検
討
す
る
の
は
む
し
ろ
自
然
と
い
え
る
。
現
実
的
に
も
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

で
は
各
州
で
外
国
判
決
承
認
要
件
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
判
決
国
を
基
準
と
し
た
場
合
に
は
、
相
互
保
証
の
判
断
に
困
難
を

き
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
場
所
的
不
統
一
法
国
の
相
互
保
証
は
、
州
ご
と
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。
わ
が
国
の
裁
判
例
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
つ
い
て
、
一
般
論
と
し
て
合
州
国
全
体
を

相
互
保
証
の
対
象
と
し
て
い
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が）（（（
（

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
判
決
承
認
は
州
法
の
管
轄
事
項
と

さ
れ
て
お
り
、
説
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
場
所
的
不
統
一
法
国
の
間
接
管
轄
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
一
号
）
に
つ
い
て
、
判
決
州
で
は
な
く
判
決
国

を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）（（（
（

。
そ
こ
で
、
不
統
一
法
国
の
間
接
管
轄
に
つ
い
て
は
判
決
国
を
基
準
に
し
、
相
互
保
証
に

つ
い
て
は
判
決
州
を
基
準
に
す
る
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
間
接
管
轄
に
つ
い
て
判
決
国
を
基
準
に
す
る
根
拠
は
、
本
来
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的
に
こ
の
要
件
は
判
決
国
が
承
認
国
か
ら
み
て
国
際
裁
判
管
轄
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
場
所
的
観
点
か
ら
「
判
決
国
」
が
当
該
事
件
に
つ
い
て
審
理
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
否
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
場
所
的
不
統
一
法
国
に
お
け
る
各
法
域
の
管
轄
は
判
決
国
に
お
け
る
内
部
的
な
権
限
事
項
の
分
配
に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
、
承
認
国
で
あ
る
日
本
法
か
ら
み
て

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
な
く
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
と
き
で
も
、
当
該
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
判
決
は
承
認
さ
れ
る
と

考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
、
連
邦
裁
判
所
で
あ
る
の
か
州
裁
判
所
で
あ
る
の
か
と
を
問
わ
ず
に
妥
当
す
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
の
管
轄
な
の
か
州
の
管
轄
な
の
か
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
事
項
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
相
互
保

証
の
問
題
は
、
承
認
国
の
判
決
が
判
決
を
下
し
た
地
域
で
承
認
さ
れ
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
承

認
国
で
あ
る
日
本
で
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
、
判
決
を
下
し
た
地
域
（
法
域
）
に
お
い
て
日
本
の
判
決
が
承
認
さ
れ
る
の
か
否
か

で
あ
る
。
判
決
国
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
主
体
が
、
判
決
国
を
構
成
す
る
各
州
で
あ
る
な
ら
ば
、
州
ご
と
に
相
互
保
証
の
有
無

を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
場
所
的
不
統
一
法
国
の
判
決
承
認
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八

条
一
号
は
国
を
基
準
に
し
、
同
四
号
は
州
を
基
準
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
４
）
裁
判
官
の
独
立
と
外
国
判
決
の
承
認

　

な
お
、
近
時
、
裁
判
官
の
独
立
と
い
う
観
点
か
ら
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
興
味
深
い
論
考
が
著
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
相
互
保
証

の
観
点
と
も
関
連
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
の
関
心
と
の
関
係
で
紹
介
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
承
認
制

度
は
、
各
国
間
の
裁
判
制
度
が
あ
る
程
度
均
質
さ
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
均
質
さ
が
保
た
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
承
認
の
前
提
を
欠
く
と
さ
れ
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
判
決
国
に
お
い
て
裁
判
官
の
独
立
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、

そ
の
国
で
下
さ
れ
た
判
決
を
日
本
で
承
認
す
る
こ
と
は
日
本
の
裁
判
制
度
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
承
認
執
行
す
る
許
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容
性
も
必
要
性
も
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
当
事
者
が
当
該
判
決
を
受
容
す
る
か
否
か
と
は
関
係
な
く
妥
当
す
る
と

さ
れ
る）（（（
（

。
こ
の
論
稿
は
非
常
に
精
緻
な
議
論
で
あ
り
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
裁
判
官
の
独
立
の
原
則
に
反
す
る
こ

と
を
理
由
に
外
国
判
決
を
一
律
に
不
承
認
と
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
的
な
対
応
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
ず
、
外

国
判
決
承
認
制
度
が
各
国
間
に
お
け
る
裁
判
制
度
の
均
質
さ
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
点
は）（（（
（

、
そ
の
結
論
に
お
い
て
筆
者
も
賛
成
で
あ

る
。
他
方
で
、
各
国
の
訴
訟
制
度
は
、
そ
の
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
な
ど
か
ら
制
度
の
仕
組
み
は
一
様
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う

「
均
質
さ
」
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
は
、
別
の
側
面
か
ら
み
た
場
合
、
各
国
訴
訟
制
度
の
相
違
を
ど
こ
ま
で
許
容
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
承
認
す
る
前
提
と
な
る
制
度
の
均
質
さ
（
不
許
容
の
限
界
線
）
を
判
断
す
る
基
準
は
、

外
国
判
決
承
認
要
件
が
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
均
質
性
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
外
国
判
決
承
認
要
件
が
適
用
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
承
認
要
件
が
充
足
さ
れ
れ
ば
均
質
さ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
外
国
判
決
承
認
要
件
に
お
い
て
、
裁
判

官
独
立
の
原
則
と
い
う
制
度
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
裁
判
官
独
立
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

問
題
を
判
決
国
に
お
け
る
手
続
上
の
制
度
的
欠
陥
、
そ
し
て
そ
の
欠
陥
が
承
認
国
に
お
い
て
耐
え
が
た
い
存
在
で
あ
る
と
捉
え
る
場

合
に
は
、
一
律
不
承
認
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

承
認
国
の
裁
判
制
度
が
時
代
と
共
に
学
問
上
そ
し
て
実
務
上
精
緻
化
さ
れ
て
洗
練
さ
れ
た
制
度
と
な
り
、
手
続
的
基
本
権
が
憲
法
上

の
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
く
事
項
が
増
え
る
ほ
ど
、
外
国
判
決
承
認
制
度
と
の
関
係
で
は
、
承
認
に
対
し
て
不
寛
容
と
な
る
事

態
が
増
え
て
い
く
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
究
極
的
に
は
私
権
の
実
現
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
外
国
判
決
承

認
制
度
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
と
整
合
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
次
元
の
問
題
な
の
か
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
個
別
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
独
立
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
手
続
権
の
問
題
と
し
て
手
続
的
公

序
を
検
討
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
ん
に
ち
の
国
際
的
な
社
会
活
動
を
前
提
に
し
た
場
合
、
社
会
体
制
の
相
違
を
理

由
に
承
認
適
格
の
段
階
で
外
国
判
決
を
一
律
に
不
承
認
と
す
る
扱
い
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
社
会
生
活
の
法
的
安
定
性
を
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損
な
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
こ
と
に
家
族
関
係
事
件
に
も
妥
当
す
る
と
し
た
場
合
に
は
、
跛
行
的
法
律
関
係
が
か
な
り
も
た
ら
さ
れ

よ
う
）。

　

相
互
保
証
の
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
相
互
保
証
の
要
件
は
、
外
国
判
決
の

最
低
限
の
レ
ベ
ル
の
保
証
を
示
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
に
達
し
て
い
な
い
外
国
判
決
は
相
互
保
証
を
欠
く
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
、
一
九
八
六
年
国
際
私
法
改
正
の
際
に
相
互
保
証
の
正
当
化
根
拠
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
た）（（（
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
判
決
国
に
お
け
る
手
続
保
障
の
問
題
を
相
互
保
証
の
要
件
に
持
ち
込
む
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
手
続
的
公
序
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る）（（（
（

。

４　

結
語

　

外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
の
要
件
は
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
は
国
家
的
な
利
益
の
象
徴
的
な
存
在
意
義
を
有
し
て
い

た
が
、
現
在
で
は
そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
理
由
は
、
相
互
保
証
の
要
件
を
廃
止
す
る
国
が
増
え

て
き
て
い
る
と
い
う
近
年
の
比
較
法
的
状
況
、
わ
が
国
の
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
に
関
す
る
規
定
が
こ
の
要
件
を
定
め
て
い
な
い
こ

と
、
訴
訟
手
続
の
利
用
者
の
属
性
が
多
様
化
（
多
国
籍
化
）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
要
件
が
内
国
民
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
そ
の
意
図
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国
の

学
説
・
判
例
は
、
相
互
保
証
に
対
す
る
立
法
論
的
批
判
や
、
相
互
保
証
の
判
断
の
困
難
さ
（
判
決
国
と
承
認
国
の
承
認
実
務
や
承
認
に

関
す
る
法
規
の
比
較
の
困
難
さ
）
な
ど
を
背
景
に
、
相
互
保
証
の
要
件
の
緩
和
化
、
ま
た
相
互
保
証
の
認
定
の
簡
素
化
を
図
っ
て
き
た
。

筆
者
は
、
こ
の
考
え
の
方
向
性
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
互
保
証
の
要
件
の
公
益
性
を
、
間
接
管
轄
や
公
序
と
は
異

な
り
、
送
達
要
件
と
同
じ
扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
任
意
処
分
性
に
服
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
は
、
相
互

保
証
の
有
無
の
認
定
に
関
す
る
裁
判
所
の
態
度
に
も
沿
う
も
の
と
考
え
る
。
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相
互
保
証
の
要
件
を
残
し
つ
つ
、
そ
の
例
外
的
扱
い
に
関
す
る
立
法
的
手
当
て
が
随
時
な
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
と
比
べ
、
明
治
二

三
年
民
事
訴
訟
法
以
来
、
外
国
倒
産
の
承
認
に
関
す
る
扱
い
を
除
い
て
、
そ
の
ま
ま
存
置
し
て
い
る
日
本
法
の
状
況
は
再
考
す
べ
き

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
107
）　

大
判
昭
和
八
年
一
二
月
五
日
新
聞
三
六
七
〇
号
一
六
頁
。

（
108
）　

最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
。

（
109
）　

判
例
の
概
観
と
し
て
、
小
林
昭
彦
「
外
国
判
決
の
執
行
判
決
に
つ
い
て
」
判
タ
九
三
七
号
三
九
頁
（
一
九
九
七
年
）。

（
110
）　

な
お
、
松
岡
博
「
判
解
」
重
判
昭
和
五
五
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
七
四
三
号
）
三
一
七
頁
（
一
九
八
一
年
）
は
、
評
釈
当

時
、
両
説
で
結
論
が
異
な
る
事
案
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
場
合
、
大
判
昭
和
八
年
ル
ー
ル

で
は
承
認
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
高
桑
昭
「
判
解
」
重
判
昭
和
五
八
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

号
八
一
五
号
）
一
二
四
頁
（
一
九
八
四
年
）、
松
岡
・
同
三
一
七
頁
。

（
111
）　

実
質
的
再
審
査
を
採
用
す
る
ベ
ル
ギ
ー
の
判
決
は
、
厳
格
な
立
場
（
大
判
昭
和
八
年
）
と
緩
和
し
た
立
場
の
い
ず
れ
に
よ
っ
た
場
合

で
も
相
互
保
証
は
な
い
。
池
原
季
雄
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
増
補
版
］
一
八
三
頁
（
一
九
七
六
年
）。

（
112
）　

未
公
刊
裁
判
例
も
含
め
た
包
括
的
な
裁
判
例
の
紹
介
は
、
竹
下
守
夫
「
判
例
か
ら
み
た
外
国
判
決
の
承
認
」
新
堂
幸
司
ほ
か
編
『
判

例
民
事
訴
訟
法
の
理
論
（
下
）』
五
七
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
113
）　

大
判
昭
和
八
年
一
二
月
五
日
新
聞
三
六
七
〇
号
一
六
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
三
ツ
木
正
次
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
増
補
版
］
一

八
〇
頁
（
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
。

（
114
）　

東
京
地
判
昭
和
三
二
年
三
月
一
九
日
下
民
集
八
巻
三
号
五
二
五
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
三
ツ
木
正
次
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
七

号
八
〇
頁
（
一
九
五
九
年
）。
同
評
釈
に
よ
る
と
、
判
決
当
時
、
大
判
昭
和
八
年
の
基
準
は
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
同
八

一
頁
）。

（
115
）　

東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
四
二
六
号
一
三
頁
。
評
釈
と
し
て
、
三
ツ
木
正
次
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
三
号
一

三
五
頁
（
一
九
六
六
年
）、
矢
ケ
崎
高
康
「
判
批
」
判
例
評
論
八
八
号
一
三
頁
（
一
九
六
六
年
）。
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（
116
）　

承
認
要
件
に
つ
い
て
弁
論
主
義
が
全
面
的
に
妥
当
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
三
ツ
木
・
前
掲
注
（
115
）
一
三
六
頁
。

（
117
）　

東
京
地
判
昭
和
四
四
年
九
月
六
日
判
時
五
八
六
号
七
三
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
関
俊
彦
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
三
号
一
四
九
頁

（
一
九
七
〇
年
）、
土
井
輝
生
「
判
批
」
判
例
評
論
一
三
八
号
三
五
頁
（
一
九
七
〇
年
）、
西
賢
「
判
解
」
重
判
昭
和
四
五
年
度
（
ジ
ュ
リ

ス
ト
増
刊
四
八
二
号
）
二
一
三
頁
（
一
九
七
一
年
）。

（
118
）　

東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
一
日
判
時
一
三
一
五
号
九
六
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
熊
谷
久
世
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
一
号

一
五
六
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
河
野
俊
行
「
判
解
」
重
判
平
成
元
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
九
五
七
号
）
二
八
〇
頁
（
一
九
九
〇

年
）、
櫻
田
嘉
章
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
号
二
七
九
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
高
田
裕
成
「
判
解
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選

（
Ⅰ
）［
新
法
対
応
補
正
版
］（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
号
）
五
四
頁
（
一
九
九
八
年
）、
高
野
芳
久
「
判
解
」
平
成
元
年
度
主
要
民
事
判

例
解
説
（
判
タ
七
三
五
号
）
三
四
六
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
判
例
評
論
三
七
一
号
四
一
頁
（
一
九
九
〇
年
）。

（
119
）　

東
京
地
判
平
成
三
年
二
月
一
八
日
判
時
一
三
七
六
号
七
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
石
黒
一
憲
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
号

一
六
七
頁
（
一
九
九
二
年
）、
海
老
沢
美
広
「
判
解
」
重
判
平
成
三
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
〇
〇
二
号
）
二
七
一
頁
（
一
九

九
二
年
）、
加
藤
哲
夫
「
判
解
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
四
号
一
三
〇
頁
（
一
九
九
一
年
）、
神
前
禎
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
三
号
一

三
八
頁
（
一
九
九
三
年
）、
小
林
秀
之
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
七
三
号
六
頁
、
四
七
七
号
二
〇
頁
（
一
九
九
一
年
）（
最
高
裁
昭
和
五
八
年
判

決
に
照
ら
し
て
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
。
四
七
七
号
二
七
頁
）、
小
室
百
合
「
判
批
」
法
学
五
五
巻
五
号
九
三
頁
（
一
九
九
一
年
）、
坂

本
昭
雄
「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
九
二
一
号
四
八
頁
（
一
九
九
三
年
）、
須
藤
典
明
「
判
解
」
判
タ
七
九
〇
号
二
五
八
頁
（
一
九
九
二

年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
判
例
評
論
三
九
一
号
四
〇
頁
（
一
九
九
一
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
は
賛
成
。
同
四
七
頁
）、
渡

辺
惺
之
「
判
批
」
特
許
管
理
四
一
巻
一
〇
号
一
三
二
一
頁
（
一
九
九
一
年
）。

（
120
）　

東
京
高
判
平
成
五
年
六
月
二
八
日
判
時
一
四
七
一
号
八
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
春
日
偉
知
郎
「
判
解
」
重
判
平
成
五
年
度
（
ジ
ュ

リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
〇
四
六
号
）
二
九
〇
頁
（
一
九
九
四
年
）、
春
日
偉
知
郎
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
第
三
版
］（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
三
三
号
）
二
二
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
須
藤
典
明
「
判
解
」
判
タ
八
五
二
号
二
七
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
解
」

民
事
執
行
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
号
）
二
二
頁
（
一
九
九
四
年
）、
早
川
吉
尚
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
〇
号
一

九
三
頁
（
一
九
九
四
年
）、
吉
野
正
三
郎
＝
安
達
栄
司
「
判
批
」
判
タ
八
二
八
号
八
九
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
121
）　

最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
（
①
事
件
）
お
よ
び
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
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五
三
〇
頁
（
②
事
件
）。
評
釈
等
と
し
て
、
大
隈
一
武
「
判
批
」
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
三
一
巻
一
号
三
一
頁
（
一
九
九
八
年
）、
岡
田

幸
宏
「
判
解
」
法
学
教
室
二
一
〇
号
七
〇
頁
（
一
九
九
八
年
）、
古
閑
裕
二
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
一
巻
一
号
五
四
頁
（
一
九
九
八

年
）、
小
林
秀
之
＝
吉
田
元
子
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
二
九
号
六
頁
、
六
三
〇
号
四
二
頁
（
一
九
九
七
年
）、
佐
久
間
邦
夫
「
判
解
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
一
二
九
号
一
〇
六
頁
（
一
九
九
八
年
）、
佐
久
間
邦
夫
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
九
年
度
八
四
〇
頁
（
二
〇

〇
〇
年
）、
田
尾
桃
二
「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
三
一
号
五
三
頁
（
一
九
九
八
年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク

ス
一
八
号
一
五
六
頁
（
一
九
九
九
年
）、
永
井
博
史
「
判
批
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
四
二
号
二
〇
九
頁
（
一
九
九
八
年
）、
中
野

俊
一
郎
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
二
七
号
一
九
頁
（
一
九
九
七
年
）、
西
野
喜
一
「
判
解
」
判
タ
一
〇
〇
五
号
二
一
八
頁
（
一
九
九
九
年
）、
早

川
吉
尚
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
一
九
巻
一
号
七
八
頁
（
一
九
九
八
年
）、
藤
田
泰
弘
「
判
批
」
判
タ
九
五
三
号
六
一
頁
（
一
九
九
七
年
）、

森
田
博
志
「
判
批
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
一
一
号
一
六
一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
横
山
潤
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］

二
二
四
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
122
）　

東
京
地
八
王
子
支
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
判
タ
九
八
七
号
二
八
二
頁
。

（
123
）　

東
京
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
八
日
判
タ
一
三
五
一
号
二
四
一
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
北
坂
尚
洋
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス

四
五
号
一
二
六
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
高
橋
宏
司
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
九
八
号
三
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
芳
賀
雅
顯
「
判
批
」
Ｊ
Ｃ
Ａ

ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
九
巻
一
号
一
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
124
）　

東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁
。

（
125
）　

東
京
高
判
平
成
二
七
年
九
月
二
四
日
判
時
二
三
〇
六
号
六
八
頁
。

（
126
）　

東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
一
〇
日
判
時
二
三
〇
六
号
七
三
頁
。

（
127
）　

東
京
地
判
昭
和
五
四
年
九
月
一
七
日
判
時
九
四
九
号
九
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
二
号
二

九
五
頁
（
一
九
八
〇
年
）（
判
旨
賛
成
）、
松
岡
・
前
掲
注
（
110
）
三
一
七
頁
（
相
互
保
証
に
つ
き
判
旨
賛
成
）。

（
128
）　

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
判
時
一
〇
四
二
号
一
〇
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
貝
瀬
幸
雄
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
一
号

一
〇
八
頁
（
一
九
八
三
年
）（
判
旨
結
論
賛
成
）、
櫻
田
嘉
章
「
判
批
」
判
例
評
論
二
八
八
号
二
八
頁
（
一
九
八
三
年
）（
判
旨
賛
成
）、
横

山
潤
「
判
解
」
判
タ
五
〇
五
号
二
二
五
頁
（
一
九
八
三
年
）（
判
旨
賛
成
）。

（
129
）　

最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
加
藤
和
夫
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
〇
二
号
五
六
頁
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（
一
九
八
三
年
）、
加
藤
和
夫
「
判
解
」
季
刊
実
務
民
事
法
五
号
二
〇
二
頁
（
一
九
八
四
年
）、
加
藤
和
夫
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解

説
民
事
篇
昭
和
五
八
年
度
二
三
二
頁
（
一
九
八
八
年
）、
小
林
秀
之
「
判
解
」
法
学
教
室
三
八
号
一
〇
四
頁
（
一
九
八
三
年
）、
小
林
秀
之

「
判
解
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
一
号
一
五
六
頁
（
一
九
八
六
年
）、
高
桑
・
前
掲
注
（
110
）
一
二
二
頁
、
高
田
裕
成
「
判
解
」
民
事
訴
訟
法

判
例
百
選
（
Ⅰ
）［
新
法
対
応
補
正
版
］
一
四
五
号
五
二
頁
（
一
九
九
八
年
）、
早
川
眞
一
郎
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
第
三
版
］
二
三

二
頁
（
一
九
九
五
年
）、
松
岡
博
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
新
法
対
応
補
正
版
］
二
〇
〇
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
三
ツ
木
正
次
「
判

批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
〇
号
一
〇
六
頁
（
一
九
八
四
年
）（
判
旨
賛
成
）、
山
田
恒
久
「
判
批
」
法
学
研
究
五
七
巻
八
号
一
三
四
頁
（
一
九

八
四
年
）、
吉
川
英
一
郎
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］
二
二
八
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
130
）　

参
照
、
小
林
・
前
掲
注
（
129
）
教
室
一
〇
五
頁
、
高
田
・
前
掲
注
（
129
）
五
三
頁
、
早
川
・
前
掲
注
（
129
）
二
三
三
頁
。

（
131
）　

東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
判
時
二
三
一
三
号
六
七
頁
。

（
132
）　

大
阪
高
決
平
成
二
二
年
二
月
一
八
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
織
田
有
基
子
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選

［
第
二
版
］
一
五
二
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
高
杉
直
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
六
七
号
二
九
頁
（
二
〇
一
一
年
）（
判
旨
結
論
賛
成
）、
早
川
眞

一
郎
「
判
解
」
重
判
平
成
二
二
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
四
二
〇
号
）
三
六
四
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
森
田
博
志
「
判
解
」
速

報
判
例
解
説
九
号
三
三
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
133
）　

最
決
平
成
二
二
年
八
月
四
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
七
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
高
杉
・
前
掲
注
（
132
）
二
九
頁
。

（
134
）　

最
決
平
成
二
二
年
八
月
四
日
家
月
六
三
巻
一
号
九
九
頁
。

（
135
）　

東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
四
三
九
号
一
三
八
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
河
野
俊
行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
六
号

一
五
三
頁
（
一
九
九
三
年
）、
櫻
田
嘉
章
「
判
解
」
重
判
平
成
四
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
〇
二
四
号
）
二
九
六
頁
（
一
九
九

三
年
）、
西
野
喜
一
「
判
解
」
判
タ
八
五
二
号
二
七
六
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
136
）　

東
京
高
判
平
成
五
年
一
一
月
一
五
日
判
タ
八
三
五
号
一
三
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
釜
谷
真
史
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第

二
版
］
二
二
二
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
西
野
喜
一
「
判
解
」
判
タ
八
八
二
号
二
五
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
早
川
眞
一
郎
「
判
批
」
私
法
判

例
リ
マ
ー
ク
ス
一
〇
号
一
七
二
頁
（
一
九
九
五
年
）、
山
田
恒
久
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
第
三
版
］
二
三
〇
頁
（
一
九
九
五
年
）、
横

溝
大
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
五
号
一
五
三
頁
（
一
九
九
七
年
）、
渡
辺
惺
之
「
判
解
」
重
判
平
成
五
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増

刊
号
一
〇
四
六
号
）
二
九
六
頁
（
一
九
九
四
年
）。
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（
137
）　

東
京
地
判
平
成
六
年
一
月
一
四
日
判
時
一
五
〇
九
号
九
六
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
安
達
・
前
掲
注
（
89
）
五
八
頁
、
酒
井
一
「
判

批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
三
号
一
一
二
頁
（
一
九
九
六
年
）、
中
野
俊
一
郎
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
二
号
一
五
二
頁
（
一
九

九
六
年
）、
山
田
恒
久
「
判
批
」
法
学
研
究
六
九
巻
五
号
一
八
二
頁
（
一
九
九
六
年
）。

（
138
）　

東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
月
八
日LEX

/D
B25517315

。

（
139
）　

横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
七
日
判
時
六
六
五
号
七
五
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
大
須
賀
虔
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
一
号
一
三
三

頁
（
一
九
七
二
年
）、
溜
池
良
夫
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
増
補
版
］
二
四
六
頁
（
一
九
七
六
年
）。

（
140
）　

東
京
地
判
平
成
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
七
九
四
号
二
四
六
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
富
士
修
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
三
号
一

二
二
頁
（
一
九
九
三
年
）。

（
141
）　

な
お
、
大
阪
高
決
平
成
一
七
年
五
月
二
〇
日
判
時
一
九
一
九
号
一
〇
七
頁
は
、
日
本
人
夫
婦
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
の
代
理
出
産

に
関
す
る
判
決
を
得
た
場
合
の
日
本
に
お
け
る
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
準
拠
法
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
親
子

関
係
に
つ
き
判
断
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
べ
き
と
の
議
論
が
あ
る
。

（
142
）　

東
京
家
審
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
民
集
六
一
巻
二
号
六
五
八
頁
。

（
143
）　

東
京
高
決
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
岩
志
和
一
郎
「
判
批
」
年
報
医
事
法
学
二
二
号

二
〇
七
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
岡
野
祐
子
「
判
解
」
重
判
平
成
一
八
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
三
三
二
号
）
三
〇
四
頁
（
二
〇

〇
七
年
）、
長
田
真
里
「
判
批
」
法
律
時
報
七
九
巻
一
一
号
四
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
早
川
眞
一
郎
「
判
批
」
判
タ
一
二
二
五
号
五
八
頁

（
二
〇
〇
七
年
）、
村
重
慶
一
「
判
解
」
戸
籍
時
報
六
一
一
号
五
三
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。

（
144
）　

最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
民
集
六
一
巻
二
号
六
一
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
安
達
敏
男
＝
吉
川
樹
士
「
判
批
」
戸
籍
時
報
七
〇

六
号
六
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
石
井
美
智
子
「
判
解
」
医
事
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
九
号
）
一
八
八
頁
（
二

〇
一
四
年
）、
岡
田
幸
宏
「
判
解
」
速
報
判
例
解
説
二
号
一
四
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
門
広
乃
里
子
「
判
解
」
速
報
判
例
解
説
一
号
一
三

五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
金
子
洋
一
「
判
批
」
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
九
号
一
四
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
北
村
賢
哲

「
判
批
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
二
号
一
七
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
窪
田
充
見
「
判
解
」
重
判
平
成
一
九
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時

増
刊
号
一
三
五
四
号
）
九
五
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
三
枝
健
治
「
判
解
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
二
号
四
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
棚
村
政
行

「
判
批
」
判
例
評
論
五
九
三
号
二
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
竹
下
啓
介
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］
一
四
〇
頁
（
二
〇
一
二
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年
）、
土
谷
裕
子
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
一
号
一
六
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
土
谷
裕
子
＝
中
村
心
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解

説
民
事
篇
平
成
一
九
年
度
二
五
九
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
長
田
・
前
掲
注
（
143
）
四
五
頁
、
中
野
俊
一
郎
「
判
解
」
重
判
平
成
一
九
年
度

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
三
五
四
号
）
三
三
二
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
西
希
代
子
「
判
解
」
判
例
セ
レ
ク
ト
法
学
教
室
別
冊
三
三
〇
号

二
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
早
川
眞
一
郎
「
判
解
」
民
法
判
例
百
選
［
3
］（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
五
号
）
七
〇
頁
（
二
〇
一
五
年
）、

早
川
眞
一
郎
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
一
巻
三
号
五
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
林
貴
美
「
判
批
」
判
タ
一
二
五
六
号
三
八
頁
（
二
〇
〇

八
年
）、
星
野
豊
「
判
批
」
法
律
時
報
八
二
巻
二
号
一
一
六
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
松
川
正
毅
「
判
解
」
法
学
教
室
三
五
一
号
一
八
頁
（
二

〇
〇
九
年
）、
村
重
慶
一
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
一
六
号
六
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
村
重
慶
一
「
判
解
」
平
成
一
九
年
度
主
要
民
事
判
例

解
説
（
別
冊
判
タ
二
二
号
）
一
四
二
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
矢
澤
昇
治
「
判
批
」
専
修
法
学
論
集
一
一
一
号
一
二
三
頁
、
一
一
二
号
七
五

頁
（
二
〇
一
一
年
）、
横
溝
大
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
一
一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
良
永
和
隆
「
判
批
」
民
事
研
修
六
五
七
号
二
二

頁
（
二
〇
一
二
年
）、
若
林
昌
子
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
七
号
八
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
145
）　

東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
長
田
真
里
「
判
批
」
阪
大
法
学
四
六
巻
五
号
七
三

頁
（
一
九
九
六
年
）。

（
146
）　

東
京
高
判
平
成
八
年
三
月
一
二
日
判
タ
九
五
〇
号
二
三
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
織
田
有
基
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
九
号

一
三
四
頁
（
一
九
九
七
年
）
が
あ
る
。

（
147
）　

東
京
地
判
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
四
日
判
時
六
二
五
号
六
六
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
林
脇
ト
シ
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
五
号

一
六
八
頁
（
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
。

（
148
）　

水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
井
戸
謙
一
「
判
解
」
判
タ
一
〇

六
五
号
三
一
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
釜
谷
真
史
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
一
号
一
一
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
149
）　V
gl. Strong, a. a. O

. (Fn. 86), S. 63 ff.

（
150
）　

東
京
地
判
平
成
八
年
九
月
二
日
判
時
一
六
〇
八
号
一
三
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
横
溝
大
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
三
号
一
三

四
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
151
）　

東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
〇
七
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
猪
股
孝
史
「
判
批
」
判
例
評
論
四
八
二
号
二

九
頁
（
一
九
九
九
年
）、
小
野
寺
規
夫
「
判
解
」
平
成
一
〇
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
判
タ
一
〇
〇
五
号
）
二
二
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）、
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横
溝
大
「
判
解
」
重
判
平
成
一
〇
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
一
五
七
号
）
三
〇
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
152
）　

猪
股
・
前
掲
注
（
151
）
三
一
頁
。

（
153
）　

大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
六
二
一
号
一
二
五
頁
。

（
154
）　

東
京
地
判
平
成
六
年
一
月
三
一
日
判
時
一
五
〇
九
号
一
〇
一
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
高
桑
昭
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
五
号
一

六
〇
頁
（
一
九
九
四
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
つ
き
賛
成
。
同
一
六
二
頁
）、
矢
澤
昇
治
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
〇

号
一
七
七
頁
（
一
九
九
五
年
）、
山
田
恒
久
「
判
批
」
法
学
研
究
六
七
巻
一
一
号
一
六
六
頁
（
一
九
九
四
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点

に
つ
き
賛
成
。
同
一
七
二
頁
）。

（
155
）　

東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
五
日
判
時
一
六
六
四
号
七
八
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
小
田
敬
美
「
判
解
」
判
タ
一
〇
〇
五
号
二
六
八

頁
（
一
九
九
九
年
）、
原
田
央
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
三
号
二
四
一
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
156
）　

原
田
・
前
掲
注
（
155
）
二
四
四
頁
は
、
こ
の
点
を
好
意
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

（
157
）　

な
お
参
照
、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
六
頁
、
四
二
九
頁
〔
青
山
〕。

（
158
）　

東
京
家
判
平
成
一
九
年
九
月
一
一
日
判
時
一
九
九
五
号
一
一
四
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
織
田
有
基
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六

二
号
一
四
四
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
北
澤
安
紀
「
判
解
」
重
判
平
成
二
〇
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
三
七
六
号
）
三
四
八
頁

（
二
〇
〇
九
年
）、
佐
野
寛
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
八
号
一
三
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
南
敏
文
「
判
解
」
平
成
二
〇
年
度
主

要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
タ
二
五
号
）
一
二
二
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
村
重
慶
一
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
三
一
号
八
二
頁
（
一
九
九
八

年
）、
渡
辺
惺
之
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
四
二
号
二
六
頁
（
一
九
九
九
年
）（
判
旨
賛
成
。
同
三
〇
頁
）。

（
159
）　

韓
国
に
お
け
る
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
、
増
田
晋
編
著
『
環
太
平
洋
諸
国
（
日
・
韓
・
中
・
米
・
豪
）
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承

認
・
執
行
の
現
状
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
五
号
）』
六
〇
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
。

（
160
）　

横
浜
地
判
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
六
九
六
号
一
二
〇
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
織
田
有
基
子
「
判
解
」
重
判
平
成
一
二
年
度

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
二
〇
二
号
）
三
〇
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
山
崎
勉
「
判
解
」
判
タ
一
〇
六
五
号
三
一
二
頁
（
二
〇
〇
一

年
）。

（
161
）　

東
京
地
判
平
成
二
一
年
二
月
一
二
日
判
時
二
〇
六
八
号
九
五
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
安
達
栄
司
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四

二
号
一
四
二
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
大
畠
崇
史
「
判
解
」
平
成
二
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
タ
三
二
号
）
二
三
六
頁
（
二
〇
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一
一
年
）、
山
田
恒
久
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
二
号
一
三
九
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
162
）　

東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日LEX

/D
B25516699

。

（
163
）　

東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
九
日
判
タ
一
二
二
九
号
三
三
四
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
内
藤
和
道
「
判
解
」
別
冊
平
成
一
九
年
度
主

要
民
事
判
例
解
説
（
判
タ
二
二
号
）
二
一
四
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
宮
廻
美
明
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
二
号
一
三
二
頁
（
二
〇
〇

八
年
）。

（
164
）　

東
京
地
判
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
下
民
集
一
八
巻
一
一
＝
一
二
号
一
〇
九
三
頁
。

（
165
）　

増
田
編
著
・
前
掲
注
（
159
）
一
一
六
頁
以
下
に
は
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
大
連
市
中
級
人
民
法
院
民
事
裁
定
書
、
最
高
人

民
法
院
の
回
答
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
渡
辺
・
前
掲
注
（
5
）
二
五
九
頁
も
参
照
。

（
166
）　

大
阪
地
堺
支
判
平
成
一
四
年
七
月
一
五
日
判
時
一
八
四
一
号
一
一
三
頁
。

（
167
）　

大
阪
高
判
平
成
一
五
年
四
月
九
日
判
時
一
八
四
一
号
一
一
一
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
粟
津
光
世
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三

〇
号
一
三
三
頁
（
二
〇
〇
五
年
）（
判
旨
賛
成
。
同
一
三
六
頁
）、
小
野
寺
規
夫
「
判
解
」
平
成
一
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
判
タ
臨

時
増
刊
号
一
一
八
四
号
）
二
三
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
釜
谷
真
史
「
判
解
」
重
判
平
成
一
六
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
二
九

一
号
）
三
〇
一
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
北
村
賢
哲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
八
号
二
一
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
森
川
伸
吾
「
判
解
」

国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］
二
三
〇
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
渡
辺
惺
之
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
四
号
二
一
五
頁
（
二
〇
〇
四

年
）（
判
旨
結
論
賛
成
）。

（
168
）　

北
村
・
前
掲
注
（
167
）
二
一
四
頁
。

（
169
）　

東
京
地
判
平
成
二
七
年
三
月
二
〇
日
判
タ
一
四
二
二
号
三
四
八
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
清
河
雅
孝
＝
粟
津
光
世
「
判
批
」
産
大
法
学

四
九
巻
三
号
八
八
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
高
杉
直
「
判
批
」
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
三
巻
七
号
三
頁
（
二
〇
一
六
年
）。

（
170
）　

東
京
高
判
平
成
二
七
年
一
一
月
二
五
日LEX

/D
B25541803

。
評
釈
等
と
し
て
、
岩
本
学
「
判
批
」
重
判
平
成
二
八
年
度
三
二
一

頁
（
二
〇
一
七
年
）、
高
杉
・
前
掲
注
（
169
）
三
頁
、
森
川
伸
吾
「
判
批
」
国
際
商
事
法
務
四
四
巻
一
号
一
〇
三
頁
（
二
〇
一
六
年
）。

（
171
）　

名
古
屋
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
判
時
一
二
三
六
号
一
一
三
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
石
黒
一
憲
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
四
号

八
七
頁
（
一
九
九
一
年
）、
海
老
沢
美
広
「
判
批
」
判
例
評
論
三
四
八
号
五
〇
頁
（
一
九
八
八
年
）、
貝
瀬
幸
雄
「
判
批
」
法
学
教
室
八
二

号
八
七
頁
（
一
九
八
七
年
）、
神
前
禎
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
九
四
号
一
四
三
頁
（
一
九
八
七
年
）、
小
林
秀
之
「
判
批
」
判
タ
六
六
八
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号
四
一
頁
（
一
九
八
八
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
つ
き
賛
成
。
同
四
六
頁
）、
小
林
秀
之
「
判
解
」
判
タ
六
七
七
号
二
八
〇
頁

（
一
九
八
八
年
）、
小
林
秀
之
「
判
解
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
一
号
九
八
頁
（
一
九
八
七
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
つ
き
賛
成
）、

櫻
田
嘉
章
「
判
批
」
重
判
昭
和
六
二
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
九
一
〇
号
）
二
七
六
頁
（
一
九
八
八
年
）。

（
172
）　Stein/Jonas/Schum

ann/Leipold, a. a. O
. (Fn. 62), 

§328 Ⅷ
 D

 (S. 1421).

参
照
、
小
林
・
前
掲
注
（
171
）
判
タ
六
六
八
号
四

六
頁
、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
二
一
頁
〔
青
山
〕。

（
173
）　T

he Japanese A
nnual of International Law

, N
o. 33 (1990), at 189.

（
174
）　

参
照
、
石
川
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
43
）
二
三
一
頁
〔
越
山
〕、
櫻
田
・
前
掲
注
（
171
）
二
七
九
頁
。

（
175
）　

東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
四
日
判
時
一
六
五
七
号
七
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
安
達
栄
司
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
四
号

一
五
七
頁
（
一
九
九
九
年
）、
小
田
・
前
掲
注
（
155
）
二
六
八
頁
、
竹
下
啓
介
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
七
号
一
〇
六
頁
（
二
〇
〇

〇
年
）。

（
176
）　

横
浜
地
判
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
九
日
判
時
一
〇
七
二
号
一
三
五
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
大
須
賀
虔
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
九

号
一
五
八
頁
（
一
九
八
四
年
）、
大
須
賀
虔
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
［
第
三
版
］
二
三
四
頁
（
一
九
九
五
年
）。

（
177
）　

京
都
家
審
平
成
六
年
三
月
三
一
日
判
時
一
五
四
五
号
八
一
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
海
老
沢
美
広
「
判
解
」
重
判
平
成
七
年
度
（
ジ
ュ

リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
〇
九
一
号
）
二
五
五
頁
（
一
九
九
六
年
）、
高
桑
昭
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
三
号
一
五
六
頁
（
一
九

九
六
年
）（
承
認
要
件
に
つ
き
間
接
管
轄
と
公
序
の
み
求
め
た
判
旨
に
賛
成
。
同
一
五
九
頁
）、
山
田
恒
久
「
判
批
」
法
学
研
究
七
〇
巻
六

号
一
九
二
頁
（
一
九
九
七
年
）（
判
旨
疑
問
。
承
認
要
件
の
全
面
適
用
説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
同
一
九
七
頁
以
下
）。

（
178
）　

東
京
地
判
昭
和
三
五
年
七
月
二
〇
日
下
民
集
一
一
巻
七
号
一
五
二
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
池
原
季
雄
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二

七
号
七
六
頁
（
一
九
六
一
年
）（
判
旨
賛
成
）、
池
原
・
前
掲
注
（
111
）
一
八
二
頁
。

（
179
）　

福
岡
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
五
日
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
四
年
一
二
月
号
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
早
川
眞
一
郎
「
判
批
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
五
五
号
一
一
九
頁
（
一
九
八
六
年
）（
判
旨
反
対
）。

（
180
）　

参
照
、
早
川
・
前
掲
注
（
179
）
一
二
一
頁
。

（
181
）　

神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
一
三
九
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
小
林
秀
之
＝
小
田
敬
美
「
判
批
」
判
タ
八
四
〇

号
二
四
頁
（
一
九
九
四
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
賛
成
。
同
三
三
頁
）、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
三
号
一
二
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四
頁
（
一
九
九
四
年
）（
相
互
保
証
を
肯
定
し
た
点
に
賛
成
。
同
一
二
七
頁
）、
福
山
達
夫
「
判
批
」
判
例
評
論
四
三
八
号
五
五
頁
（
一
九

九
五
年
）、
山
田
恒
久
「
判
解
」
重
判
平
成
五
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
〇
四
六
号
）
二
九
三
頁
（
一
九
九
四
年
）（
相
互
保
証

を
肯
定
し
た
点
に
賛
成
。
同
二
九
五
頁
）。

（
182
）　

大
阪
高
裁
平
成
六
年
七
月
五
日
民
集
五
二
巻
三
号
九
二
八
頁
。

（
183
）　

最
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
八
日
民
集
五
二
巻
三
号
八
五
三
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
安
達
栄
司
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
七
八
号
六
二
頁

（
一
九
九
九
年
）、
河
邉
義
典
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
〇
年
度
四
五
〇
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
酒
井
一
「
判
解
」

法
学
教
室
二
一
八
号
一
三
六
頁
（
一
九
九
八
年
）、
酒
井
一
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
号
一
五
八
頁
（
一
九
九
九
年
）、
多
田

望
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］
二
一
八
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
解
」
民
事
執
行
保
全
法
判
例
百
選
［
第

二
版
］（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
八
号
）
一
三
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
道
垣
内
正
人
「
判
解
」
国
際
私
法
判
例
百
選
［
新
法
対
応
補
正
版
］

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
五
号
）
一
九
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
中
西
康
「
判
解
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
［
第
三
版
］
二
五
二
頁
（
二
〇

〇
三
年
）、
山
本
和
彦
「
判
解
」
重
判
平
成
一
〇
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
号
一
一
五
七
号
）
二
九
七
号
（
一
九
九
九
年
）、
渡
辺
惺

之
「
判
批
」
判
例
評
論
四
八
四
号
三
九
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
184
）　

東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
七
日
判
時
六
六
五
号
七
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
秌
場
準
一
「
判
批
」
判
例
評
論
一
六
五
号
二
二

頁
（
一
九
七
二
年
）、
林
脇
ト
シ
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
一
三
号
一
一
三
頁
（
一
九
七
二
年
）、
松
岡
博
「
判
批
」
重
判
昭
和
四
七
年

度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三
五
号
）
二
一
二
頁
（
一
九
七
三
年
）。

（
185
）　V

gl. N
agel/Gottw

ald, a. a. O
. (Fn. 30), 

§12 Rdnr. 196 ff.; Geim
er, a. a. O

. (Fn. 44), S. 1512 ff.; Schütze, 
Rechtsverfolgung im

 A
usland, 5. A

ufl. 2016, Rdnr. 435 ff.

（
186
）　

東
京
高
判
平
成
九
年
九
月
一
八
日
判
時
一
六
三
〇
号
六
二
頁
は
、
未
成
熟
子
の
養
育
費
の
支
払
い
を
命
ず
る
オ
ハ
イ
オ
州
裁
判
所
の

判
決
の
承
認
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
養
育
費
請
求
事
件
は
家
事
非
訟
事
件
に
該
当
す
る
が
当
事
者
の
手
続
保
障
を

特
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
争
訟
的
性
格
が
強
い
た
め
、
旧
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
適
用
を
受
け
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
間
接
管
轄

と
送
達
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
し
て
承
認
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
オ
ハ
イ
オ
州
と
の
相
互
保
証
に
つ
い
て
は
判

断
を
し
て
い
な
い
た
め
、
本
文
で
は
紹
介
し
て
い
な
い
。

（
187
）　

明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
五
一
五
条
二
項
五
号
は
、
外
国
判
決
を
わ
が
国
で
執
行
す
る
際
の
消
極
的
要
件
と
し
て
「
国
際
条
約
ニ
於
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テ
相
互
ヲ
保
セ
サ
ル
ト
キ
」
と
定
め
て
お
り
、
か
つ
て
は
、
判
決
国
と
わ
が
国
と
の
条
約
に
よ
る
相
互
保
証
を
要
求
し
て
い
た
。

（
188
）　

鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
五
頁
〔
青
山
〕、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕（
5
）』
一
二
六
頁

〔
小
室
直
人
＝
渡
部
吉
隆
＝
斎
藤
秀
夫
〕（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
九
一
年
）。

（
189
）　

兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
補
〕』
三
三
九
頁
（
酒
井
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
兼
子
一
『
条
解
民
事
訴
訟
法
（
Ⅱ
）』
一

四
〇
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
五
一
年
）、
菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
（
１
）〔
全
訂
版
追
補
版
〕』
一
一
三
九
頁
（
日
本
評

論
社
、
一
九
八
四
年
）。

（
190
）　V

gl. Schack, a. a. O
. (Fn. 32), Rdnr. 966.

（
191
）　

木
棚
照
一
ほ
か
『
国
際
私
法
概
論
〔
第
五
版
〕』
三
五
五
頁
〔
渡
辺
惺
之
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
櫻
田
・
前
掲
注
（
2
）
三

九
一
頁
、
櫻
田
・
前
掲
注
（
128
）
三
二
頁
、
中
西
・
前
掲
注
（
183
）
二
五
三
頁
、
早
川
・
前
掲
注
（
5
）
一
四
四
頁
、
松
岡
・
前
掲
注

（
89
）
一
二
三
頁
、
横
山
・
前
掲
注
（
128
）
二
二
七
頁
。

（
192
）　

相
互
保
証
要
件
の
有
用
性
を
説
く
見
解
と
し
て
、
高
桑
昭
「
相
互
の
保
証
」
高
桑
昭
＝
道
垣
内
正
人
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
（
3
）』

三
七
八
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）、
本
間
靖
規
ほ
か
『
国
際
民
事
手
続
法
〔
第
二
版
〕』
一
九
六
頁
（
二
〇
一
二
年
、
有
斐
閣
）、

山
田
・
前
掲
注
（
129
）
一
三
九
頁
。

（
193
）　

た
と
え
ば
、
高
桑
教
授
は
、
相
互
保
証
に
肯
定
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
不
承
認
の
事
態
は
少
な
い
方
が
二
重
の
訴
訟
提
起
を
回
避
で

き
る
点
や
、
矛
盾
判
決
の
回
避
の
点
か
ら
、
相
互
保
証
の
要
件
を
緩
和
す
る
立
場
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
。
高
桑
昭
「
外
国
判
決
の
承
認

及
び
執
行
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ケ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
7
）』
一
四
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
お
よ
び
、

高
桑
・
前
掲
注
（
192
）
を
参
照
。

（
194
）　

江
川
英
文
「
外
国
判
決
の
承
認
」
法
学
協
会
雑
誌
五
〇
巻
一
一
号
六
一
頁
（
一
九
三
二
年
）、
松
岡
義
正
『
強
制
執
行
要
論
（
上
）』

四
八
九
頁
（
清
水
書
店
、
一
九
二
五
年
）。

（
195
）　

池
原
・
前
掲
注
（
111
）
一
八
三
頁
、
小
林
秀
之
「
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
判
タ
四
六
七
号
二
五
頁
（
一
九

八
二
年
）、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
五
頁
〔
青
山
〕、
松
岡
博
＝
高
杉
直
『
国
際
関
係
私
法
講
義
〔
改
題
補
訂
版
〕』
三

三
三
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
196
）　

貝
瀬
・
前
掲
注
（
171
）
八
九
頁
、
高
田
裕
成
「
財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝
青
山
善
充
編
『
国
際
民
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事
訴
訟
法
の
理
論
』
三
八
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。

（
197
）　

中
野
俊
一
郎
「
外
国
判
決
の
執
行
」
新
堂
幸
司
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
〔
第
三
期
〕（
6
）』
四
五
一
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇

一
三
年
）。

（
198
）　

兼
子
一
原
著
『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』
六
二
三
頁
〔
竹
下
守
夫
〕（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
菊
池
洋
一
「
外
国
判
決
の

承
認
執
行
（
4
）」
元
木
伸
＝
細
川
清
『
裁
判
実
務
大
系
（
10
）』
一
三
三
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
九
年
）、
三
宅
省
三
ほ
か
編
『
注
解

民
事
訴
訟
法
（
Ⅱ
）』
五
五
八
頁
〔
雛
形
要
松
〕（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
199
）　

鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
六
八
頁
〔
高
田
〕
は
、
裁
判
所
は
職
権
探
知
の
権
能
を
有
す
る
が
義
務
は
な
い
と
す
る
。

（
200
）　

鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
六
頁
〔
青
山
〕。

（
201
）　

斎
藤
秀
夫
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
3
）』
三
五
四
頁
〔
小
室
直
人
〕（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
三
年
）、
高
桑
・
前
掲
注
（
193
）

一
四
五
頁
。

（
202
）　

最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
。

（
203
）　

小
林
秀
之
＝
村
上
正
子
『
国
際
民
事
訴
訟
法
』
一
五
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）、
竹
下
・
前
掲
注
（
112
）
五
六
〇
頁
。
し
か

し
、
鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
九
〇
頁
〔
高
田
〕
は
、
部
分
的
相
互
保
証
の
理
論
を
採
用
し
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
と
述
べ

る
。

（
204
）　

江
川
・
前
掲
注
（
194
）
六
三
頁
、
細
野
長
良
『
民
事
訴
訟
法
要
義
（
4
）』
二
二
八
頁
（
巌
松
堂
、
一
九
三
四
年
）、
矢
ケ
崎
・
前
掲

注
（
2
）
八
四
頁
。

（
205
）　

兼
子
原
著
・
前
掲
注
（
198
）
六
四
四
頁
〔
竹
下
〕、
小
林
・
前
掲
注
（
195
）
二
五
頁
、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
五

頁
〔
青
山
〕。

（
206
）　

参
照
、
石
黒
・
前
掲
注
（
62
）
五
六
九
頁
、
河
野
俊
行
「
承
認
要
件
と
し
て
の
相
互
の
保
証
」
澤
木
敬
郎
＝
秌
場
準
一
編
『
国
際
私

法
の
争
点
〔
新
版
〕』
二
四
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）。

（
207
）　

参
照
、
徳
岡
卓
樹
「
身
分
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
裁
判
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝
青
山
善
充
編
『
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論
』
四
二

四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。

（
208
）　

川
上
太
郎
『
新
版
判
例
国
際
私
法
』
一
五
一
頁
（
千
倉
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
櫻
田
・
前
掲
注
（
2
）
三
〇
〇
頁
、
松
岡
博
「
外
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国
離
婚
判
決
の
承
認
」
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
現
代
家
族
法
大
系
編
集
委
員
会
編
『
現
代
家
族
法
大
系
（
2
）』
四
三
九
頁
、
四
五
〇
頁

（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）、
渡
辺
惺
之
「
外
国
の
離
婚
・
日
本
の
離
婚
の
国
際
的
効
力
」
岡
垣
学
ほ
か
編
『
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法

（
5
）』
一
九
六
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）。

（
209
）　

江
川
英
文
「
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
」
立
教
法
学
一
号
四
五
頁
（
一
九
六
〇
年
）、
溜
池
良
夫
「
離
婚
・
別
居
」
国
際
法
学
会
編

『
国
際
私
法
講
座
（
2
）』
五
八
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）。

（
210
）　

大
須
賀
・
前
掲
注
（
139
）
一
三
五
頁
、
斎
藤
編
・
前
掲
注
（
201
）
三
五
一
頁
〔
小
室
〕、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
二

三
頁
〔
青
山
〕、
山
田
鐐
一
『
国
際
私
法
〔
第
三
版
〕』
四
七
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）、
加
藤
令
造
『
実
務
人
事
訴
訟
手
続
法
』

四
四
三
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
六
四
年
）。

（
211
）　

江
川
・
前
掲
注
（
209
）
二
九
頁
。

（
212
）　

溜
池
・
前
掲
注
（
209
）
五
八
四
頁
。

（
213
）　

矢
ケ
崎
高
康
「
判
解
」
渉
外
判
例
百
選
一
七
九
頁
（
一
九
七
六
年
）、
山
田
（
鐐
）・
前
掲
注
（
210
）
四
七
三
頁
。

（
214
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
210
）
四
四
六
頁
、
矢
ケ
崎
（
高
）・
前
掲
注
（
213
）
一
七
九
頁
、
山
田
（
鐐
）・
前
掲
注
（
210
）
四
七
二
頁
。

（
215
）　

江
川
・
前
掲
注
（
194
）
七
一
頁
、
木
棚
ほ
か
・
前
掲
注
（
191
）
三
五
五
頁
〔
渡
辺
〕、
溜
池
・
前
掲
注
（
209
）
五
八
三
頁
、
松
岡
・

前
掲
注
（
184
）
二
一
四
頁
。

（
216
）　

な
お
、
人
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
、
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

家
事
事
件
手
続
法
七
九
条
の
二
に
お
い
て
、「
外
国
裁
判
所
の
家
事
事
件
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
裁
判
の
効
力
」
と
題
し
、「
外
国
裁
判
所

の
家
事
事
件
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
裁
判
（
こ
れ
に
準
ず
る
公
的
機
関
の
判
断
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

民
事
訴
訟
法
第
一
一
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
訟
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
は
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
い
ず
れ
の
要
件
を
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
決
着
を
つ
け
ず
、
引
き
続
き
解
釈
に
委
ね
る
趣
旨

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
律
案
は
、
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/M

IN
JI/

m
inji07_00180.htm

l

）。
山
本
和
彦
「
国
際
非
訟
事
件
に
お
け
る
手
続
上
の
諸
問
題
」
判
タ
一
三
六
一
号
六
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）
も

参
照
。

（
217
）　

鈴
木
忠
一
「
外
国
の
非
訟
裁
判
の
承
認
・
取
消
・
変
更
」
法
曹
時
報
二
六
巻
九
号
七
頁
（
一
九
七
四
年
）、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
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掲
注
（
1
）
三
八
八
頁
〔
青
山
〕、
高
桑
・
前
掲
注
（
193
）
一
三
四
頁
、
竹
下
・
前
掲
注
（
112
）
五
二
三
頁
。

（
218
）　

鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
六
〇
頁
〔
高
田
〕。

（
219
）　

海
老
沢
美
広
「
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝
秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕』
二
四
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九

九
六
年
）。

（
220
）　

鈴
木
・
前
掲
注
（
217
）
二
二
頁
、
高
桑
・
前
掲
注
（
193
）
一
三
六
頁
、
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』
一
九
五

頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
中
野
貞
一
郎
＝
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
』
一
八
二
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

（
221
）　

櫻
田
・
前
掲
注
（
135
）
二
九
八
頁
。

（
222
）　

石
黒
・
前
掲
注
（
62
）
四
三
九
頁
、
猪
股
・
前
掲
注
（
151
）
三
一
頁
、
兼
子
原
著
・
前
掲
注
（
198
）
六
二
七
頁
〔
竹
下
〕、
小
林
＝

村
上
・
前
掲
注
（
203
）
一
八
六
頁
、
河
野
・
前
掲
注
（
135
）
一
五
四
頁
、
鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
八
八
頁
〔
青
山
〕、
渡

辺
・
前
掲
注
（
136
）
二
九
八
頁
。

（
223
）　

河
野
俊
行
「
国
際
的
な
子
の
奪
い
合
い
」
澤
木
敬
郎
＝
秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕』
一
八
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九

九
六
年
）。

（
224
）　

家
事
事
件
手
続
法
の
改
正
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
216
）
を
参
照
。

（
225
）　

山
内
確
三
郎
『
民
事
訴
訟
法
の
改
正
（
1
）』
三
一
四
頁
（
法
律
新
報
社
、
一
九
二
九
年
）。

（
226
）　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
八
七
七
年
民
事
訴
訟
法
六
六
一
条
五
号
で
は
相
互
保
証
の
要
件
を
定
め
て
い
た
が
、
一
八
九
八
年
民
事
訴

訟
法
三
二
八
条
二
項
で
は
非
財
産
関
係
事
件
で
は
相
互
保
証
の
要
件
を
課
さ
な
い
と
し
た
。
こ
の
一
八
九
八
年
改
正
の
内
容
を
、
わ
が
国

の
大
正
一
五
年
民
事
訴
訟
法
改
正
で
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
立
法
者
の
認
識
不
足
で
あ
る
と
し
て
古
く
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
。
江
川
・

前
掲
注
（
194
）
六
七
頁
。

（
227
）　

矢
ケ
崎
・
前
掲
注
（
2
）
八
〇
頁
を
参
照
。

（
228
）　V

gl. M
artiny, a. a. O

. (Fn. 46), K
ap. 1 Rdnr. 40.

（
229
）　

深
山
卓
也
編
著
『
新
し
い
国
際
倒
産
法
制
』
一
四
一
頁
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
山
本
和
彦
『
国
際
倒
産
法
制
』

二
五
九
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
230
）　

旧
破
産
法
二
条
や
廃
止
さ
れ
た
和
議
法
一
一
条
一
項
に
お
い
て
は
、
倒
産
能
力
あ
る
い
は
和
議
能
力
に
つ
き
相
互
主
義
を
採
用
し
て
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い
た
。
し
た
が
っ
て
、
商
人
破
産
主
義
を
採
用
し
て
い
る
国
の
非
商
人
の
自
然
人
が
日
本
に
来
た
場
合
、
こ
の
者
に
対
し
て
破
産
手
続

（
あ
る
い
は
和
議
手
続
）
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
商
人
の
日
本
人
は
、
商
人
破
産
主
義
を
採

用
し
て
い
る
当
該
外
国
で
は
破
産
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
外

国
人
の
取
引
活
動
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
内
国
債
権
者
の
保
護
に
著
し
く
悖
る
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
、
倒
産

法
に
お
け
る
相
互
主
義
が
意
図
し
て
い
た
内
国
債
権
者
の
保
護
に
却
っ
て
反
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
改
正
前
の
破
産
法
に
関
す
る
通
説
は
、

相
互
主
義
に
関
す
る
規
定
は
破
産
能
力
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
て
い
た
。
議
論
の
詳
細
は
、
青
山
善
充
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
外
国

人
の
地
位
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ケ
月
章
監
修
『
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
7
）』
二
六
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

（
231
）　V

gl. Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§328 Rdnr. 116.

（
232
）　

送
達
要
件
は
職
権
調
査
事
項
で
は
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
兼
子
原
著
・
前
掲
注
（
198
）
六
二
三
頁
〔
竹
下
〕、
鈴
木
＝
青

山
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
八
一
頁
〔
高
田
〕。
ド
イ
ツ
で
も
同
様
に
、
被
告
保
護
を
目
的
と
し
、
当
事
者
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
の
み
顧

慮
す
る
要
件
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。Linke/H
au, a. a. O

. (Fn. 35), 

§13.23; Schack, a. a. O
. (Fn. 32), Rdnr. 934; Stein/Jonas/

Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§328 Rdnr. 89.

（
233
）　Gottw

ald, a. a. O
. (Fn. 12), S. 282. 

ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
国
家
的
利
益
に
基
礎
を
置
く
互
恵
主
義
は
、
当
事
者
利
益
に
基
礎
を

置
く
基
本
的
手
続
的
正
義
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

（
234
）　

鈴
木
＝
三
ケ
月
編
・
前
掲
注
（
1
）
四
二
三
頁
注
六
二
〔
青
山
〕。
鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
六
八
頁
〔
高
田
〕
も
参
照
。

（
235
）　Schütze, Forum

 non conveniens und V
erbürgung der Gegenseitigkeit im

 deutsch-am
erikanischen V

erhältnis, 
in: FS. K

ropholler, 2008, S. 905, 912; vgl. M
artiny, a. a. O

. (Fn. 46), K
ap. 1 Rdnr. 1291.

（
236
）　

本
文
Ⅲ
１
（
３
）（
オ
）
に
お
い
て
言
及
し
た
。
執
行
判
決
訴
訟
に
お
け
る
請
求
原
因
事
実
に
争
い
は
な
い
と
す
る
裁
判
例
（（
ａ
︲

3
）
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
四
二
六
号
一
三
頁
、（
Ｄ
︲
3
）
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日LEX

/
D

B25516699

）、
相
互
保
証
に
つ
き
当
事
者
間
で
争
い
は
な
い
と
述
べ
る
裁
判
例
（（
ａ
︲
4
）
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
九
月
六
日
判
時

五
八
六
号
七
三
頁
、（
ｇ
︲
2
）
東
京
地
判
平
成
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
七
九
四
号
二
四
六
頁
、（
ｈ
）
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
七
年

五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁
）、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
相
互
保
証
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
裁
判
例
（（
ｉ
︲
2
）
水
戸
地
龍
ケ

崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
）、
条
文
の
形
式
的
な
対
比
な
ど
に
よ
っ
て
極
め
て
簡
潔
に
認
定
し
て
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い
る
裁
判
例
（
た
と
え
ば
、（
ａ
︲
9
）
東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
判
タ
一
四
二
〇
号
三
一
二
頁
）、
相
互
保
証
の
有
無
の
検

討
を
行
っ
て
い
な
い
裁
判
例
（（
ｇ
︲
3
）
抗
告
審
（
東
京
高
決
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
判
時
一
九
五
七
号
二
〇
頁
）
を
参
照
。

（
237
）　

参
照
、
松
岡
・
前
掲
注
（
194
）
四
九
一
頁
。

（
238
）　

参
照
、
松
井
茂
記
「
名
誉
毀
損
と
表
現
の
自
由
」
山
田
卓
生
編
集
代
表
『
新
・
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
（
2
）』
九
七
頁
（
日
本
評

論
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
239
）　

た
と
え
ば
、D

esai v. H
ersh, 719 F. Supp. 670 (N

. D
. Ill. 1989) 

は
、
イ
ン
ド
法
の
適
用
を
排
除
、Ellis v. T

im
e Inc., 26 

M
edia L. Rep. 1225 (D

. D
. C. N

ov. 18. 1997) 

は
、
英
国
法
の
適
用
を
排
除
し
た
。

（
240
）　See H

ay, Law
 of the U

nited States, at 109 (4th ed. 2016).

（
241
）　Bachchan v. India A

broad Publications, 585 N
. Y

. S. 2d 661 (Sup. 1992);　

M
atusevich v. T

elnikoff, 877 F. Supp. 
1 (D

. D
. C. 1995).

な
お
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
渉
外
裁
判
法
』
三
二
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
も
参
照
。

（
242
）　See H

ay/Borchers/Sym
eonides, Conflict of Law

s, at 1518 (5th ed. 2010); Silberm
an/Low

enfeld, A
 D

ifferent 
Challenge for the A

LI: H
erein of Foreign Country Judgm

ents, an International T
reaty, and an A

m
erican Statute, 

75 Ind. L. J. 635, 644 (2000); Rosen, Exporting the Constitution, 53 Em
ory L. J. 171, 230 (2004); T

eitz, T
ransnational 

Litigation, at 272 (1996); W
eintraub, Com

m
entary on the Conflict of Law

s, at 786 (6th ed. 2010).

（
243
）　H

ay, Review
ing Foreign Judgm

ents in A
m

erican Practice, in: FS. K
aissis, 2012, S. 367, 373 f.

（
244
）　H

ay, supra note 240, at 109.

（
245
）　

松
井
・
前
掲
注
（
238
）
一
〇
二
頁
。

（
246
）　

高
杉
・
前
掲
注
（
169
）
八
頁
。

（
247
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
芳
賀
雅
顯
「
外
国
判
決
の
承
認
と
公
序
」
法
律
論
叢
七
四
巻
四=

五
号
三
五
五
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
で
、

部
分
的
相
互
保
証
に
よ
り
対
処
す
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
相
互
保
証
と
公
序
審
査
と
の
関
係
で
は
次
の
よ

う
な
例
が
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。Geim

er/Schütze, a. a. O
. (Fn. 6), S. 1769; 

W
ieczorek/Schüzte, a. a. O

. (Fn. 48), 

§328 Rdnr. 80. 

そ
れ
に
よ
る
と
、
公
序
要
件
は
、
た
し
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
法
秩
序
に
お
い

て
等
し
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
は
国
ご
と
に
異
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
判
決
国
と
承
認
国
の
解
釈
問
題
が
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重
要
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
モ
ロ
ッ
コ
の
裁
判
所
が
、
婚
姻
関
係
に
な
い
父
親
に
対
し
て
扶
養
料
支
払
い
を
命
ず
る
ド
イ
ツ
の
判

決
の
執
行
を
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
公
序
違
反
を
理
由
に
拒
否
し
た
場
合
、
こ
の
モ
ロ
ッ
コ
の
公
序
に
関
す
る
実
務
は
、
婚
姻
関
係
に
な
い
父

親
に
対
す
る
扶
養
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
の
み
承
認
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
保
証
を
一
般
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と

さ
れ
る
。

（
248
）　

兼
子
原
著
・
前
掲
注
（
198
）
六
二
七
頁
〔
竹
下
〕。

（
249
）　

ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。BGH

 U
rt. v. 29. 04. 1999, N

JW
 1999, 3198, 3201; Linke/H

au, a. a. 
O

. (Fn. 35), 
§13.47; M

ünchener K
om

m
entar/Gottw

ald, a. a. O
. (Fn. 35), 

§328 Rdnr. 130; M
usielak/Stadler, a. a. O

. (Fn. 
37), 

§328 Rdnr. 31; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§328 Rdnr. 120; T
hom

as/Putzo/H
üßtege, a. a. O

. (Fn. 27), 

§328 Rdnr. 20.

（
250
）　

水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
。

（
251
）　

芳
賀
雅
顯
「
米
国
判
決
の
承
認
と
国
際
裁
判
管
轄
」
法
律
論
叢
七
四
巻
六
号
七
四
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
有

力
説
は
判
決
国
全
体
（Gesam

tstaat

）
を
対
象
に
す
る
と
説
く
。Geim

er, a. a. O
. (Fn. 46), S. 117; Linke/H

au, a. a. O
. (Fn. 35), 

§13.16; N
agel/Gottw

ald, a. a. O
. (Fn. 30), 

§12 Rdnr. 155.

（
252
）　

森
川
伸
吾
「
外
国
判
決
承
認
・
執
行
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
官
の
独
立
―
―
中
国
を
例
と
し
て
―
―
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
・

完
）」
法
学
論
叢
一
六
一
巻
二
号
一
頁
、
三
号
一
頁
、
五
号
一
頁
、
六
号
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。

（
253
）　

森
川
・
前
掲
注
（
252
）
法
学
論
叢
一
六
一
巻
三
号
一
一
頁
。

（
254
）　

森
川
・
前
掲
注
（
252
）
法
学
論
叢
一
六
一
巻
三
号
一
三
頁
。

（
255
）　

参
照
、
高
田
・
前
掲
注
（
196
）
三
八
六
頁
、
竹
下
・
前
掲
注
（
112
）
五
一
六
頁
。

（
256
）　V

gl. M
ünchener K

om
m

entar/Gottw
ald, a. a. O

. (Fn. 35), 

§328 Rdnr. 129; Stein/Jonas/Roth, a. a. O
. (Fn. 31), 

§328

　

Rdnr. 116.

（
257
）　V

gl. Gottw
ald, a. a. O

. (Fn. 12), S. 282; Süß, a. a. O
. (Fn. 32), S. 238 ff.

（
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号15K

03218

に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）


